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研究概要 

令和元年度研究課題一覧 

 特別支援教育のナショナルセンターとして，障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに対応した教育の

実現に貢献するため，国として特別支援教育政策上重要性の高い課題に対する研究や教育現場等で求められ

ている喫緊の課題に対応した実際的研究に取り組んでいます。こうした研究活動を，中長期を展望しつつ，

計画的に進めるため，「研究基本計画」を策定しています。  

この「研究基本計画」は，国の政策動向等を踏まえ，適宜改訂を行っています。  

１．研究体系 

 研究は，以下の研究体系に基づき，戦略的かつ組織的に実施します。  

研究区分  研究の性格（研究期間） 

基幹研究 

文部科学省との緊密な連携のもとに行う，国の特別支援教育政策の推進に寄与する研究 

その内容等により，以下のとおり区分する。 

・横断的研究: 各障害種別を通じて，国の重要な政策課題の推進に対応した研究（原則５年間） 

・障害種別研究: 各障害種における喫緊の課題に対応した研究（原則２年間） 

地域実践研究 
インクルーシブ教育システムの構築に向けて，地域や学校が直面する課題の解決のために地域と

協働で実施する研究。メインテーマの下に，数本のサブテーマを設定（原則２年間） 

外部資金研究 科学研究費補助金等の外部資金を獲得して行う研究 

受託研究 外部からの委託を受けて行う研究 

２．令和元年度研究課題一覧 

 令和元年度は，平成28年度からの第４期中期目標期間の５年間の研究活動を計画的に推進するために，平

成31年３月に改訂した研究基本計画に基づき，また，様々な研究ニーズを見極めつつ，以下の研究活動を年

度計画に位置付けて実施しました。  

１）基幹研究（横断的研究） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

研究課題名  研究チーム  研究代表者  研究期間  

我が国におけるインクルーシブ教育システムの構築に関する総合的

研究－「インクル COMPASS（試案）」の活用の検討－  

詳細はこちら→  

https://www.nise.go.jp/nc/study/intro_res/backbone_crossing/inclusive  

インクルー

シブ教育  

システム  

チーム  

星 祐子  
平成28年度 

～令和２年度 

特別支援教育における教育課程に関する総合的研究－新学習指導要

領に基づく教育課程の編成・実施に向けた現状と課題－ 

詳細はこちら→  

https://www.nise.go.jp/nc/study/intro_res/backbone_crossing/curriculum  

教育課程  

チーム  
横倉 久  

平成28年度 

～令和２年度 
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研究概要 

２）基幹研究（障害種別研究） 

 
３）地域実践研究 

 地域実践研究は，平成28年度より開始した新しい体系の研究です。地域や学校が直面する課題を研究テー

マに設定し，その解決を目指して，NISE の研究員と外部の専門家や教育委員会より派遣された地域実践研究

員と共に研究に取り組みます。  

 

メインテーマ１：インクルーシブ教育システムの構築に向けた体制整備に関する研究 

サブテーマ  研究チーム  研究代表者  研究期間 

教育相談・就学先決定に関する研究  

詳細はこちら→  https://www.nise.go.jp/nc/study/intro_res/region/h30local1  

教育相談・  

就学チーム  
牧野 泰美  

平成30年度 

～令和元年度 

インクルーシブ教育システムの理解啓発に関する研究  

詳細はこちら→  https://www.nise.go.jp/nc/study/intro_res/region/h30local2  

理解・啓発  

チーム  
久保山 茂樹  

平成30年度 

～令和元年度 

 

研究課題名  研究班  研究代表者  研究期間 

聴覚障害教育におけるセンター的機能の充実に関する研究－乳幼児

を対象とした地域連携－  

詳細はこちら→  

https://www.nise.go.jp/nc/study/intro_res/backbone_failure/hearing_center  

聴覚班  山本 晃  
平成30年度 

～令和２年度 

言語障害のある中学生への指導・支援の充実に関する研究  

詳細はこちら→  

https://www.nise.go.jp/nc/study/intro_res/backbone_failure/language_junior  

言語班  滑川 典宏  
平成30年度 

～令和元年度 

知的障害特別支援学級担当者サポートキットの開発－授業づくりを

中心に－  

詳細はこちら→  

https://www.nise.go.jp/nc/study/intro_res/backbone_failure/intellectual  

知的班  涌井 恵  
令和元年度

～２年度 

小・中学校における肢体不自由のある児童生徒への指導及び支援のた

めの地域資源を活用した授業改善に関する研究  

詳細はこちら→

https://www.nise.go.jp/nc/study/intro_res/backbone_failure/handicapped  

肢体不自由班 吉川 知夫  
令和元年度

～２年度 

社会とのつながりを意識した発達障害者等への専門性のある支援に

関する研究－発達障害等の特性及び発達段階を踏まえての通級によ

る指導の在り方に焦点を当てて－  

詳細はこちら→  

https://www.nise.go.jp/nc/study/intro_res/backbone_failure/developmentally_disabl

ed 

発達・情緒班  海津 亜希子  
令和元年度

～２年度 

※なお，障害種別研究につなげることを目的として実施する予備的研究として，平成30年度は，「地域社会と連携した発達障害等への

理解と支援の在り方に関する調査」と「重複障害のある子どもの教育についての情報収集及び分析」を単年度で実施しました。 
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研究概要 

メインテーマ２：インクルーシブ教育システムの構築に向けた特別支援教育に関する実際的研究 

サブテーマ  研究チーム  研究代表者  研究期間 

多様な教育的ニーズに対応できる学校づくりに関する研究  

詳細はこちら→  https://www.nise.go.jp/nc/study/intro_res/region/h30local3  

学校づくり

チーム  
齊藤 由美子  

平成30年度 

～令和元年度 

学校における合理的配慮及び基礎的環境整備に関する研究  

詳細はこちら→  https://www.nise.go.jp/nc/study/intro_res/region/h30local4  

合理的配

慮・環境整備

チーム  

横尾 俊  
平成30年度 

～令和元年度 

４）受託研究 

研究課題名  委託機関  研究代表者  研究期間 

盲ろう幼児児童生徒の支援体制整備に関わる研究  

一般財団  

法人 

柳井正財団  

星 祐子  
平成30年度 

～令和元年度 

国内の事業所内保育施設における聴覚障害幼児の実態に関する調査  

一般社団  

法人 

日本社会福祉  

マネジメント  

学会 

山本 晃  
平成30年度 

～令和元年度 
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） 令和元年度研究成果サマリー 

 本研究所では，その年度に終了する研究課題の成果等をまとめた，研究課題ごとの「研究成果報告書」を刊

行し，ウェブサイト上で公開しています。また，研究成果をよりわかりやすく普及していくため，研究成果報

告書の内容を要約し，一冊にまとめた「研究成果報告書サマリー集」を刊行しています。 

 ここでは，「研究成果報告書サマリー集（平成 30年度終了課題）」の中から，各研究課題の成果の「要旨」，

「キーワード」を抜粋し，掲載しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要旨】 

 

特別支援学校（視覚障害）在籍の重複障害幼児児童生徒の割合は，近年増加しており，特別支援学校（視

覚障害）では，重複障害幼児児童生徒への対応の比重が増していると言える。 

 ここで，視覚障害教育における指導のなかで重要な事項として，保有する視覚の活用を図ることや，視覚

が使用できない場合や十分には使用できない場合において視覚以外の触覚等を活用することが大切である。

このことは，単一障害の視覚障害幼児児童生徒の場合もそうであるが，視覚障害を伴う重複障害幼児児童生

徒の場合も同じである。 

 また，そのためには，視覚や触覚の活用状況についての十分な実態把握も必要である。 

 本研究では，こうした視点に立ち，特別支援学校（視覚障害）在籍の重複障害幼児児童生徒の指導にお

ける，視覚活用や触覚活用に関する実態把握の方法や，指導内容，指導方法等について，特別支援学校（視

覚障害）を対象として実施した全国実態調査の結果，同校在籍の重複障害幼児児童生徒の指導事例の提示等

に基づいて示した。 

 

【キーワード】  

 

 視覚障害，重複障害，視覚活用，触覚活用，特別支援学校（視覚障害） 

 

［基幹研究（障害種別研究）］ 

視覚障害を伴う重複障害の児童生徒等の指導に関する研究－特別支援学校（視覚障害）における

指導を中心に－ 

研究代表者： 金子 健 

研究概要はこちら→ https://www.nise.go.jp/nc/study/intro_res/backbone_failure/severe 
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精神疾患及び心身症のある児童生徒の教育的支援・配慮に関する研究
（平成29～30年度）の成果の普及活動 

小西孝政＊・土屋忠之＊・大崎博史＊・藤田昌資＊＊ 

（＊インクルーシブ教育システム推進センター）（＊＊発達障害教育推進センター） 

 

 

要旨：病弱班では，平成28年度に予備的研究として「精神疾患及び心身症のある児童生徒の教育の実態とニ

ーズに関する基礎調査」，平成29～30年度に基幹研究として「精神疾患及び心身症のある児童生徒の教育的支

援・配慮に関する研究」に取り組んだ。その研究成果として，精神疾患及び心身症のある児童生徒の教育的

ニーズについて，計40項目からなるアセスメントシート及び，「連続性のある多相的多階層支援Continuous 

Multiphase and Multistage educational support」（以下，「Co-MaMe」という）を提案した。今年度は，研究成果

「Co-MaMe」の普及として，全国９カ所での「こころの病気のある児童生徒への教育的支援普及セミナー」（以

下，「普及セミナー」という）と「こころの病気のある子供の教育支援ガイドブック（仮題）」（以下，「ガイ

ドブック」という）の作成に取り組んだ。また，研究協力校では，Co-MaMeを活用した支援も行われており

その取組も紹介する。今後は得られた情報を参考に，関係機関と連携しながら，よりよい普及方法を検討し

ていく。 

見出し語：精神疾患及び心身症，教育的ニーズ，Co-MaMe，普及セミナー 

 

Ⅰ．はじめに 

 

国立特別支援教育総合研究所（以下，「当研究所」

という）では，終了した研究成果について，教育現

場を中心に幅広い普及を行っている。当研究所病弱

班では，平成 28 年度に予備的研究として「精神疾患

及び心身症のある児童生徒の教育の実態とニーズに

関する基礎調査」（以下，「予備的研究」という），平

成 29～30 年度に基幹研究として「精神疾患及び心身

症のある児童生徒の教育的支援・配慮に関する研究」

（以下，「基幹研究」という）に取り組んだ。その研

究成果として，精神疾患及び心身症のある児童生徒

の教育的ニーズについて，計 40 項目からなるアセス

メントシート及び，「連続性のある多相的多階層支援

Continuous Multiphase and Multistage educational 

support」（以下，「Co-MaMe」という）を提案した。

本稿では，その研究成果の研究所での二つの普及活

動及び，研究協力校での取組を紹介する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 精神疾患及び心身症のある児童生徒の 

教育的ニーズ・チェックリスト 
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Ⅱ．普及セミナー 

 

③Co-MaMe について【講義】  

④ワークシートの記入（個人）【演習】  

⑤情報共有・協議（グループ）【演習】  

⑥情報共有（全体）【演習】  

⑦まとめ・振り返り  

 

 

 

 

１． 長野県 

開催時期：令和元年６月 

開催場所：長野県若槻養護学校 

連携機関：県病弱虚弱教育連盟事務局  

（長野県若槻養護学校） 

対象：県病弱虚弱教育連盟加盟校教職員  

参加人数：52 名 

 

２． 埼玉県 

開催時期：令和元年７月 

開催場所：埼玉県立けやき特別支援学校伊奈分校  

連携機関：埼玉県立けやき特別支援学校伊奈分校  

対象：埼玉県立けやき特別支援学校伊奈分校教員 

参加人数：11 名 

 

３． 富山県 

開催時期：令和元年７月 

開催場所：富山県立ふるさと支援学校 

研究成果である「Co-MaMe」の紹介と教育現

場での活用を目的とした普及セミナーを，研究

協力校との連携を中心に，全国各地で実施した。

今年度は主に特別支援学校の教員を対象にした

が，連携機関の状況等により，一部，小学校や

高等学校にて実施した。参加者の構成や人数，

時間等により，一部変更があるが，普及セミナ

ーの基本的な流れは以下の通りである。 

①こころの病気のある児童生徒の現状【講義】  

②基幹研究について【講義】  

図２ Co-MaMe のイメージ図  7 
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連携機関：富山県立ふるさと支援学校  

対象：県内小・中学校，高等学校，特別支援学校教

員 

参加人数：52 名 

 

 

写真１ 普及セミナーの様子：富山県 

 

４． 宮崎県 

開催時期：令和元年８月 

開催場所：宮崎市清武文化会館  

連携機関：宮崎県特別支援教育研究連合 病弱教育

研究部会  

（事務局校 宮崎県立赤江まつばら支援学校） 

対象：近隣小・中学校，高等学校，特別支援学校教

員 

参加人数：94 名 

 

写真２ 普及セミナーの様子：宮崎県 

 

５． 福島県 

開催時期：令和元年８月 

開催場所：福島市産業会館  

連携機関：福島県立須賀川支援学校  

地域支援センターきらり  

対象：近隣小・中学校，高等学校，特別支援学校教

員 

参加人数：78 名 

 

６． 神奈川県 

開催時期：令和元年８月 

開催場所：相模原教育会館  

連携機関：相模原市特別支援教育研究会事務局  

対象：市内小・中学校教員  

参加人数：99 名 

 

 

写真３ 普及セミナーの様子：神奈川県 

 

７． 神奈川県 

開催時期：令和元年 10 月 

開催場所：相模原市立産業会館  

連携機関：相模原市学校保健会事務局  

（市教育委員会学校保健課）  

対象：市内小・中学校養護教諭，教職員，管理職，

指導主事  

参加人数：77 名 

 

８． 宮崎県 

開催時期：令和元年 11 月 

開催場所：宮崎県立宮崎東高等学校  

連携機関：宮崎県教育委員会特別支援教育課  
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対象：宮崎県立高等学校教職員（定時制），高等学校

通級担当者，特別支援教育コーディネーター

等 

参加人数：31 名 

 

９． 神奈川県 

開催時期：令和２年１月 

開催場所：相模原市立大島小学校  

連携機関：相模原市立大島小学校  

対象：相模原市立大島小学校教員  

参加人数：30 名 

 

全体の時間設定によっては，ワークの時間が短く，

個々の事例について深められなかったり，グループ

での情報共有に十分時間が確保できなかったりとい

った反省も挙げられた。また，アセスメントシート

及び整理シートの記入等についても，意見を得るこ

とができ，普及セミナー全体の構成や説明の仕方に

改良を重ねながら，普及セミナーを実施してきたと

ころである。  

 グループワークの際には異なる学校や学校種でグ

ループを組むことが多いが，この場合は，各自担当

している事例をもとに進めた。自分意外の事例につ

いて情報共有することで，視点が広がったという声

が聞かれた。一方，同じ学校でグループ編成ができ

た場合は，共通する事例で進めることができ，事例

について深めた協議が可能であった。  

 参加した特別支援学校の教職員からは，「これまで

の指導のふり返りができた」，「これからの指導の見

通しを持つことができた」，小・中学校の教職員から

は，「通常学級でも活用していきたい」，「校内研修で

活用し，共通理解のツールとしていきたい」といっ

た感想が得られた。 

 

Ⅲ．ガイドブックの作成 

 

こころの病気のある子供を担当している教職員が，

子供の教育的ニーズを把握し，支援方法を検討する

ことができるように，研究成果である「Co-MaMe」

の普及を目的としてガイドブックを作成した。 

ガイドブックは，①ガイドブック作成の背景，②

「Co-MaMe」の概要（アセスメントシート，支援・

配慮，共通理解について等），③「Co-MaMe」（不安・

悩み：課題，支援・配慮のイメージ図，エピソード，

教育的ニーズ40項目），④「Co-MaMe」の活用（学

校内での活用例等），⑤「Co-MaMe」を活用した特

別支援学校（病弱）での具体的な取組，といった五

章で構成した。特別支援学校（病弱）（７校）に協力

を頂き，教育的ニーズのエピソード，具体的な取組

の事例について執筆をして頂いた。今後は本ガイド

ブックをこころの病気のある子供の支援・配慮の充

実につなげていきたいと考えている。 

 

Ⅳ． Co-MaMe を活用した取組 

 

 特別支援学校（病弱）の中には，児童生徒の実態

把握に Co-MaMe を活用したり，校内研究として取

り組んだりしている学校がある。他にも，全国病弱

虚弱教育研究連盟心身症等研究委員会では，

Co-MaMe を活用して事例集の作成に取り組んでい

る。 

また，予備的研究及び基幹研究には多くの研究協

力校に調査協力を頂いた。その中で，興味深い取り

組みをしている学校を紹介する。埼玉県立けやき特

別支援学校伊奈分校（以下，「伊奈分校」という）で

は，精神疾患及び心身症のある児童生徒の教育的ニ

ーズ 40 項目を基に，児童生徒用尺度表「自分メータ

ー（図３）」を作成している。「児童生徒の視点に立

った表現」，「肯定的な表現」，「具体的な表現」とい

う観点で変更を行い，６つのカテゴリーにそれぞれ

10 のサブカテゴリーがある。サブカテゴリーの項目

数が揃っていることで，課題の傾向が視覚化できる

グラフにすることができる。研究成果は，みずほ財

団の研究成果として報告されている。また，大阪府

立刀根山支援学校では，「自分メーター」を軸にした

アセスメントシート「わになるシート」を作成し，

活用している。児童生徒や担任だけでなく，保護者

や前籍校の教員も記入することで，児童生徒を中心

に支援者が輪になった支援をおこなっている。両校

の取り組みはガイドブックにて紹介をする予定であ

る。 
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図３ 自分メーター（三原・中里，2019） 

 

 

Ⅴ． おわりに 

 

今年度は，普及セミナーとガイドブックの作成に

より，Co-MaMeの普及に取り組んできた。普及セミ

ナーは９カ所で実施し，500名以上の方に参加いただ

いた。特別支援学校の教職員を主な対象として実施

したが，小・中学校，高等学校の通常の学級の参加

者も多く見られた。今後は得られた意見を参考に，

関係機関と連携しながら，より良い普及方法を検討

していきたい。 

 

引用文献 

三原和弘・中里早苗（2019）．精神疾患・心身症等の

児童生徒の自立活動を充実させ、復学支援に生か

す取組─ 尺度表「自分メーター」の活用を通して

─．みずほ教育福祉財団特別支援教育研究論文集． 

 

参考文献 

土屋忠之・藤田昌資（2019）．精神疾患及び心身症の

ある児童生徒の教育的支援・配慮に関する研究  

（平成29～30 年度）研究成果報告書．国立特別支援

教育総合研究所．  
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知的障害特別支援学級の教育内容・方法等に関する全国調査報告 

 
  

横尾俊＊・平沼源志＊＊・村井敬太郎＊・涌井恵＊・神山努＊＊＊・半田健＊＊＊＊ 

・清水潤＊＊＊＊＊  

（＊インクルーシブ教育システム推進センター）（＊＊研究企画部）（＊＊＊研修事業部） 

（＊＊＊＊宮崎大学，元国立特別支援教育総合研究所）（＊＊＊＊＊秋田県教育委員会，元国立特別支援

教育総合研究所）） 

 

要旨：国立特別支援教育総合研究所では，知的障害特別支援学級について，担任の特別支援教育経験年数や，

教育課程等の状況等について調査し，現状を把握することを目的とした知的障害特別支援学級の全国調査を

数年おきに行ってきている。本稿では，2018年に行った調査について報告した。調査結果からは，３年未満

の特別支援教育経験の担任教師が多く，人事異動が激しい事が予想された。学級に在籍する児童生徒につい

ては，支援が必要なレベルや障害の実態が多様であることが分かった。こうしたことから，知的障害特別支

援学級の担任教師に対しては，児童生徒の実態把握や日々の授業に対する専門性について支援する方策が必

要な事が考えられる。 

見出し語：知的障害特別支援学級，状況調査，教育課程，担任の専門性 

 

Ⅰ．はじめに 

 

 全国の知的障害特別支援学級の学級数及び在籍児

童生徒数の増加は続き，障害種別の中では最も多い

状況にある。こうした状況の中，知的障害特別支援

学級担任教師については，特別支援教育の経験の浅

い者が行う傾向にあることが前回の調査で分かって

いる。  

 また，小・中学校における特別支援学級数は少な

いことから，知的障害特別支援学級担任教師が、特

別支援教育に関連する経験を積む上で，周囲の助言

を受けたり相談をしたりする環境にない場合が多い

ことが予想されている。  

 

Ⅱ．調査の目的 

 

国立特別支援教育総合研究所では，全国の知的障

害特別支援学級の全国調査を数年おきに行ってきて

いる。今回の調査は 2012 年に行った前回調査を受け

て，現在の知的障害特別支援学級について，担任の

特別支援教育経験年数や，教育課程等の状況等につ

いて調査し，現状を把握することを目的とした。  

 

Ⅲ．方法 

 

１．対象者 

 全国の小学校及び中学校の知的障害特別支援学級

の担任を対象とした。対象校の抽出については，2017

年度（平成 29 年度）の国立特別支援教育総合研究所

研究企画部が作成した全国特別支援学級名簿を抽出

台帳とし，各都道府県及び政令市の数に応じ，層化

無作為抽出を行った。以下では，小学校対象の調査

を調査１，中学校対象の調査を調査２とした。 

 

２．調査項目について 

 国立特別支援教育総合研究所が 2012 年に実施し

た「知的障害特別支援学級（小・中）」の担任が指導

上抱える困難やその対応策に関する全国調査」を基

に，以下のような調査項目を作成した。 

 調査票の質問項目 

 Ⅰ. 担当する知的障害特別支援学級の状況等に

ついて 

 Ⅱ. 教育課程や指導及び評価について 

 Ⅲ. 個別の教育支援計画，個別の指導計画等に
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ついて 

 Ⅳ. 通常の学級との交流及び共同学習について 

 Ⅴ. 相談，校内組織，研修等について 

 Ⅵ. 貴校について 

 の６パートに分けた。 

 

３．調査時期と調査方法 

調査は，2018年（平成30年度）１月から３月下旬

の期間で実施した。また，調査方法については，配

布及び回収とも郵送により行い，各学校に直接郵送

し，記名式で回答を依頼した。  

 

４．データの処理方法 

回収データについては，不適切と思われる値のデ

ータなどを除外し，データクリーニングを行った。  

 

Ⅲ．結果 

 

本調査は調査項目が多いため，本稿では主に「Ⅰ. 

担当する知的障害特別支援学級の状況等について」，

「Ⅱ. 教育課程や指導及び評価について」「Ⅲ. 個別

の教育支援計画，個別の指導計画等について」「Ⅳ. 

通常の学級との交流及び共同学習について」から抜

粋して報告する。 

 

１．回答率について 

 小学校からは 505 校から回答があり 50.5%，中学

校からは 510 校の回答があり 51.0%の回答率であっ

た。 

 

２．知的障害学級の状況等について 

 

１）回答者教員経験年数 

小学校では「０～５年」が 14.3％「26〜37 年」が

44.5％，中学校では「０～５年」が 13.9％「26〜37

年」が 41.9％となっている（図１，図２）。小学校

及び中学校ともに，教員経験年数が少ない教員と経

験が多い教員の二極化傾向が見られる。 

 
図１ 教員経験年数（小学校）（％）(n=505) 

 

 

図２ 教員経験年数（中学校）（％）(n=510) 

 

２）回答者の特別支援教育の経験年数 

小学校では「０〜１年目」，中学校では「２〜３年

目」が最も多かった。特別支援教育経験年数５年以

下が，小学校では 58.2％，中学校では 61.3％を占め

ている。１）の教員経験年数では，経験年数が少な

い教員と経験が多い教員の二極化傾向にあるが，特
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別支援教育の経験年数については，浅い教員が多い

事が分かった。 

 

図３ 特別支援教育経験年数（小学校）（％）(n=505) 

 

図４ 特別支援教育経験年数（中学校）（％）(n=510) 

 

３）回答者の特別支援学校教諭免許状の取得率 

特別支援学校教諭免許状（知的障害）または養護

学校教諭免許状の取得率は，小学校では44.4％，中

学校では34.5％という結果だった。全体では，小学

校の方が免許の保有率が高かった。 

また，特別支援教育経験年数別の取得率を見てみ

ると，小学校，中学校共に経験年数が多い教員の保

有率が高い。特に中学校の教員においては，その傾

向が顕著であった（図５）。 

また，小学校では208名(41.1%)，中学校では，227

名(44.5%)の教師が特別支援教育コーディネーター

を兼任しているが，そのうち小学校では99名（19.6%），

中学校では132名(26.1%)の教員が特別支援教育学校

教諭免許状を持たない結果だった。 

 

図５ 特別支援学校教諭免許状（知的障害）または養護

学校教諭免許状特別支援教育経験年数別取得率 

 

３．回答者の担任している学級の児童の実態 

 

１）在籍児童生徒数の割合 

 小・中学校共に１名～５名までは，ほぼ同じ割合

であり，６名を超えると割合が少なくなっている。 

 
図６ 在籍児童生徒数の割合 

（小学校 n=505，中学校 n=510） 

 

２）在籍する児童生徒の支援の割合 

 支援のレベルを「１:日常生活や学習活動に，いつ

も１対１の支援を必要とする程度」，「２:日常生活

や学習活動に，必要な時に１対１の支援を必要とす

る程度」，「３:日常生活や学習活動に，必要な時に
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学級全体への指示の中で声掛けを必要とする程度」，

「４:日常生活や学習活動に，ほとんど支援を必要と

しない程度」と定義して在籍する児童の支援の割合

を質問した。その結果，小・中学校共にレベル２の

児童生徒が過半数を占めるが，手厚い支援が必要な

児童生徒の割合は，小学校で 16.2%，中学校 13.6%

という回答だった（図７）。 

 

図７ 在籍する児童生徒の支援の割合 

（小学校 n=1976，中学校 n=1965） 

 

３）在籍している生徒の障害の種別毎の人数の割合 

 在籍する児童生徒の障害種別毎の人数を，知的障

害のみと知的障害に重複する障害に分けて質問した。

結果の自閉症スペクトラム，肢体不自由，その他の

障害は，単一障害ではなく知的障害と重複した障害

であるとの回答を表している。 

 小学校では，知的障害のみが 64.9%，中学校では

72.3%と，多くを占めているが，一方で自閉症スペク

トラム障害のある児童生徒の割合は，小学校で

29.2%，中学校で 22.5%という結果であった（図８）。 

 図８ 在籍している生徒の障害の種別毎の人数の割合 

（小学校n=1880，中学校n=1961）  

 

４．教育課程や指導及び評価について 

 

１）教育委員会に届けている教育課程について 

 この設問では，教育委員会に届け出ている教育課

程について，回答者の小学校に在籍する児童の低学

年，中学年，高学年，中学校では各学年の生徒のう

ち，名簿の最初の生徒を１名選び記入することを求

めた。 

小・中学校とも，当該学年と下学年適応と届けて

いるとの回答が多い。特に小学校の低学年では53.7%

が当該学年と届けられている。また，小学校の高学

年では，当該学年と下学年を合わせると85.9%を占め

る結果となった。一方で，知的障害の教育課程が小

学校では２割以下，中学校でも二割強である（図９，

図10）。 

 

図９ 小学校知的障害特別支援学級の教育課程の結果 

（低学年 n=307，中学年 n=343，高学年 n=327） 

 

図 10 中学校知的障害特別支援学級の教育課程の結果 

（１学年 n=329，２学年 n=328，３学年 n=317） 

 

２）自立活動内容について 

低・中・高学年の結果から，自立活動で主に指導

している内容として，コミュニケーションが最も多

く，次いで人間関係の形成，心理的な安定が多い結

果となった。 
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図 11 小学校知的障害特別支援学級の 

自立活動内容の結果 

（低学年 n=311，中学年 n=328，高学年 n=312） 

 

図 12 中学校知的障害特別支援学級の 

自立活動内容の結果 

（１学年 n=322，２学年 n=324，３学年 n=311） 

 

３）合わせた指導の実施 

生活単元学習の実施については，小学校で

85.2%(424 校)，中学校で 79.9%(386 校)，作業学習

の実施については，小学校で 26．6%(107 校)，中学

校で 80.7%(367 校)で，大部分の学校で合わせた指導

を行っている結果となった。 

 

表１ 生活単元学習の実施 

  行っている 行っていない 

小学校 424(88.5%) 55(11.5%) 

中学校 386(79.9%) 97(20.1%) 

表２ 作業学習の実施 

 行っている 行っていない 

小学校 107(26.6%) 296(73.4%) 

中学校 367(86.7%) 88(19.3%) 

 

４）観点別学習状況の評価について 

観点別学習状況の評価を実施している小学校は

53.2%，中学校では 52.0%と過半数を占める結果とな

っている。 

評価方法としては，小学校では，「通知表で行って

いる」が 79.5%，「指導要録で行っている」が 56.3％

の順であった。中学校も同様に，「通知表で行ってい

る」が 83.3%，「指導要録で行っている」が 65.1％の

順であった。割合としては少ないが，「単元計画の評

価で行っている」と答えた回答は小学校で 17.7%，

中学校で 5.2%，「授業ごとに行っている」とする回

答は小学校で 11.4%，中学校で 5.2%という結果であ

った。 

 

図15 小学校の観点別学習状況の評価方法 

 

図16 中学校の観点別学習状況の評価方法 

 

５）授業における学習評価の課題 

 授業における学習評価にあたり，どのようなこと

が難しいと感じているかという問いでは，「知的障害

のある児童生徒に適した評価規準の設定が難しい」

と答えた回答が，小学校で52.6%，中学校で，55.8%，

次いで「学習評価の結果の妥当性の判断が難しい」

と答えた回答が，小学校で23.7%，中学校で20.3%，

であった。  

 

５．個別の教育支援計画について 

 

１）個別の教育支援計画の作成と様式について  

 個別の教育支援計画の作成については，小学校で

452校（93.8%），中学校で467校（95.3%）と高い割
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合で作成されている。  

 利用されている個別の教育支援計画の様式は，「区

市町村教育委員会で作成した様式を使用している」

が小学校54.0%，中学校で51.9%と過半数を占め，次

いで「校内で作成した様式を使用している」が小学

校33.9%，中学校で27.8%という結果だった。  

 

図17 小学校で利用されている個別の教育支援計画の様

式（n=448） 

 

 

図18 中学校で利用されている個別の教育支援計画の様

式（n=464） 

 

６．前回調査との比較 

 前回実施した全国調査2012年12月に実施している。

知的障害特別支援学級の状況等に関して，今回の調

査と共通した調査内容となっている。  

前回調査と比較すると，教員経験年数に関しては，

今回は少ない経験層と多い経験層が多い二極化した

状況であったが，前回調査では，教員経験年数が30

年程度の教員が多い状況であり，年齢構成に変化が

あった。一方で，特別支援教育経験年数については，

０〜３年以下の割合が多いのは，ほぼ同様であった。 

学級の児童生徒の実態等についても，レベル２の

「日常生活や学習活動に，必要な時に１対１の支援を

必要とする程度」の児童生徒が多いことは，前回，

今回とも同じ傾向にあることが分かった。 

 また，各教科等を合わせた指導については，前回

調査では，生活単元学習と作業学習を分けてきいて

いないが，小・中学校ともに大部分の学校が実施し

ており，今回の調査と同様の結果であった。  

 

Ⅳ．考察 

 

 １．回答者の実態について 

小学校及び中学校ともに，教員経験年数が少ない

教員と経験が多い教員の二極化傾向が見られる。３

年ごとに行われている学校教員統計調査 (文部科学

省 ,2018)の教員の年齢構成によれば，公立小・中学

校の教員の年齢構成も，同様の二極化傾向が見られ

る。教員経験年数と年齢は相関関係があると考えら

れることから ,知的特別支援学級の担任になる教員

の経験年数の構成については、教員母集団の経験年

数の構成を反映していると考えられる。また，特別

支援教育経験年数については，３年以内の経験の教

員が40%強という結果から，特別支援学級担任は多

くの学校で，継続的に長く担当するより，数年間だ

け担当する体制がとられていることが伺える。  

 

２．学級の在籍児童生徒の実態について 

児童生徒の必要な支援の程度については，「日常生

活や学習活動に，必要な時に１対１の支援を必要と

する程度」の児童生徒が過半数を占めていた。一方

で，多くの支援を必要とする「日常生活や学習活動

に，いつも１対１の支援を必要とする程度」とされ

る児童生徒も一定数見受けられた。このことから，

在籍する児童生徒の実態は多様である。さらに，自

閉スペクトラム症など他障害を併せ有する児童生徒

が在籍している状況も少なくないことから，知的障

害特別支援学級担任には，多様な実態の児童生徒に

応じた指導内容や支援内容に対しての専門性が求め

られると考えられる。  

 

３．教育委員会に届けている教育課程 

回答者の知的障害特別支援学級の教育課程は，

小・中学校共に当該学年あるいは下学年の教育課程

が届け出されている事が分かった。在籍する児童生

徒の実態が様々であるため，当該学年や下学年の教

育課程が難しい場合も考えられる。そのため，担任

は授業を行う際には困難さを感じていることが予想

できる。  
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４．知的障害特学支援学級担任に必要なサポートに

ついて 

今回の調査からは，知的障害特別支援学級担任教

師は，特別支援教育経験年数が浅く，多様な児童生

徒を指導している状況が見て取れた。こうした状況

の中では，児童生徒の実態把握や日々の授業づくり

や評価に関して，多くの困難に直面していることが

考えられ，専門性に関する支援の必要性がある。  

 具体的な支援内容としては，これまで行われてき

たような，各教育委員会による担当者に対する研修

の実施や，ハンドブック等，知的障害特別支援学級

で指導ができるようになる支援を継続して行うこと

が求められるだろう。また，特に教員経験年数が少

ない教師や，特別支援教育経験年数が少ない教師に

対して，どのような研修の在り方が望ましいか，ハ

ンドブック等の研修資料はどのような中身が使いや

すいか等を検討し，知的障害特別支援学級における

授業づくりに役立てる支援が必要だと考えられる。  

 

引用文献 

国立特別支援教育総合研究所(2014)知的障害特別支

援学級（小・中）の担任が指導上抱える困難やその

対応策に関する全国調査－研修，支援体制からの考

察－ 

文部科学省(2018) 平成28年度学校教員統計調査（確

定値）の公表について 

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kyouin

/kekka/k_detail/1395309.htm（アクセス日  2019/12/19） 
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重度の学習困難のある子どもに対するイギリスの対応 

全国共通カリキュラム（National Curriculum）との連続性に拠らない実践の模索 

 

若林上総＊・吉川知夫＊＊・坂井直樹＊・清水潤＊＊＊・北川貴章＊＊＊＊・ 

海津亜希子＊＊・神山努＊・宇野宏之祐＊・井上秀和＊＊＊＊＊・横倉久＊＊＊＊ 

（＊研修事業部）（＊＊研究企画部）（＊＊＊秋田県教育委員会） 

（＊＊＊＊教育・支援部）（＊＊＊＊＊発達障害教育情報センター） 

 

 

要旨： 重度の学習困難のある子どもは，その特性との関連から，通常の学級で適用される到達目標に達し

ない場合がある。このような実態にある子どもの学習の進捗状況を評価するために，イギリスでは，Pスケ

ールと呼ばれるパフォーマンスを記述したリストが用いられていた。ところが近年は，Pスケールを用いた

評価の形骸化や，評価指標としてのPスケールの信頼性に対する疑問から，新たに検討された基準の導入が

議論されていた。本稿では，はじめに，この議論の総括として示されたロッシュフォード報告の概要を示す。

そして，ロッシュフォード報告後のイギリスにおいて，重度の学習困難のある子どもの対応の在り方をつか

むことを目的に，イギリス国内で活躍する専門家に対して行ったインタビューの結果を報告する。 

見出し語：全国共通カリキュラム，Pスケール，ロッシュフォード報告，新たに検討された基準（pre-key stage 

standards） 

 

Ⅰ．重度の学習困難のある子どもに対する

イギリス国内の教育動向 

 

１．初等中等教育段階での対応 

 イギリスでは，教科教育の根拠として，全国共通

カリキュラム（the National Curriculum）が用い

られている。全国共通カリキュラムは，小・中学校

の学習内容を生活年齢に応じて 4 つのキーステージ

に分け，扱われる教科ごとに 8 段階の到達目標を規

定するなど，日本の学習指導要領と内容的に共通点

が多い（横尾・渡部, 2015）。全国共通カリキュラム

に沿った教育の実施状況については，キーステージ

の１（５～６歳），２（７～10 歳），３（11～13 歳）

段階の終了時に行われるテストを用いて評価が行わ

れる（佐貫, 2002）。 

 学習に困難さのある子どもの対応は，子どものニ

ーズを各学校で把握し，行われる。困難さの程度と

必要な手だてが明文化（statement）されれば，特

別な教育的ニーズ（special educational needs and 

disabilities; SEND）のある子どもとして，個別の

教育支援計画（individual education plan; IEP）を

作成し，ニーズに応じた指導が行われることとなる

（横尾・渡部, 2015）。 

 

２．P スケール 

 一方，重度の学習困難のある子ども（pupils with 

severe or profound and multiple learning difficulties ; 

SLD or PMLD）は，その特性との関連から，到達目

標に達しない場合がある。そのような実態にある子

どもへの対応として，全国共通カリキュラムに基づ

く学習の評価に代わって，Pスケール（Performance 

scales）が1998年から用いられていた。Pスケールは，

全国共通カリキュラムのテストが求める標準に達し

ない実態にある5歳から16歳までの特別な教育的ニ

ーズのある子どもに対して適用する，パフォーマン

スの記述のリストである（Department for Education, 

2010）。キーステージの１と２の終わりには，全国共

通カリキュラムのテストに替えてPスケールを用い

た評価を報告することになっていた。  

Pスケールは，全国共通カリキュラムが示す教科

との連続性を保てるように検討され，見直しが行わ

れていた。それにもかかわらず，全国共通カリキュ
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ラムに基づく学習が困難な子どもが把握されるとカ

リキュラム内容を書き換えて対応する（modification）

など，子どもの教育的ニーズへの対応が形骸化して

いないか，アカデミックな内容に偏り子どもが身に

付けるべき基礎的スキルや能力の習得を妨げていな

いか，学習到達度の低い子どもの評価では一定の信

頼性が得られないのではないか，という危惧があっ

た（米田・宮内 , 2015）。そのため，Pスケールは，

学校や行政から教育課程やアセスメントに影響を与

えるものとして捉えられなくなり，2015年には，新

たに検討された基準（pre-key stage standards）が導

入されることとなった。この方向付けを明確にした

ものが，2016年10月に公刊されたロッシュフォード

報告（Rochford Review; Standards and Testing Agency, 

2016）だった。  

 

３．ロッシュフォード報告 

 ロッシュフォード報告は，全国共通カリキュラム

に基づくテストの標準に達しない子どもの法定アセ

スメント状況の整理を目的に，教育大臣により創設

されたワーキング・グループによる報告を表し，2015

年７月に公刊されたものである。 

ロッシュフォード報告では，重度の学習困難のあ

る子どもの学習評価において，年齢相応に期待され

る目標がかえって適切なものとはならないことから，

評価には，学級での日々の実践とそれにより得られ

る 進捗 の 把 握 の ため の 形成 的 評 価 （ formative 

assessment），指導と指導計画の見直しに役立つ総括

的評価（summative assessment）の活用が重要である

ことを指摘している。  

その上で，ロッシュフォード報告は，10点の推奨

事項を挙げている。一つ目として，全国共通カリキ

ュラムに基づくテストの標準に達しない子どものア

セスメントにPスケールを用いるよう法律で求めな

いことを指摘している。Pスケール活用の前提には，

あるスキルや概念の習得が，さらなるスキルや概念

の習得へと連なって起こる（ linear fashion）ことが

想定されている。これは，多くの子どもに当てはま

ることではあるが，重度の学習困難のある子どもに

は当てはまらないことから，適切なアセスメントと

して認められないことが考えられた。  

二つ目は，全国共通カリキュラムに基づくテスト

の標準を下回る子どものうち，教科学習に取り組む

子どもを含め，新たに検討された基準を用いるとい

う指摘である。新たに検討された基準は，全国共通

カリキュラムと接続し，補完するよう検討されたも

のとなっている。  

三つ目は，教科学習に取り組まない子どもは，認

知と学習の領域に絞ったアセスメントを法に定めて

行うという指摘である。特に，読み書きや計算のス

キルを伴わず，教科学習に取り組まない子どもに対

し，教科学習へのアクセスが可能かどうかをアセス

メントすることは適切ではない。また，全国共通カ

リキュラムの目標到達との関連で，自立と生活の質

の向上のためにはコミュニケーション，精神的健康，

感覚や身体の能力もかかわる。一方で，重度の学習

困難のある子どもには，実態に応じ，自立と生活の

質の向上に直結する実態をアセスメントする必要が

あるということが考えられた。 

四つ目は，教科学習に取り組まない子どもに対し，

認知と学習の領域のアセスメントに際し，表出

（response），好奇心（curiosity），発見（discovery），

予 測 （ anticipation ）， 持 続 （ persistence ）， 自 発

（initiation），探索（investigation）といった七つの視

点（図１参照）を法に定めて行うという指摘である。

これは，学習への従事を促す領域として，先行研究

が定義したもの（Specialist Schools and Academies 

Trust, 2011）を参考にしている。  

 

 

図１ 七つの視点 

気付き、認知、認
識を示す

探索したい、知りた
い、学びたい、関わ
りたいという要求、
渇望、欲求、必要
性

より多くのものを活
動や経験から発見
しようすること

“ひらめきの瞬間”

新しい知識やスキ
ル、これまでの学
びを生かすことで、
体得、驚き、興奮
などを示す

これまでの知識や
経験、スキルの結
果として予期、予
測を示す

“突き通す”

継続した努力（奮
起）、忍耐、固い決
意、あきらめない

自己決定に基づく
要求、意図、望み、
必要性の表現

自発

持続

予測

好奇心

探索

発見

表出

各視点の定義
関心の高い状況で、子供がそ
れぞれに対しどのような姿を示
すか（言語、非言語、身体の表

現、その他）
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その他，五つ目には，四つ目の推奨事項にかかわ

らず学校ごとにカリキュラムや子どものニーズに応

じてどのようなアセスメントに基づく対応を行うか

を決める，六つ目には，初任者研修やその後の専門

性の向上は各学校の教職員のニーズに基づく，七つ

目には，良い実践は他校と共有する，八つ目には，

子どもの実態把握に基づいてよい実践の理解を広げ

る，九つ目には，新たに検討された基準に達しない

実態の子どもの数を把握し，親，ヘルパー，査察官

（ inspector），行政などとのやりとりを円滑に進める

ための資料の提供を行う，そして最後に英語を母国

語としない子ども（pupils with English as an additional 

language）が在籍する学校の支援ともなるように努

める，という指摘が行われている。 

 イギリス政府は，2017年の4月から6月にかけてロ

ッシュフォード報告に関するパブリックコメントを

募集し，ステークホルダーや各組織から600ものコメ

ントを得た。結果からは，新たに検討された基準は，

結果として重要な情報を得られているとの回答が過

半数を超えていること，全国共通カリキュラムに基

づく学習の進捗評価には意義があることを支持する

回答が多数示された。このことは，教科学習に従事

する子どものアセスメントについては，Pスケール

の適用を廃止する根拠となった。そのため，Pスケ

ールの廃止に伴い，新たに検討された基準が実施さ

れることとなり，2018年9月には，Pre-key stage 1 

standards及びPre-key stage 2 standardsが示された（図

２）。一方，ロッシュフォード報告が，教科学習に従

事しない子どもに対して推奨する七つの視点に対し，

現場では，推奨されたモデルが主観的ではないか，

Pスケールのように学校間で比較できるデータが提

供されないのではないか，という議論を呼んでいる。 

 

図２ Pスケールから新たに検討された基準への移行 

 

Ⅱ．目的 

 

 折しも，わが国では，通常の教育課程に対する困

難のある子どもに対し，知的障害教育課程を設けて

指導を行っている。中央教育審議会（2016）は，知

的障害教育課程の指導の充実を指摘し，2020年度か

ら順次実施される新しい学習指導要領では，内容分

類の見直しも行われた。イギリスにおける重度の学

習困難のある子どもの実態は，わが国で知的障害教

育課程，重複障害教育課程の適用を受ける子どもと

重なる部分があり，現在の動向は，わが国の今後の

教育課程の在り方を検討する上で示唆に富むことが

考えられた。そこで，ロッシュフォード報告後のイ

ギリスにおいて重度の学習困難のある子どもの対応

の在り方をつかむことを目的に，イギリスの専門家

から聞き取り調査を行うこととした。 

 

Ⅲ．方法 

 

１．調査参加者 

 インタビューは，英国内の専門機関EQUALSから，

執行役員であるPeter Imray氏の参加を得て実施した。 

EQUALSは，英国で公益を推進する機関として政

府に認定を受けた組織（registered charity）であり，

重度の学習困難のある子どもの指導に当たる教員等

に対し，研修を提供する英国内でも数少ない専門機

関としての位置付けがある。過去には，代表者がP

スケールの策定に関与するなど，これまでもイギリ

ス国内において専門知見の提供を行ってきた実績が

あった。  

 Peter Imray氏自身も，国内外で重度の学習困難の

ある子どものカリキュラム開発に携わる専門家であ

った。1996年教育法に位置付く学校カリキュラム・

評価機関（The School Curriculum and Assessment 

Authority; SCAA）のワーキング・グループのメンバ

ーとして，重度重複障害と英国全国共通カリキュラ

ムにかかわる知見の整理にもかかわっていた。  

 

２．依頼手続き  

  インタビューの依頼までの手続きとしては，筆

者らが英国内のカリキュラム実施状況に関連する情

年
齢

日本 Curriculum
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報の検索から着手した。EQUALS Autumn Conference 

2018 Alternative Assessment Ideas for Learners of All     

Ages with PMLD and SLD（図３）において，ロッシ

ュフォード報告の座長Diane Rochford氏の講演が行

われること，重度の学習困難のある子どものアセス

メントを扱う教員向けワークショップ開催に関する

情報を入手した。そこで，事務局を通じ，会議への

参加申込と併せて，重度の学習困難な子どものカリ

キュラムの実施状況を把握することを目的としたイ

ンタビューを申し入れ，実現した。  

図３ Conferenceのチラシ 

 

２．インタビュー手続き 

 インタビューは，平成 30 年 11 月 30 日に実施し

た。第１著者と第３著者がインタビュアーとなり，

やりとりには現地通訳者１名が介した。  

 インタビューに先立ち，イギリスの特別支援教育

にかかる知見提供を所内研究者５名から受けた。そ

の内容に基づき，イギリスにおける重度の学習困難

のある子どもに対するカリキュラム編成の状況に関

して，表１の６点の質問項目を設定した。 

 

表１ インタビュー項目 

 

 

インタビューは，IC レコーダーで音声を収録した。

事後には，通訳者の訳出部分は日本語で，Imray 氏

の音声は英語で逐語化した。IC レコーダーでの収録，

音声データの研究への活用，聴取内容に関する公表

については，本人より同意を得ている。  

 

Ⅳ．結果 

 

 Imray 氏から得た回答のうち，P スケールの適

用と課題，必要とされる専門性の担保，教育プロ

グラムの編成について，教育プログラムの評価，

に関し，要約を以下に示す。 

 

１．P スケールの適用と課題 

 Pスケールの作成には，EQUALSの役員が関わって

いた。イギリス教育省は，子どもの実態を比較する

一つの指標として現場での活用を期待して導入した。

アセスメントとして用いるもので，P3が終わったら

P4に移行，といった形で進む。しかし，重度の学習

困難のある子どもは，直線的に進歩を示さない。だ

から，Pスケールが適用されて以来，学校ごと，学

級ごと，子どもごとの評価を比較すると，重度の学

習困難のある子どもには適さない指標となってしま

い，それが問題だった。  

その不満を受けて，2015年，ロッシュフォード報

告のとりまとめがはじまった。どうしたらよいかと

いう議論から，Pスケールを完全になくしてしまお

うという動きに変わった。  

新たに検討された基準は法的な義務があるが，実

項目番号 内容

1 回答者について（氏名、職名、役割、専門性）

2 所属組織について（EQUALSの概要）

3 Pスケールの適用と課題

4 必要とされる専門性の担保

5
教育プログラムの編成について
（Pスケールや新たに検討された基準と教育プログラムの
関連、指導の実際）

6
教育プログラムの評価
（指導の評価、moderationの実際）
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態把握の手続きが法で定められているわけではない。

学習ごとの評価基準という意味では，単に，学校が

把握したレベルで子どもが実際に学んでいることを

確認するために用いられることがある。子どもが全

国共通カリキュラムに基づいて学習が評価されない

場合に用いられるものである。ある種の“テスト”

といえる。その意味では学習の評価基準ともとれる。 

新たに検討された基準に達した子どものデータは，

学校評価のために用いられることはない。評価は，

保護者や外部の専門家とのやりとりで用いることに

なる。これまでは，Pスケールがその役割を担って

きた。教師が新たに検討された基準の内容を理解す

るのはこれからとなる。  

新たに検討された基準は，言語障害や第二外国語

として英語を学ぶ子どもにも対応している。このグ

ループの子どもは読み書きにしろ，算数にしろ，全

国共通カリキュラムを適用することは，実態に沿わ

ない。 

 

２．必要とされる専門性の担保 

重度の学習困難のある子どもにとって，適切な実

態把握に基づく指導が行われることは重要だが，新

たに検討された基準を用いても，学習の進捗状況を

はかることは難しいこともある。そのため，学習上

の課題を設定し，目標を立て，手だてを講じていく

上で，一つはアセスメントが重要となる。もう一つ

はカリキュラムが重要となる。これらの事項は，現

在，イギリス国内では，各校の裁量で扱われている。

全国共通カリキュラムに準拠して教える必要もない

し，特定のアセスメントの枠組を用いなければいけ

ないということでもない。誰もが好きなようにでき

る。学校ごとにどうするかを決めることができる。

この様な状況は新しいもので，ここ数年のことであ

る。 

 一方，この状況に応じて専門的なアセスメントを

扱うことのできる教員の数はとても少ない。なぜな

らば，Pスケールから新たに検討された基準に移行

する節目だからである。Pスケールに基づくアセス

メントによって指導を計画するなど，全国では，今

も，Pスケールやそれに類するものを用いている。

しかし，新たに検討された基準に移行することによ

って，教員は，自由にアセスメントを扱うことにな

る。 

 

３．教育プログラムの編成  

 教育プログラムの編成は，各学校に裁量がある。

かつては内容を規定されていたが，今はそうではな

い。今は，子どもの教育的ニーズに応じて，教員が

教えたいこと，教えたい期間を決めることが自由に

できる。通常の学校でもより自由度が高まるだろう

が，特別学校では特に自由度が高い。  

 EQUALSが重度の学習困難のある子どもに向けて

開発し，現場に提案しているプログラムについても，

新たに検討された基準に関連付いているわけではな

い。学校が編成したカリキュラムの評価が，新たに

検討された基準だけに基づくことはない。学校の意

思決定は，学校がアセスメントした課題や，学校が

用いるアセスメント方法に応じて行われる。査察官

が行う学校評価と新たに検討された基準は関連しな

い。 

 子どもごとの目標設定は，子どもの実態に応じて

行う。教員が子どもを小グループで指導する場合も，

イギリスでは個別化されたカリキュラムモデルに落

とし込んでいる。だから，子どもそれぞれが別個に

観察され，評価される。いくつかのカリキュラムが

どの子にも同じように適用されていても，教員が子

どもたちを見る際には，個々の課題を見ることにな

る。 

 学習のために編成される集団は，能力や年齢，あ

るいはその組み合わせに応じて分けられるだけであ

る。個人的な見解としては，年齢以上に，個々の能

力が大切だと考える。個々の能力とは，知的能力を

意味する。例えば，自閉症を伴っている子どもが騒

いだときに静かにさせることは難しいので，集団の

人数に配慮するなどがある。全ての学校に適応でき

る一つのモデルはない。学校は，それぞれが異なる。

自閉症の子どもを一つに集める場合もあれば，他の

子どもとのかかわりを考えてグループをつくるとい

うことはある。指導にTEACCHを用いることもある。 

 

４．教育プログラムの評価  

 子どもの評価は，子どもの行動観察に基づく。デ
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ータ収集後には調整（moderation）が行われる。自

校の実践の妥当性を確認するために，他の学校から

教員を招き，自分たちの収集した情報を確認する。

校内の調整もあるが，たいていは他の教員が来る。

評価の信頼性を高める手続きとしての意義があり，

評価の際，教員，支援員，言語聴覚士などが来て，

子どもを観察する。ここでの評価も，新たに検討さ

れた基準と関連付けて考えることはない。 

 評価を振り返り，もしも指導の結果進捗がみられ

なかった場合には，第一になぜ進捗がなかったかを

考え，ねらいが悪いということであれば，ねらいと

するところの検討から行う。この見直しの過程を管

理職がどのように扱うかは，学校による。  

 

図４ インタビューの様子 

 

Ⅴ．おわりに 

 

 イギリスでは，重度の学習困難のある子どもが，

Pスケールに示されたパフォーマンスのとおりに学

習が進まないという疑問から，ロッシュフォード報

告を経て，新たな基準の導入へと進んだ。この動き

をとらえて，Imray氏は，「新たに検討された基準を

用いても，学習の進捗状況を図ることは難しい」と

評した。このことは，実施された指導や，指導の枠

組となる教育課程の評価に当たり，学習内容の整理

が詳細に進んだとしても，すべての子どもに当ては

まる内容の整理には限界があることを示唆する。そ

れを踏まえ，特に重度の学習困難のある子どもへの

指導ではアセスメントが重要であり，アセスメント

を扱う教員の専門性が求められることを Imray氏は

指摘していた。特定の内容に依拠した（content-based）

学習指導から離れ，子どもの実態に応じた指導を重

視するという流れにあるイギリスの教育動向は，今

後わが国の教育課程編成，実施の在り方を検討する

上においても，重要な視点といえよう。  
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諸外国におけるインクルーシブ教育システムに関する動向  

インクルーシブ教育システム推進センター（国際担当）・特任研究員 

要旨：当研究所では，インクルーシブ教育システムに関わる施策や教育実践への示唆を得ることを目的とし

て国別調査班を編成している。今年度は，６ヶ国（アメリカ，イギリス，韓国，オーストラリア，スウェー

デン，フィンランド）を対象に，各国の学校教育システムや障害のある子どもに関わる教育施策や取組等に

ついて調査した。当研究所では，国別調査のより一層の深化を図るために，諸外国の教育事情に造詣の深い

大学教員等を特任研究員として委嘱し，当該国に関する詳細な情報収集を進めている。本稿では，令和元年

度国別調査の結果について報告した。 

見出し語：諸外国，インクルーシブ教育システム，障害のある子どもの教育，国別調査  

 

国立特別支援教育総合研究所（以下，当研究所）

では，我が国のインクルーシブ教育システムに関わ

る施策や教育実践への示唆を得ることを目的として，

諸外国の障害のある子どもをめぐる教育実践や教育

施策に関する動向等について調査している。 

本稿では，令和元年度国別調査の結果について報

告する。 

 

Ⅰ．国別調査班の編成 

 

現在，当研究所では，アメリカ班，イギリス班，

韓国班，オーストラリア班，フィンランド班，スウ

ェーデン班の６班を編成している。 

平成28年度から各国の情報を収集するために，諸

外国の教育事情に造詣の深い大学教員等を客員研究

員として委嘱し，今年度からは特任研究員と改め，

本調査の実施に協力いただいている（各国別調査班

の編成と担当者は，巻末に記載している）。 

 

Ⅱ．調査項目 

 

調査項目は，以下の13項目である。  

我が国では，新たな在留資格である「特定技能１

号」及び「特定技能２号」の創設（平成31年４月施

行）を踏まえ，平成30年12月25日に「外国人材の受

入れ・共生のための総合的対応策」（外国人材の受入

れ・共生に関する関係閣僚会議了承）が取りまとめ

られ，外国人の子どもの教育についても一層の充実

を図ることが求められている。これを受けて文部科

学省（2019）は，「外国人の子供の就学の促進及び就

学状況の把握等について」を通知し，その中で障害

のある外国人の子どもの就学先の決定について明記

している。こうした状況を踏まえて，今年度から新

たに「障害のある外国人の子どもの教育的処遇」を

調査項目に追加した。  

①学校教育に関する法令  

②近年の教育施策の動向  

③教育システム  

④通常の学校教育カリキュラムと特別支援教育カ

リキュラム  

⑤特別な教育・支援の対象となる子どもの分類  

⑥障害のある子どもの教育  

⑦障害のある子どもの就学  

⑧教員養成・免許制度  

⑨現職教員研修  

⑩障害や特別な教育的ニーズのある子どもの理解

啓発 

⑪通常の学級における障害や特別な教育的ニーズ

のある子どもへの指導体制  

⑫日本における「発達障害」にあたる子どもの教 

育的処遇  

⑬障害のある外国人の子どもの教育的処遇  
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Ⅲ．各国の動向 

１．学校教育に関する法令（障害のある子どもに関わる主要な法令を抜粋） 

アメリカ すべての生徒が成功するための教育法，障害者教育法（各州が義務教育法を整備）  

イギリス 特別な教育的ニーズ・障害法，子ども法，特別な教育的ニーズ（情報）法，平等法， 

アカデミー法，教育法，子ども・家族法  

韓国 教育基本法，幼児教育法及び幼児教育法施行令，初・中等教育法及び初・中等教育法施

行令，障害者等に関する特殊教育法，障害者等に関する特殊教育法施行令及び障害者等

に関する特殊教育法施行規則，特殊学校施設・設備基準令，障害者福祉法，障害者差別

禁止及び権利救済等に関する法律，障害者・高齢者・妊婦等の便宜増進保障に関する法

律，障害者雇用促進及び職業リハビリテーション法，生涯教育法，生涯教育施行令及び

生涯教育施行令規則  

オーストラリア 障害者差別禁止法，教育における障害基準  

フィンランド 幼児教育法及び幼児教育に関する政令，基礎教育法及び基礎教育法施行規則，ルキオ法

及びルキオ法施行規則，職業教育法及び職業教育に関する政令  

スウェーデン 学校法，学校令，学校庁令  

 

２．近年の教育施策（主にインクルーシブ教育システムや特別支援教育に関する）の動向 

アメリカ 2015年に「すべての生徒が成功するための教育法」（Every Students Succeeds Act：ESSA）

が再認可された。この法律は，①経済的に不利な子ども，②人種・民族グループ，③障

害のある子ども，④英語学習者といった不利な立場に置かれた子ども達の教育格差を是

正し，教育の機会均等をめざしている。また，この法律では，障害のある子どもを初等

中等教育法の説明責任制度に組み込み，教育成果の向上を求めている。  

イギリス 2011年に教育省が発表した緑書を受けて2014年に「子ども・家族法」が制定され，特別

な教育的ニーズや障害のある子どもに関する新たな制度が導入された。具体的には，教

育・保健・福祉を一本化した計画（EHC プラン：Education, Health, Care Plan）が導入さ

れ，関係諸機関との連携が義務付けられた。また，2014年には，実施規則「特別な教育

的ニーズと障害の実施規則－出生から25歳まで－」が改変され，特別な教育的ニーズや

障害のある子どもが成人になるまで継続して支援を受けられることが示された。  

韓国 2018年より「第５次特殊教育発展５カ年計画」に着手した。近年の特殊教育における最

も大きな課題は，障害者の生涯教育（生涯学習）である。大学教育を受ける障害学生に

ついて，障害による差別をなくすために各大学に障害学生支援センターを設置し，障害

学生への支援を義務化した。また，障害のある成人のための生涯教育機関を支援するこ

とを通して，生涯教育に力を入れている。  

オーストラリア 1990年代から障害者差別を禁止する法や施策の整備が進められてきたが，各州でどのよ

うに障害者差別の是正が進められてきたのかについては，全国的な把握ができていない。

この状況を打開するために，オーストラリアでは，2013年から「全国統一情報収集プロ

グラム」を開始した。教育分野では，全国の義務教育段階の公立・私立のすべての学校

が実施している合理的調整や支援と，それらの水準が可視化されている。すべての学校

が，2015年からこの取組に参加している。  
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フィンランド 特別支援教育については，政治の場やメディア等で議論されることが増えてきており，

主に議論されているのは学習環境に関するものである。その背景には，「インクルーシブ

教育（フィンランドのメディアは，すべての子どもに対する支援の在り方を「一般支援

（特別な教育的ニーズが生じる前に，全ての子どもを対象にした予防的な支援）」，「強化

支援（一般支援で十分な習得がなされなかった場合に，ニーズのある子どもに対して行

われる支援）」，「特別支援（強化支援で十分な効果が得られない場合に行われる支援）」

の３段階にモデル化した2011年の改革を「インクルーシブ教育」と称している）の結果，

特別なニーズを必要とする子どもにとっても，彼らと共に学ぶ子どもにとっても，その

子どもを導く教員にとっても学習環境・教育環境が悪化しているとする見方が広がって

いる。このため，2011年の改革の効果検証が求められており，教育大臣も特別支援教育

の改革に着手する意向を示している。  

スウェーデン 増加する知的障害特別学校在籍子ども数への対応として，2009年にアスペルガー障害の

子どもは一般学校で支援する方針が明示された。2011年の基礎学校と知的障害特別学校

それぞれの学習指導要領  においても知的障害のない子どもは，一般学校で支援する方向

性が確認され，知的障害特別学校への就学は「権利」であることが強調された。この結

果として，知的障害特別学校在籍の子ども数は減少に転じたが，一般学校で不適応を示

す子どもへの対応策が必要になった。 

 

３．学校教育システム（学校教育の構造，義務教育期間） 

アメリカ 【学校教育の構造】保育学校，幼稚園，初等・小学校，ミドルスクール，下級ハイスク

ール，上級ハイスクール（下級・上級が併設している場合もある），４年制ハイスクール，

総合大学とそれ以外の４年制大学，２年制大学が設置されている。  

【義務教育期間】各州教育法によって規定されており，開始年齢や年限は州によって異

なる。 

イギリス 【学校教育の構造】イングランド，スコットランド，ウェールズ，北アイルランドで独

自の教育制度をとっている。イングランドでは，早期教育はナーサリー，保育学校ある

いは初等学校に設置されているレセプションと呼ばれる幼児学級で教育が行われる（３

歳から５歳）。初等学校は，一般に Year１（５歳）から Year６（11 歳 )まで，中等学校は

Year７（12 歳）から Year11（16 歳）までとなっている。大学進学を希望する生徒は， 

さらに２年間，Year12 （17 歳）から Year13 （18 歳）まで中等学校のシックスフォーム

またはカレッジで教育を受け，全国試験である A-level 試験に合格することで大学進学資

格を得ることができる。また，職業教育のための 16 歳から 19 歳までの継続教育カレッ

ジも設置されている。  

【義務教育期間】５～16 歳の 11 年間 

韓国 【学校教育の構造】幼稚園，初等学校，中学校，普通・職業高等学校，各大学が設置され

ている。  

【義務教育期間】初等教育から中等教育までの９年間の無償教育。特殊教育は幼稚園から

高等学校の15年間が無償教育期間となっている。  

オーストラリア 【学校教育の構造】幼稚園，保育所，初等教育は１〜６もしくは７年生まで、その後の中

等教育は７もしくは８〜12年生までである。中等教育は日本でいう中学校と高等学校を
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合わせた学校で提供される。  

【義務教育期間】各州で義務教育システムが異なる。  

フィンランド 【学校教育の構造】１年間の就学前教育，基礎学校で提供される９年間の基礎教育（初等・

前期中等教育），普通教育機関であるルキオもしくは職業教育機関である職業学校の基礎

職業資格課程において２～４年間提供される後期中等教育，大学及び専門大学で提供さ

れる高等教育から構成されている。初等教育及び前期中等教育段階の基礎学校，後期中

等教育段階の学校のうち普通教育機関であるルキオ，職業教育機関である職業学校，基

礎教育段階の教育を提供する特別支援学校，後期中等教育段階の教育を提供する特別支

援職業学校がある。  

【義務教育期間】就学前段階から９年生までであるが，任意で在籍可能な 10 年生も義務

教育に含まれる。特別な支援を必要とする児童・生徒については，義務教育期間を 11 年

まで延長することが可能である。  

スウェーデン 【学校教育の構造】就学前学校，就学前学級，基礎学校，高等学校，大学・大学院，サー

メ学校，国立特別学校，知的障害学校，高等知的障害学校  

【義務教育期間】基礎学校における９年間。2018年から就学前学級を義務化した。  

 

４．通常の学校教育カリキュラムと特別支援教育カリキュラム 

アメリカ 障害者教育法（Individuals with Disabilities Education Improvement Act，以下，IDEA）施

行規則は，「各々の公的機関は，特別教育及び関連サービスに対する障害のある子どもた

ちのニーズを満たすために，「代替の教育の場の連続体」が活用できることを保障しなけ

ればならない」と規定している。この「連続体」は，通常学級，特別な学級，特別な学

校における指導，在宅指導及び病院や施設における指導を含み，通常学級との連携によ

って提供される（リソースルームまたは巡回による指導のような）補足的サービスを備

えたものとされている。その上で，IDEA は「通常教育カリキュラムへのアクセス」を規

定し，「通常の学級における通常教育カリキュラムにアクセスすることを保障すること」

を求めている。 

イギリス 義務教育段階において全国的な教育課程の基準としてナショナルカリキュラムが定めら

れている。教育現場はこの基準のもと，自校の特性を考慮して教育課程を編成すること

になっている。ナショナルカリキュラムは，公立・公営の学校にのみ適用され，独立（私

立）学校には適用されず任意である。アカデミーやフリースクールは，ナショナルカリ

キュラムを遵守する義務はなく，ナショナルカリキュラムに定められている必修教科の

履修が義務付けられている。特別学校や特別受入施設では，ナショナルカリキュラムに

準じながら，子どもの病気や障害に応じた学習課題を教科の中で取り扱うといった柔軟

な対応がとられている。  

韓国 2015年に特殊教育の教育課程が改訂された。韓国では，特殊教育の対象者に適用する「特

殊教育課程」がある。この教育課程は，さらに以下の３つに分類される。  

①共通教育課程：初等学校と中学校の障害のある子どもを対象に，初等・中学校の教育

課程に準じて編成された教育課程  

②選択教育課程：高等学校の障害のある生徒を対象に，高等学校の教育課程に準じて編

成された教育課程  
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③基本教育課程：上記の教育課程を適用することが困難な子どもを対象に，障害種や障

害の程度を考慮し，学年の区分は行わず，その子どもの能力に基づいて該当する教科（国

語，算数・数学，社会，科学，実科・技術・家庭，体育，音楽，美術及び教育部長官が

認めた科目，特殊教育対象者の進路及び職業に関する教科）の水準を調整して編成され

た教育課程  

オーストラリア 各州の裁量により教育が行われており，シラバスは各州で策定されているが，2013年か

らナショナルカリキュラム（オーストラリアン・カリキュラム）が導入され，障害のあ

る子どもを含む多様性を包含したカリキュラムを編成することが求められている。教育

現場では，障害者差別禁止法や「教育における障害基準」を遵守し，各州策定のシラバ

スを基に，教育課程の実施において障害のある子どもに対しては，合理的調整がなされ

ている。オーストラリアでは，障害のある子どもが障害のない子どもと「同等であるこ

と」が目指されており，同等に教育の機会にアクセスできることが求められている。  

フィンランド 国レベルのカリキュラムの基準として，「全国教育課程基準」がある。就学前教育，基礎

教育（義務教育），後期中等教育（普通教育），後期中等教育（職業教育）という学校種

別・学校段階別に策定されている。国は，すべての自治体，さらに，私立学校を含むす

べての学校に対し，「全国教育課程基準」に則した教育を提供するよう求めている。各自

治体は，国の教育課程基準を踏まえ，地域の事情やニーズを反映させた地方カリキュラ

ムを編成し，より詳細な授業時数配分等を定める。  

スウェーデン 就学前学級，学童保育，基礎学校，高等学校の学習指導要領と知的障害基礎学校，知的

障害高等学校，聴覚障害・重複障害学校，サーメ学校の学習指導要領がある。特別な支

援が必要とされる子どもに対しては，学校長の判断により教育課程の内容や時間割が変

更され，評価においても特別な対応がなされる。義務教育段階の知的障害基礎学校には，

「知的障害基礎学校カリキュラム」と「訓練学校カリキュラム」がある。相対的に軽度の

知的障害のある子どもが就学する知的障害基礎学校では，基礎学校と同じ教科で個々の

子どもに合わせて柔軟に教育を行う。一方，相対的に重度の知的障害のある子どもが就

学する訓練学校では，教科を統合した５つの領域（芸術活動，コミュニケーション，運

動，日常活動，現実理解）に基づいて，個々のニーズに合わせて学習活動を構成できる。

基礎学校で知的障害基礎学校の教育課程を履修する場合は，基礎学校の教育内容を変更

せずに指導方法で対応する場合と知的障害基礎学校の教育内容を行う場合がある。 

 

５．特別な教育・支援の対象となる子どもの分類 

アメリカ IDEA は，3～21歳に対する特別教育のために①知的障害，②（聾を含む）聴覚障害，③

言語障害，④（盲を含む）視覚障害，⑤重度の情緒障害，⑥運動障害，⑦自閉症，⑧外

傷性脳損傷，⑨その他の健康障害，⑩特異性学習障害及び特別教育及び関連サービスを

要とする者を列挙している。なお，施行規則では上記10種に加え，⑪盲・聾重複と⑫重

複障害を追記するとともに，⑬聾が聴覚障害から独立して規定されている。施行規則で

は，13の障害カテゴリーが運用されている。各カテゴリーの定義は，施行規則に規定さ

れている。さらに，３歳から９歳については，州の適切な診断手続きを通して「発達遅

滞」の認定が適用できる。それは，身体的発達，認知的発達，コミュニケーション能力

の発達，社会・情緒的な発達ないし適応的発達に１つ以上に該当する場合となる。  
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イギリス 実施規則では，特別な教育的ニーズを「同年齢の他の児童生徒とは異なる支援，または，

特別な支援を必要とする学習困難や障害がある場合，特別な教育的ニーズがある」と定

義している。支援の対象とするニーズは４領域に分類されている。①コミュニケーショ

ン，意思疎通に関わるニーズ（アスペルガー症候群や自閉症を含むスピーチ，言語，コ

ミュニケーション上のニーズ），②認知や学習に関わるニーズ（中度及び重度の学習困難，

重度重複の学習困難，特定領域の学習困難(読字，書字，算数の学習障害等)，③社会性，

情緒面，メンタルヘルスに関わるニーズ（引きこもり，問題行動，精神疾患，自傷行為），

④感覚器官や身体に起因するニーズ（視覚障害，聴覚障害，重複障害，肢体不自由） 

韓国 韓国教育部は，「特殊教育対象者」として以下を示している。①視覚障害，②聴覚障害，

③知的障害，④肢体不自由，⑤情緒・行動障害，⑥自閉性障害（及びこれに関係する障

害），⑦コミュニケーション障害，⑧学習障害，⑨健康障害，⑩発達遅滞，⑪その他，大

統領令に定める障害 

オーストラリア 各州で教育制度が異なるために，特別支援教育の対象は統一されていない。ニューサウ

スウェールズ州教育省は，特別支援教育対象を教育省としての障害区分に該当する障害

と，学習上・行動上の困難（ディスレクシア，コミュニケーションの困難や ADHD 等）

のある子どもとしている。障害分類に該当する障害とは，言語障害，知的障害，肢体不

自由，聴覚障害，視覚障害，盲ろう，メンタルヘルス，自閉症である。 

フィンランド 一般支援（特別な教育的ニーズが生じる前に，全ての子どもを対象にした予防的な支援），

強化支援（一般支援で十分な習得がなされなかった場合に，ニーズのある子どもに対し

て行われる支援），特別支援（強化支援で十分な効果が得られない場合に行われる支援）

の３段階モデルに基づいている。特別支援教育に関わる統計では，「強化支援若しくは特

別支援を受けている子ども」が対象とされており，支援の内容（一次的な特別支援教育，

学習支援，介助・通訳支援，その他の支援），学習の場（完全に通常学級で授業を受けて

いる，51～99％通常学級で授業を受けている，21～50%通常学級で授業を受けている，1

～20%通常学級で授業を受けている，完全に特別支援学級で授業を受けている，完全に特

別支援学校で授業を受けている），教育内容（通常の教育課程に基づいて実施，１科目の

み個別シラバスに基づいて実施，２～３科目について個別シラバスに基づいて実施，４

科目以上を個別シラバスで実施，自立訓練）により分類されている。 

スウェーデン 特別な支援を受ける対象となる子どもの分類は，国立特別教育学校当局 SPSM によると，

聾もしくは難聴，盲聾や複合的視覚及び聴覚の機能障害，読字書字困難 /ディスレクシア，

精神神経疾患，算数困難，医学的機能障害，肢体不自由，言語障害，弱視，知的障害で

ある。 

 

６．障害のある子どもの教育 

アメリカ 2016年秋の全米（50州，DC，BIE schools を含む）における IDEA（パート B）の対象（6-21

歳）は5,937,828人であり，これは同年齢に占める割合の9.0%（前年度8.9%）にあたる。

2015年に，IDEA の対象とされた児童生徒の94.8%は通常の学級における教育を受ける機

会を得ていた。特に，同年齢の60%以上（63.1%, 前年度62.7%）が，「授業日の80%以上」

を通常の学級で教育を受けていた。その他，18.3%（前年度18.7%）が「授業日の40～79％

以上」の時間を通常の学級で過ごし，通常の学級で過ごす時間が「授業日の40％以下」

が13.4%（前年度13.5％）みられた。5.1%（前年度5.2%）が「その他の環境」（特別な学

校，寄宿学校，家庭・病院，矯正施設を含む）に措置され，通常の学級以外の場で教育
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を受けていた。 

イギリス 保育学級（学校），初等学校，中等学校等，特別学校がある。イギリスでは，これらの学

校の設置形態として，公立・公営学校，公費の補助を受けない独立（私立）学校，アカ

デミー（地方当局の管轄から独立した公立学校で中央政府から直接，資金を受ける），フ

リースクール等がある。イギリスには，初等学校や中等学校等に特別学級は設置されて

いないが，学校によっては障害特性や特別な教育的ニーズに配慮して，別途，「ユニット」

（SEN ユニット）を設けている場合がある。また，健康上の理由や行動上の問題等により

学校に通学することが困難で，指導において特別な配慮を要する子どもが通うための「特

別受入施設」がある。  

韓国 特殊教育は，幼稚園から高等学校までの15年間が義務教育であり，就学前（満３歳）か

ら特殊学校高等部（専攻科）まで無償教育期間となっている。障害のある子どもの学び

の場としては，「通常の学級」「特殊学級」「特殊学校」「特殊教育支援センター」「巡回教

育」「院内学校」がある。  

オーストラリア 各州の裁量によって教育が行われているため，全国的に統一された障害のある子どもの

教育の仕組みはない。例えば，ニューサウスウェールズ州には，障害のある子どもの学

びの場として「特別学校」「特別学級」がある。特別学校は，障害種に対応して設置され

ている。これらの他に「病院学校」「５年生以上を対象とした行動障害に特化したセンタ

ー」「停学中の子どもの学校復帰を支援するためのセンター」がある。 

フィンランド 障害等の特別な教育的ニーズのある子どもの学びの場は，通常の学級，特別支援学級，

特別支援学校がある。特別な支援を提供している教育機関としては，①一般学校（一般

教育において特別な支援を受けている子ども），②公立の特別支援学校，③全国６カ所に

設置されている国立の特別支援学校であるヴァルテリ学校，④私立の特別支援学校，⑤

社会福祉サービスである特別ケアと連携して運営されている公立・私立（財団）の特別

支援学校（エルメリ学校），⑥国立のスクールホーム（矯正教育施設），⑦私立のスクー

ルホーム，⑧院内学級がある。  

スウェーデン 基礎学校と（高等）知的障害学校等がある。スウェーデンには特別学級が設置されてお

らず，基礎学校内で柔軟な学習集団を編成することが可能となっている。近年，スウェ

ーデンでは，知的障害のある子どもが基礎学校で授業を受け，知的障害基礎学校の教育

課程を履修している。  

 

７．障害のある子どもの就学 

アメリカ 障害のある子どもの就学に関する一連の手続き，保護者の関与については，IEP の策定過

程から理解できる。例えば，①「支援の要請」として，親が学校区との関係を開始し，

子どもが学校で困難を感じている可能性を示す初期的な兆候があれば，親と学校が協調

的に対応する，②「評価の要請」を行う（学校区は，多くの児童に関する評価の経験に

基づき，評価のための準備を進める），③「評価」を実施する（子どもが特別教育サービ

スを要するか否かについて学校区が判定する）。この評価により，必要となる特別教育サ

ービスの種類を特定し，また通常の学級で学習することが可能であるかの確認を行う。

親も評価チームの一員として，評価手続きに参加する。④学習目標の設定等「IEP の作成」

を行う。⑤子どもの IEP が適切であるかを判断・調整する「年次評価」を行う。子ども
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は３年毎に⑥「再評価」を受け，学習能力に重要な変化があるかどうかを確認される。

この「再評価」によって，受けている支援やサービスが適切なものかどうかを保護者と

学校区の双方が共有し，適切に対処できるようにする。なお，⑦「中立的教育評価」が

保障されており，学校区による評価に疑義がある場合，親が学校区の職員以外の有資格

専門家による評価を手配できる。  

イギリス EHC プランがある場合とない場合によって就学の手続きが若干異なる。EHC プランがあ

る場合は，親の意向または他の子どもへの効果的な教育の提供と矛盾しない限りは，初

等学校または中等学校で教育される。その場合には，地方教育当局が保護者の意見聴取

（特定の公立学校か，私立学校か，特段希望がない等）を行い，それを受けて学校の提

案を行い，判定書の学校欄に学校名を記入する。一方，EHC プランがない場合は，初等

学校または中等学校で教育され，入学手続きも同様である。2015 年からは，不服を訴え

る前に，地方行政局との間で合意形成を図るプロセスが明確化され，お互いの代理人を

立てた上で話し合いを進める手続きがとられている。  

韓国 スクリーニング検査結果に基づき，保護者より特殊教育対象者としての認定を求められ

た場合，教育長または教育監は，直ちに特殊教育支援センターに診断と評価の依頼を行

う。教育長または教育監は，特殊教育支援センターの診断・評価結果に基づき，選定を

行う。ただし，高等学校課程は，教育監が市道特殊教育運営委員会の審査を経て選定し，

中学校課程以下の各学校は，教育長が市郡区の特殊教育運営委員会の審査を経て選定す

る。教育長または教育監は，特殊教育支援センターより最終意見を受け取ってから２週

間以内に，特殊教育対象者としての選定結果及び提供する教育支援の内容を決定し，保

護者に書面にて通知する。 

オーストラリア 「教育における障害基準」では，教育機関は障害のある子どもを差別することなく，障

害のない子どもと同等に就学までの合理的なステップを提供せねばならないとしてい

る。教育機関は，障害のある子ども本人や保護者等の関係者と障害が就学・修学に与え

る影響について話し合い，障害のある子どもが就学先を選択・申請する際に必要な調整

内容を決定しなければならない。 

フィンランド 学校の決定については，学校設置者が学校の近接性，子どもの母語等を考慮して行う（基

礎教育法第６条）。特別支援の開始・継続・終了の決定は，学校設置者が行い，行政法に

基づき書面で通知する。ただし，「特別支援」に関する意思決定を行う場合は，いかなる

場合においても本人と保護者に相談しなくてはならないことが基礎教育法第 17 条に定め

られている。特別支援に関する意思決定では，本人と保護者に相談しなくてはならない

と定められているが，彼らは基礎教育法に基づく支援を受けることを拒否することはで

きない。 

スウェーデン 就学に関しては指導ではなく「検討会」として，事前の情報提供のもと就学先の提案を

行うために専門家が関わる。就修学の際の検討会によって意見が一致しない場合は，選

択肢が示され，保護者が就学先を選択することとなる。合意形成の仕組みづくりとして

は，選択肢の提示や提案に対する保護者の見解表明，修学状況のテストや専門家評価に

よる客観的把握を基本として，随時協議が行われる。協議が難航した場合は本人・保護

者は，学校制度不服申し立て当局やオンブズマンに訴えることもできる。  
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８．教員養成・免許制度 

アメリカ 各州によって教員養成・免許制度が異なる。通常教育教員の免許要件に障害のある子ど

もの指導内容を含む州の増加がみられる。  

イギリス 教員養成課程は，主に大学主導型と学校主導型がある。教員養成課程の中に，障害や特

別な教育的ニーズのある子どもについて学ぶ機会が含まれているが，時間数や単位数な

どの詳細は不明である。１年間のコースの大部分は，実習と教科指導の実践的な課題研

究などに重点が置かれている。特別学校で教えるための特別な教員免許状はないが，大

学等が現職教員を対象として特定の障害（例えば聴覚障害）に関する専門分野の資格や

修士の学位を取得できるコースを開講している。 

韓国 特殊教育教師免許は，特殊教育教員養成大学を卒業する場合または，通常教育教師免許

を有し，教育大学院又は教育部長官が指定する大学院において特殊教育を専攻した場合

に付与される。 

オーストラリア 教員養成は各州が管轄しているが，専門性を確保するための全国的な基準が設けられて

いる。特別支援教育の場に特化した教員養成は求められていない。しかし，アボリジニ・

トレース海峡諸島民の教育，リテラシーとニューメラシー，学級運営，ICT，英語を第１

言語としない子どもへの指導に加えて，特別支援教育について学ぶことは義務とされて

いる。また，実習では特別支援教育のニーズを含め，あらゆるニーズに対応できるよう

な学びが求められている。  

フィンランド 特別支援教育教員になるためには，①特別支援教員養成課程において修士号を取得する，

もしくは，②修士号若しくは学級担当教員の資格を取得し，特別支援教員養成コース（60

単位相当）を履修する２つの方法がある。  

スウェーデン 特別ニーズ教育にかかわる専門教員は「特別教員」と「特別教育家」の２種類がある。

特別教員教育は 90 単位である。特別教員教育プログラムは，教員養成課程修了後，少な

くとも３年の実務経験のある教員のための養成課程である。特別教育家教育は，教員養

成課程修了後，少なくとも３年の実務経験のある教員／教育家のための養成課程である。 

 

９．現職教員研修 

アメリカ アメリカでは，子どもの学力向上に良い影響を与える効果的な教員（effective teachers）

の育成がめざされている。例えば、ミネソタ州では，2018年７月から専門性に基づく４

段階の免許制度に移行し，それぞれの段階に応じた研修が求められている。また，ミネ

ソタ州には，学習・行動ストラテジスト（Academic and Behavioral Strategist）という障害

横断型の「クロスカテゴリカル」免許がある。この免許を取得している現職教員は，大

学院レベルのカリキュラムの中で再教育を受け，必要単位数を習得し，免許を上進・更

新している。パラプロフェッショナルも含め，免許要件を満たすことで免許を維持する

ための研修が主である。  

イギリス 新任教員への一年間の研修期間中のトレーニングに加えて，現職教員のための校内研修

や校外研修が行われている。特別学校が，地域の初等・中等学校や保護者の相談窓口と

なり，研修を行う場合がある。 

韓国 資質と専門性向上のための研修が，国立特殊教育院，市道教育庁（傘下機関である市道

の教育研修院を含む）及び大学附設教育研修院で実施される。また，国立特殊教育院が，
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出席研修及び遠隔研修により特殊教師資格研修（幼・初等・副専攻科目），職務研修，海

外研修，その他の研修を実施している。さらに，市道教育庁及び大学附設教育研修院が，

特殊教師資格研修（初・中等）と職務研修を実施している。 

オーストラリア 特別支援教育に関わる研修は，同国全土で「教育における障害基準」に関する研修が実

施されている。ニューサウスウェールズ州では，これ加えて同州教育基準局が認定した

オンラインによる講座（「自閉症スペクトラムの理解」「行動支援の理解」「運動協調性の

困難）」「言語コミュニケーションにニーズのある学習者のインクルージョン」「ディスレ

クシアと読み困難の理解」「難聴の理解」「個別の学習支援の理解」）が開講されている。 

フィンランド 教員研修制度は極めて緩やかなものである。研修自体は制度化されているものの，必ず

しも体系的なものとして整備されているわけではない。現状において教員に求められて

いるのは，基礎学校及びルキオの教員（初等・中等教育の普通教育教員）の場合は年３

日（基礎学校段階の特別支援教員もこれに準じる），職業学校の教員の場合は年５日の研

修の受講である。ただし，受講しなかった場合の罰則規定等はない。 

スウェーデン 特別支援教育に関しては，必要に応じて提供される研修コースや活動に参加する方法，

研修に参加できない場合は遠隔研修がある。また，学校庁や大学の研修を受ける方法が

ある。 

 

10．障害や特別な教育的ニーズのある子どもの理解啓発 

アメリカ 例えば，小学生に肢体不自由や聴覚障害，視覚障害，学習障害についての理解を促すプ

ログラム（「障害シミュレーションプログラム」）が開発されている。このプログラムは，

子ども達が障害のある人が経験する困難さについて話し合い，考えることを通じて，障

害に対する理解を促す。教育現場では，例えば，１つの教室の中で特定の学習活動が，

個々の子どもの学び方に合った内容で複数展開されている。こうした日常の学習環境は，

障害のない子どもが障害や特別な教育的ニーズのある子どものこと，個々に応じた学び

方について自然に理解する機会になっている。  

イギリス 毎年11月に BBC（イギリス放送協会）が「Children in Need（ニーズの中の子ども達）」と

いうチャリティ番組を企画・運営している。このイベントは，障害や病気，貧困層等を

含む「すべての子ども達」が，「安全に，楽しく，健康的に過ごし，保護される」ことを

支援するために行われている。イベント期間中は，学校（特別学校を含む）や地域で募

金活動や様々なイベントが開催される。イギリスでは，初等段階では「人格形成・社会

性，健康及び経済教育（PSHE）」，また，中等段階で必修となっている「市民教育」とい

った教科横断的な教育活動の時間に多様性についての理解や人権，他者理解等について

学んでいる。  

韓国 国民に対して障害や障害者に対する認識を改善することを目的に，障害共感文化を拡散

し，多様性を尊重する文化を作ることを目指している。教育現場では，幼稚園，初等学

校，中学校，高等学校の子ども達に対して年２回以上，障害理解教育を行うことが義務

付けられている。障害のある子どもの人権保護の強化を目的として，人権侵害を予防す

るための研修や広報を行ったり，障害のない子どもや教員を対象に障害のある子どもの

人権教育を年２回実施したりしています。こうした人権教育は，特殊学校や特殊学級の

子どもにも年２回以上実施されている。  
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オーストラリア 多様性を包含した社会を目指す人権教育の一環として理解啓発が位置付けられている。

連邦議会によって設置されたオーストラリア人権委員会は，人権教育の推進に取り組ん

でいる。オーストラリアン・カリキュラムで人権の理解に関しては，「人文科学と社会科

学（社会科に該当する学習領域）」で，障害に関しては「保健・体育」で扱われている。

人権委員会が作成に携わった障害に関する教材としては，「保健・体育」については「ス

ポーツにおける障害者差別」と「障害者の権利：インクルージョンとスポーツ」がある。

また，「人文科学と社会科学（中等教育段階からの歴史や地理等を含む）」の教材では，「障

害者の権利，アクセス，住みやすさ」がある。  

フィンランド 「人権」は，フィンランドの教育において予てより重視されてきたトピックであるが，

それは，新しい「全国教育課程基準」においても変わりはない。人権センターが，2012

年に実施した調査をもとに，フィンランドにおける人権教育の現状についてまとめた報

告書の中で，理念は法令や教育課程基準に示されているが，実施を保障する内容となっ

ていないことを，インクルージョンの実施が十分でないことやいじめや差別等子どもを

めぐる人権の現状と併せて指摘している。  

スウェーデン 障害理解教育のための特別な時間はないが，必要に応じて障害について学ぶ週間を設け

ている。スウェーデンでは，障害者の権利に関する条約に批准する前から，性別や民族，

宗教等とともに障害による差別の禁止を人権の観点から議論している。学校現場では，

こうした議論を踏まえて，「平等」を実現・保障するための具体的な計画を作成すること

が求められている。  

 

11．通常の学級における障害や特別な教育的ニーズのある子どもへの指導体制 

アメリカ IDEA に基づき，障害のある子どもに対して高い専門性を有する多様な特別教育に関連す

るサービス職員（カウンセラー，ソーシャルワーカー，言語聴覚士，言語病理士，作業

療法士，理学療法士，歩行訓練専門職，体育教師及びレクレーション専門職，医療的看

護サービス職員，通訳者等）と連携し，障害のある子どもへの支援を行っている。アメ

リカでは，IDEA に規定する障害と認定されなくても教育的な困難に直面している子ども

には，より広範に「リハビリテーション法504条項」が適用される。504条項の下で支援

資格が認定されると，組織的な支援が行われる。 

イギリス 特別な教育的ニーズや障害のある子どもの教科指導を補完するために，ティーチング・

アシスタントが配置されている。ティーチング・アシスタントと教師の役割を明確にす

るために，ティーチング・アシスタントの「行動規範」が作成されている。この規範に

は，ティーチング・アシスタントは，「学習進度が遅い子どもを指導するための教師の代

行ではないこと」，「教師と連携して，自身が十分な役割を果たしているかを確認するこ

と」，「ティーチング・アシスタントが支援を行う場合には，計画的かつ根拠に基づくこ

と」，「子どもがティーチング・アシスタントから学ぶことは，教師から学んだことを補

完するものであること」等が示されている。  

韓国 特殊学級担任が通常の学級（統合学級）の授業に①通常の学級担任と対等な役割で参加

したり，②通常の学級担任が主に授業を担当して，特殊学級担任が補助的な役割を担っ

たり，③特殊学級担任が主に授業を担当し，通常の学級担任が補助的な役割を担うとい

った形で協力体制を組んで指導にあたっている。また，支援員が担当教員の指示を受け

34 



 

 

 

諸外国の動向調査 
国立特別支援教育総合研究所ジャーナル 第９号 2020年３月 

て，特殊教育の対象である子どもの教育活動の補助，身辺処理，給食や校外学習等の活

動、登下校活動等の補助を行っている。  

オーストラリア ニューサウスウェールズ州では、通常の学級内での支援の対象は必ずしも診断を必要と

はしないが、「学習困難、軽度の知的障害、言語障害、行動障害、自閉スペクトラム症、

精神疾患」が主な対象である。自閉スペクトラム症と精神疾患は、支援の程度が軽度の

者とされている。一方、障害の程度が重くニーズが複雑な場合、診断があれば教員補助

の雇用等の助成制度の対象となる。彼らを対象に、学習支援チームの検討をもって特別

な支援を専門とする学習支援教員と教員補助員の配置を行う。学習支援教員や教員補助

といったリソースの配分は，近隣の学校で共有する形でニーズを要する子どもの数等を

踏まえて割り当てが検討される。  

フィンランド 以下の４つが伝統的に行われており，現在の支援の基盤になっている。①子どもの学習

に責任をもつ「教員（例えば，担任や各教科担当等）による支援」，②「学習支援員によ

る支援」，③「特別支援教員による支援」，④「学内外の関係者から構成される支援グル

ープによる支援」  

スウェーデン チーム・ティーチングに関しては，基礎学校の低学年においては通常の学級の教員とと

もに余暇教員との連携がある。また，基礎学校においてインクルーシブ教育システムを

推進するために，特別教員や特別教育家が雇用されている場合がある。不適応を示して

いる子どもを支援するために「フレックスグループ」を設置している基礎学校がある。

フレックスグループとは，障害の有無に関わらず学校に適応できない子どもに対して支

援を行う指導の場の１つである。ここでは，原則，通常の学級と同様の指導内容を学習

するとしながら，子どもに合わせた学習活動を保障している。フレックスグループは，

通常教員と特別教員の２名が運営に携わることを基本としているが，学校によっては例

えば，算数教育の専門教員や自閉症教育の専門教員等が複数配置されている場合がある。 

 

12．日本における「発達障害」にあたる子どもの教育的処遇 

アメリカ 障害が疑われないものの学校で学習面や行動・社会性面において何らかの問題を抱えて

いる子ども（例えば，英語を母語としない子ども等）に対しては，504条項プランではな

く「通常の教育介入（regular education intervention）」が採用される。具体的には，「ビル

ディング・チーム（building team）」と呼ばれるチームを構成して，通常の学級担任に対

して指導に関する助言を行ったり，通常の学級で学習面等に問題を抱える子どもに対す

る手立てを検討したりする。  

イギリス 一般学級（mainstream class）で学ぶ特別な教育的ニーズのある子どもは，地方当局から

付加的な予算援助を受けることができる。初等学校や中等学校では，特定の SEN のタイ

プの子どもが安心して過ごせる場所を保障するために，また，落ち着いて学習に臨める

ようにするために「SEN unit」が提供される。いずれも，原則，EHC プランを有する子

どもが対象となる。一般学級で学ぶ特別な教育的ニーズのある子どもや障害のある子ど

もに対しては，「SEN サポート」が提供される。SEN サポートでは，担任が SEN コーデ

ィネーターや外部専門家の助言を受けて保護者とともに個別教育計画を作成し，それに

基づいて個々に必要な教材や教具（例えば，パソコンやタブレット等）が準備される。 

韓国 2019年６月に，「基礎学力保障法」が議決された。この法律では，初等学校１年生から高
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等学校１年生の全ての子どもを対象に，国語，算数・数学，英語，社会，理科の基礎学

力診断テストを実施し，段階的に学習支援を行うことをめざしている。本議決に関わっ

て，韓国教育部は「幸せな出発のための基礎学力の支援の充実のための方策案」におい

て，学習支援の程度による補充指導の例を示した。この方策案には，円滑な学級運営の

ために教員免許状を有する者，退職教員等を支援員として積極的に配置していくことが

示されている。特に，小学校低学年の子ども，ADHD や自閉スペクトラム症等の情緒面

や行動面に関わるニーズのある子ども等に優先的に配置することが示されている。  

オーストラリア リテラシー，ニューメラシー，言語，行動において軽度の付加的な支援を要する子ども

には，学習支援教員が支援にあたる。ニューサウスウェールズ州教育省は，子どものプ

ロフィールから個別の学習支援計画を立てるためのツール（Personalized Learning and 

Signposting Tool：PLASST）を開発した。これは，教員がウェブサイト上で質問に答えな

がら子どものプロフィールを作成し，彼らのニーズや必要と思われる調整や支援を検討

できるツールである。PLASST は特別支援学校や特別支援学級の子どもが対象だが，幅広

いニーズに対応すべく開発されたツールであり，通常の学級に在籍する発達障害のある

子どもへの教育にも貢献している。 

フィンランド 通常の学級での学習を基盤としつつも，学習において少人数の環境の方が望ましいと判

断された子どもに対しては，少人数グループを編成して指導を行っている。これは，と

りわけ言語系の科目や算数・数学等，基礎的なスキルに関連する科目で多く見られる。  

スウェーデン 基礎学校に在籍する ADHD や知的障害を伴わない自閉症のある子どもに対しては，「対

応プログラム」が作成され，個別指導の保障，特別な教育集団の編成，補償教育等が行

われている。「対応プログラム」が作成されている子どもには，特別な時間割が編成され

たり，特別な学習の場が補償されたりする。また，カスタムソフトウェアを搭載したデ

ジタル機器や追加教材が提供されている。  

 

13．障害のある外国人の子どもの教育的処遇 

アメリカ 多民族国家であるため，英語を母国語としない障害のある子どもに対する適切な対応が

求められている。IDEA 施行規則は，英語の使用に制限のある保護者への通知を母国語で

行うことが認められている。保護者は，理解可能な言語で情報を受け取る権利を有して

いる。また，個別教育計画（IEP）の策定・改定にあたっても，英語を母国語としない子

供に対し適切な評価が求められている。 

イギリス 実施規則には，英語を第一言語としない子供の特別な教育的ニーズを同定して，彼らに

対して地域資源について助言を行ったり関係機関と連携したりすることの必要性が示さ

れている。英語を母語としない子どもに SEN の可能性があるがどうかのアセスメントを

経て，SEN の可能性のある英語以外を母語とする子どもに対しては，IEP を作成して必

要な対応がなされる。 

韓国 在留資格が確認され，住民登録された場合，韓国の障害教育支援を差別なく同様に受け

ることができる。障害者の診断・配置の手続きの際，韓国語が不自由で困難がある場合，

通訳者の支援を申請することができる。 

オーストラリア ニューサウスウェールズ州では，以前から英語を第１言語としないことに加え，学習困

難や障害がある場合についても認識されてきた。その場合，言語使用に関わる実態を広
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く把握することや，子どもの第１言語の獲得状況を丁寧に把握すること等が求められて

いる。英語を第１言語としない児童生徒へのプログラムの一般として，言語療法の専門

家を雇用する，バイリンガルの教員補助を雇用する等といったことも行われている。  

フィンランド 国際的背景のある子ども全般に対して，基礎教育（初等・前期中等教育）段階では，通

常の学校で学習することが難しい移民子弟すべてに，１年間の準備教育を提供している。

その間，子どもは，フィンランド語若しくはスウェーデン語といくつかの教科を学ぶ。

母語がフィンランド語・スウェーデン語ではない場合，自治体は第二言語としてのフィ

ンランド語・スウェーデン語を学ぶ機会を提供する。また，母語を学習する機会も保証

している。  

スウェーデン 障害の判定は，スウェーデンの学校開始時の子どもの能力が明確ではない場合，就学２

ヶ月以内に校長の責任で子どもの能力評価を実施するため，その際に能力が十分でない

とみなされた場合は，困難性や障害への対応が行われる。教育環境の整備等として，ス

ウェーデン語や通常教育の就学準備が十分ではないと判断された場合は，校長の責任で

準備学級が設置される。学習時間の分割は個に適応した時間割として本人・保護者の同

意のもとで実施される。個に適応した時間割の内容としてはスウェーデン語の強化のみ

ならず，母語教育も保障される。  
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 今年度の国別調査の内容については，小冊子「諸

外国におけるインクルーシブ教育システムに関する

動向－令和元年度国別調査から－」にまとめ，刊行
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学会等参加報告 

日本LD学会第28回大会参加報告 

 

ＬＤの「定義」を再考する 

～教育定義の誕生から〈20年〉の今こそ～ 
 

井上秀和 

（発達障害教育推進センター） 

 

 

要旨：本稿では，日本LD学会第28回大会の参加報告を行う。本大会は，2019年11月9日（土）から10日（日）

にかけて横浜市にあるパシフィコ横浜で開催された。本大会は『LDの「定義」を再考する～教育定義の誕生

から〈20年〉の今こそ～』をテーマとし，特別講演，教育講演，大会企画シンポジウム，学会企画シンポジ

ウム，研究委員会シンポジウム，国際委員会企画公演、LD-SKAIP委員会企画シンポジウム，全国LD親の会

シンポジウム，自主シンポジウム，ポスター発表，演劇等の多彩なプログラムが企画・実施された。本稿で

は，まず，大会の概要及び大会期間中の主なプログラムを紹介する。次に，当研究所の研究員による研究活

動，著者が参加した自主シンポジウム等に関する概要を紹介する。 

見出し語：日本LD学会，大会報告，発達障害，LDの定義  

 

Ⅰ．はじめに 

 

１．日本 LD 学会について 

日本 LD 学会は，学習障害（以下、LD）とその近

隣の概念をきちんと理解し，そうした状態にある

人々への科学的で，適切な発達支援を考えるために，

教育，心理，医療等に携わる専門家や教師，そして

保護者によって，1992 年に設立された学術研究団体

である。本学会は，2009 年４月１日に法人化され，

「一般社団法人日本 LD 学会」となった。本学会の

目的として，LD・ADHD 等の発達障害に関する研

究・臨床・教育の進歩向上を図ると共に，LD 等を

有する児（者）に対する教育の質的向上と福祉の増

進を図ることが挙げられている。2019 年４月１日現

在の会員数は，正会員 10,208 名，名誉会員 21 名，

機関会員 47 機関，賛助会員２機関である（日本 LD

学会，2019a）。 

 

Ⅱ．大会概要 

 

１．会の名称 

一般社団法人日本 LD 学会第 28 回大会（東京） 

 

２．テーマ 

LD の「定義」を再考する～教育定義の誕生か

ら〈20 年〉の今こそ～ 

 

３．会長 

小貫 悟（明星大学） 

 

４．会期 

2019 年 11 月９日（土）～10 日（日） 

 

５．会場 

パシフィコ横浜会議センター 

 

６．後援 

文部科学省，厚生労働省，神奈川県教育委員会， 

埼玉県教育委員会，横浜市教育委員会， 

一般財団法人特別支援教育士資格認定協会， 

S.E.N.S の会（東京，神奈川，埼玉支部会） 
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本大会における大会運営上の工夫や，応募状況を

以下，紹介する。 

・大会企画シンポジウムリレー形式６本 

・大会企画シンポジウムの連動書籍が当日先行販売 

・海外招聘講演が３本（過去最高数） 

・学会の各委員会企画（過去最高数） 

・自主シンポジウム（過去最高の発表数） 

・ポスター発表は常時展示・閲覧可能 

・障害のある方が運営する劇団（ライフステーショ

ンワンステップかたつむり）による演劇上演 

このほか，環境への配慮から，本大会よりプログ

ラム冊子の印刷をなくし，大会ホームページでの

閲覧のみとなった。また，大会公式アプリが提供

され，タイムテーブルや講演・発表内容，大会期

間中に配信される情報，空席状況などの情報がリ

アルタイムで確認できるようになった。 

 

Ⅲ．大会期間中の主なプログラムと概要 

 大会期間中の講演及びシンポジウムの主な題目と

講師（敬称略）は以下のとおりである。  

 

１．特別講演 

１）CHC 理論に基づく LD の評価と介入 

講師：Dawn P. Flanagan（St. John's University） 

 

２）実行機能から見た LD への介入 

講師：George McCloskey（Philadelphia College of 

Osteopathic Medicine） 

 

２．教育講演 

１）「〈知っ得〉時代を変えるキーワード」 

（１）米国での UDL 

講師：川俣 智路（北海道教育大学院） 

（２）法律家が語る合理的配慮 

講師：坂生 雄一（AK 法律事務所） 

（３）発達障害と性 

講師：吉野 智子（早稲田大学） 

（４）発達障害者へのコーチング 

講師：秋元 孝城（明星大学） 

 

２）「〈いまさら聞けない〉技法論キホンのキ」 

（５）ビジョン・トレーニング 

講師：奥村 智人（大阪医科大） 

（６）就労支援 

講師：相澤 欽一（宮城障害者職業センター） 

（７）感覚統合法 

講師：三和 彩（美幌療育病院） 

（８）薬物療法 

講師：原田 剛志（医療法人悠志会パークサイド 

こころの発達クリニック） 

 

（９）ペアレント・トレーニング 

講師：本田 恵子（早稲田大学） 

 

３．大会企画シンポジウム 

 

１）LD の〈定義〉はどう作られていったのか 

司会者：大塚 玲（静岡大学教育学研究科） 

指定討論者：砥柄 敬三 

話題提供者：上野 一彦，柘植 雅義，原 仁 

 

２）LD の定義からいかに〈診断・判断〉を行うのか 

司会者：梅田 真理（学校法人 宮城学院女子大学） 

指定討論者：上野 一彦 

話題提供者：竹田 契一，宮本 信也，山中 ともえ 

 

３）LD をどう正確に診断・判断し〈対応〉に結び 

つけるのか 

司会者：小野 次朗 

指定討論者：原 仁 

話題提供者：海津 亜希子，近藤 武夫，西岡 有香 

 

４）LD 定義を前提にした合理的配慮とは 

司会者：佐藤 克敏 

指定討論者：田中 裕一 

話題提供者：宮崎 芳子，菊田 史子，高橋 知音 

 

５）LD の診断・判断の〈未来〉を探る 

司会者：小野 次朗 

指定討論者：柘植 雅義 

話題提供者：牧 敦，Dawn P. Flanagan， 

小笠原 哲史 
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６）大会企画シンポジウムを振り返って 

司会者：田中 容子 

指定討論者：田中 裕一 

話題提供者：柘植 雅義，上野 一彦，原 仁 

 

本大会は同じテーマを連続で取り上げ，LD の過

去・現在・未来が俯瞰できる機会として提供された。 

 

４．学会企画シンポジウム 

発達障害を中心とする教員免許状の創設に向けて 

～通級指導教室・特別支援学級における指導の専門

性を確保するための施策～ 

司会者：小野 次朗 

指定討論者：上野 一彦 

話題提供者：緒方 明子，吉利 宗久，熊谷 恵子 

片岡 美華，柘植 雅義 

 

５．研究委員会企画シンポジウム 

発達障害のある児童生徒を対象とした通級による

指導における現状と課題 

司会者：岡崎 慎治 

指定討論者：野口 和人，伊藤 由美， 

話題提供者：川上 賢祐，笹森 洋樹，堀川 淳子 

 

６．国際委員会企画講演 

発達障害者へのコーチングの方法 

司会者：川合 紀宗 

講師：David R. Parker 

 

７．LD-SKAIP 委員会企画シンポジウム 

LD-SKAIP の概要とその可能性 

司会者：奥村 智人 

指定討論者：梅田 真理 

話題提供者：増本 利信，井阪 幸恵，竹下 盛 

（参考） 

LD-SKAIP 

発行者：一般社団法人日本 LD 学会 

発行日：2018 年９月 27 日 

適用範囲：小学１年生～６年生 

 

８．全国 LD 親の会企画シンポジウム 

発達障害者の顕在化されにくい読み書き困難につ

いての実態調査 

指定討論者：奥村 智人 

話題提供者：東條 裕志，品川 裕香，井上 育世 

 

９．演劇「はるながまちにやってきた」 

公演：ライフステーションワンステップかたつむり 

障害のある方々による公演であった。主人公の人

生を笑いあり涙ありの体験劇として公演された。 

 

８.その他 

上記のほか，約 80 テーマの自主シンポジウム及び

約 160 のポスター発表等が行われた。 

 

Ⅳ．国立特別支援教育総合研究所の研究員 

による活動状況 

 

本大会では，当研究所の研究員による研究発表も

行われた。大会企画シンポジウム 1 件，研究委員会

企画シンポジウム１件，自主シンポジウム７件，ポ

スター発表１件の計 10 件であった。各発表では，参

加者との協議や情報収集が積極的に行われた。 

また，当研究所の研究協力機関や研究協力者の

方々が独自に自主シンポジウムやポスター発表を企

画し，発表していた。 

 

Ⅴ．自主シンポジウムの概要 

 

以下，著者が参加した自主シンポジウムの概要を

紹介する。著者は高等学校における特別支援教育に

関する研究をしており，本大会で青年期の発達障害

者に関する内容を取り扱う自主シンポジウムに参加

した。 

 

１．発達特性のある児童生徒の才能を活かす２Ｅ教

育 

２E（twice-exceptional）教育とは，ギフテッド（異

才）かつ，発達障害をあわせ有する児童生徒への教

育といわれている。 

発達特性や偏りのある児童生徒の中には，特定分
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野における高い専門的知識や優れた才能をもつもの

も多いが，「学びの場や学び方が適さない」場合や，

「自信や意欲をなくす」ことにより，能力が発揮で

きないことがある。また，読み書きの困難，感覚過

敏，コミュニケーションの苦手さ，睡眠障害や易疲

労性などの発達特性は，状態像はあるもののその背

景は顕在化しにくく，本人の自覚や周囲の理解が得

られないことがある。 

このシンポジウムでは，興味のあることを仲間と

楽しく体験するという観点から４つの話題提供及び

指定討論が行われた。 

はじめに，東京学芸大学の加藤浩平氏から「テー

ブルトーク・ロールプレイング・ゲーム（TRPG）

を活用した小グループ支援～余暇活動の場における

実践～」の話題提供があった。 

TRPG とは，複数名でテーブルを囲み，鉛筆やサ

イコロ等を用いて，架空の物語を進めていく会話型

ゲームの総称で，参加者は物語の主役であるキャラ

クターを作成し，キャラクターを介したコミュニケ

ーションを通じて物語に参加するというものである。 

次に，渋谷区教育委員会の齋藤仁美氏から渋谷区

の「通級による指導」を受ける児童・生徒の状況に

ついて報告があった。 

次に，東京都自閉症協会・みつけばルームの尾崎

ミオ氏から「みつけばルームの実践～ゆるサバイバ

ル＝とことん遊ぶ＝正しい支援より楽しい支援～」

の取組紹介があった。みつけばルームは，利用する

若者が，次のステップに進むヒントをみつける場と

して運営されており，SST や職業訓練などのプログ

ラムではなく，ピアサポーターによる楽しいワーク

ショップを通して，楽しく一緒に活動されている。 

最後に，星槎大学の三森睦子氏から，商店街や企

業と連携した商品づくり，マルチメディア番組制作

など，選択ゼミ学習の実践紹介があった。 

以上の話題提供及び鳴門教育大学大学院の小倉 

正義氏の指定討論により，苦手をがんばらせるトレ

ーニングから得意な力を伸ばすことの重要性や，興

味のあることを仲間と楽しく体験する中から，自ら

の特性・才能・多様性を理解し，力を伸ばすことの

重要性について協議が行われた。 

 

２．インクルーシブ教育に必要な連携 - 学校と他

領域専門家の連携 - 

このシンポジウムでは，保育，福祉，学校，医療

関連職の現場からの話題提供があり，機能的・合理

的な連携のあり方についての問題提起があった。ま

た，保育所，幼稚園，小学校，中学校，高等学校，

大学，就労といった縦軸のイメージによる議論が行

われた。 

はじめに，星槎大学の米田順子氏から「保育に役

立てる連携機関とのネットワーク」として，保育現

場で行われている子供のニーズに応じた支援や，園

と児童支援事業や，療育センター，児童相談所など

の他機関との連携に関する取組の紹介があった。 

次に，相談支援事業所あ・ぷれぜんすの浅羽岳生

氏から「福祉における“連携”の視点 －実情と課題

－」として，福祉機関と他領域との良い連携のため

の福祉専門職が持つ連携の意識について報告があっ

た。 

次に，小田原市立足柄小学校の上條大志氏から「連

携の“ズレ”をコーディネートする―強みを活かし

た専門家との連携―」として，「集団の中の個」とし

て見る『教師』と「個としての個」と見る『専門家』

との，児童のとらえ方の“ズレ”に注目し，適切か

つ各専門家の強みを活かした連携の在り方について

発表があった。 

最後に，岡山医療技術専門学校の野口泰子氏から

「作業療法士の巡回相談におけるコンサルテーショ

ンの実際」について，作業療法士の巡回相談におけ

る実際と，コンサルテーションにおいて各々の職種

が専門性を発揮する協業について報告があった。 

以上の話題提供及び星槎大学大学院の伊藤一美氏

による指定討論により，他領域の専門家同士が，そ

れぞれの専門性と役割を互いに果たす連携の重要性

について討論が行われた。特に，同職種間で行われ

るスーパービジョンや，異なる専門家の間で行われ

るコンサルテーションに関する意見交換があり，コ

ンサルタントの役割の重要性が話題となった。 

 

３．適切な自己理解を促すための指導・支援とはⅥ 

このシンポジウムでは，学齢期における発達障害

のある人の強みや苦手さの両側面の自己理解を支援

44 



 

国立特別支援教育総合研究所ジャーナル 第９号 2020年３月 

学会等参加報告 

し，それに基づく主体的な学びを支えるために必要

なことが話題となった。 

はじめに，東京都自閉症協会・みつけばルームの

尾崎ミオ氏から「みつけばルームの取組 自己認知か

ら自己表現，社会適応からゆるサバイバルへ」をテ

ーマとして，青年期，学齢期の発達障害のある人に

必要な自己理解の支援，将来を見据えた学校ででき

る指導・支援について話題提供があった。 

次に，ゆたかカレッジの川口信雄氏から「コラボ

教室の社会科分野の特別指導の取組 なぜ偏西風は

あるのに偏東風はないの？」という話題提供があっ

た。 

横浜市は 2017 年度より，研究を目的とした新たな

指導拠点コラボ教室を開設している。コラボ教室で

は，発達障害等により適応困難な子どもの強み（才

能）を生かす教育を行うため，本人の願いを実現す

る自立活動の指導を行っている。指導は，「専門分野」

「社会性」「自己理解」の三本柱で構成されている。

子どもの強み（才能）の探求となる「専門分野の特

別指導」を設定し，各分野の専門家を招き授業する

ことで，子どもの強みや願いを最大限に生かし，学

びに向かう力を高めている。 

川口氏はコラボ教室の「社会科分野」の外部専門

家として特別指導を実施された。事前に，子どもた

ちから社会や世界に対する疑問の声を集め，それら

に答える授業を行うことで，彼らの学びを深めるこ

とができたという報告であった。 

次に，東京学芸大学の小林玄氏から「コラボ教室

の自己理解分野の特別指導の取組 自己理解を深め，

持ち味を生かす作戦を考えよう」の話題提供があっ

た。小林氏もコラボ教室の外部専門家として特別指

導を実施された。具体的に次の３つの内容について

報告があった。「①自分を知ろう」，「②私の日常生活

と WISC-Ⅴの結果から作戦を立てよう」，「③相談し

よう」。これらの指導を通して，前向きな自己理解を

支援することができるのか話題提供があった。 

以上の話題提供及び明治学院大学の小林潤一郎氏，

筑波大学の小島道生氏，本研究所研究員による指定

討論により，新学習指導要領に示されている「自ら

が生活しやすいように能動的に環境へ働きかけてい

く力をつけることに関する項目」について，自己理

解支援という視点で充実した協議となった。 

 

４．大学における発達障害学生への支援方法を考え

る（カウンセリング，トレーニング，コーチン

グの比較を通じて） 

近年，大学における発達障害学生が増加傾向にあ

り，支援の在り方が注目されている。また，各大学

で学生相談室を中心としたカウンセリング，グルー

プ活動，スキルトレーニングなど様々な支援方法が

展開されている。 

はじめに，明星大学の重留真幸氏から「発達障害

学生へのスキルトレーニング」の話題提供があった。

スキルトレーニングでは時間管理や体調管理，スト

レス，学内や職場を想定したルール・マナーなど，

大学適応や社会への移行の際に必要となるスキルを

獲得し，運用できるように支援が行われている。こ

うしたスキルトレーニングでは，一定の効果がある

一方で，コーチングなどの他の手法の併用もしくは

切り替えを行うことが効果的な支援につながる場合

がある。そのため，スキルトレーニングへ参加した

学生の経過の分析を通して，その効果に関する報告

があった。 

次に，同大学の秋元孝城氏から「コーチングによ

る発達障害学生への支援」の話題提供があった。大

学生活で必要となる自己管理やコミュニケーション

といった社会的なスキルの向上のため，発達障害の

ある学生にコーチングを実施した大学の実践紹介が

あった。 

最後に，同大学の田村友一氏から｢発達障害学生へ

のカウンセリングによるアプローチ｣について話題

提供があった。発達障害学生の多くは，大学に至る

までに多くの傷つきや適応の困難さを抱えており，

自由度が上がり，枠組みが緩む大学生活においては，

そうした困難さがより顕著に現れてくることがある。

このような状況に対して，青年期における発達促進

的なカウンセリングの実践的な効果について報告が

あった。 

以上の話題提供及び文部科学省の田中裕一氏によ

る指定討論により，発達障害の学生へのトレーニン

グ，コーチング，カウンセリングのそれぞれの有効

性や課題について議論された。 
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５．発達障害学生が大学在学中に就労体験をするこ

との意義を考える 

このシンポジウムでは，発達障害学生のインター

ンシップについて，支援者・企業・アルバイト体験

の視点から，発達障害学生の就労体験について話題

提供及び指定討論が行われた。  

はじめに，明星大学の佐藤充氏から「外部機関と

連携した発達障害学生に対する就労支援」の話題提

供があった。発達障害及び発達障害の傾向がある学

生に対して，スキルトレーニングとインターンシッ

プを組み合わせた社会的自立を目指す支援プログラ

ムを実施している大学の実践が報告された。また，

大学におけるインターンシップの意義や課題，支援

機関や企業と連携した発達障害学生に対する就労支

援の在り方についての提案があった。 

次に，東京グリーンシステムズ株式会社の長谷川 

伸治氏から「発達障害学生のインターンシップを受

け入れて」の話題提供があった。同社には，100 名

を超える障害のある方が勤務しており，特別支援学

校からの新規採用を主とされていたが，昨今ではハ

ローワークを通じた大卒生の応募もあることから，

発達障害学生のインターンシップの受け入れに取り

組んでみたいと考えられた。このシンポジウムでは，

これまでのインターンシップ受け入れを通じて，発

達障害のある方が社会で働き続けるための準備や，

スキルなどについて報告があった。 

最後に，明星大学の猪熊大史氏から「発達障害学

生に対する学内アルバイトの試み」の話題提供があ

った。発達障害学生がアルバイトを試みる場合，採

用面接や職場内でルール・マナーなどその特性ゆえ

の困難さがある。そのため，アルバイト体験を試み

ることを諦めたり，失敗体験として終わったりする

ことも少なくない。そのような状況から発達障害学

生への就労移行支援開発された学内でのアルバイト

プログラムの紹介があった。また，プログラムを行

うための作業のマニュアルやインターンシップとの

違いについて報告があった。 

以上の話題提供及び明星大学の竹内康二氏による

指定討論により，発達障害学生が大学在学中に就労

体験をすることの意義についての協議が行われた。 

 

Ⅵ．本大会への参加を通して 

 

本大会では，非常に多くの教育・心理・福祉・医

療等に携わる専門家や教師，保護者が参加し， 大会

のテーマである，「LD の「定義」を再考する～教育

定義の誕生から〈20 年〉の今こそ～」について有用

な情報交換・情報共有が行われた。 

学齢期の発達障害のある子供の教育に関する研究

や実践報告だけではなく，成人期の発達障害者の現

状や課題，その解決に向けて，さまざまな分野から

アプローチされていることについて知ることができ，

当研究所が果たす役割の重要性や今後の課題につい

て改めて考える機会となった。 

大学における障害学生支援や就労への移行支援に

関する取組を知り，社会とのつながりを意識した発

達障害等への専門性のある支援に関する研究の重要

性を特に感じた。 

最後に，有意義なプログラムの企画や会場運営を 

行っていただいた日本 LD 学会及び大会実行委員会 

の皆様に厚く御礼を申し上げる。 
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日本特殊教育学会第57回大会参加報告 

 

平沼 源志 

 （研究企画部） 

 

要旨：日本特殊教育学会第57回大会の概要並びに同大会における国立特別支援教育総合研究所（以下,当研

究所）研究スタッフの活動の概要及び,筆者が参加したポスター発表を中心に報告する。本大会は,令和元年

９月21日（土）から23日（月）の３日間,広島県の広島大学東広島キャンパスを会場に開催された。本大会の

テーマは「多様な学習者の生涯を支える研究・実践の創造」であり,学会企画や準備委員会企画による講演や

シンポジウム,ワークショップをはじめ,口頭発表や自主シンポジウム,ポスター発表といった多彩なプログ

ラムが企画された。本大会では,40名の当研究所スタッフも発表エントリーを行い,シンポジウムの話題提供

やファシリテーション,研究成果の普及や情報収集に努めた。筆者が参加したポスター発表「多様性の理解を

組織的に進める構内研修モデルの開発Ⅰ・Ⅱ」では,平成30〜令和元年度地域実践研究「インクルーシブ教育

システムの理解啓発に関する研究」において取り組んでいる研究の成果報告を行い,参加者とともに児童生徒

理解の充実について議論を深めた。 

見出し語：日本特殊教育学会 ,大会報告,ポスター発表,校内研修モデル 

 

Ⅰ.大会趣旨について 

 

日本特殊教育学会第57回大会が,令和元年９月21

日（土）から23日（月）の３日間にわたり,広島大学

主管のもと,広島大学東広島キャンパスを会場に開

催された。広島での大会開催は,42年ぶりとのことで

あった。大会期間中は全国から集まった参加者たち

が昼夜を問わず熱い議論を交わした。 

今大会のテーマは,「多様な学習者の生涯を支える

研究・実践の創造」であった。グローバル・ローカ

ル双方の視点を軸に,これからの特別支援教育の未

来を大会参加者と考え,共に発信していく機会とな

るようにとの願いが込められているテーマであった。

この思いをもとに,今大会では,準備委員会企画によ

る特別記念講演「国際バカロレア教育におけるイン

クルージョン−インクルージョンを発展させるため

の活力ある学校づくり−」が準備された。また,準備

委員会企画シンポジウムとして,「障害のある人の芸

術活動-出会い・つながり・新しい価値の創造の現状

と特別支援教育の課題-」や「特別支援教育の養成を

取り巻く現状と課題」,「学校と地域・企業等の協働

によるキャリア教育・職業教育」,「親子と教師が安

心して学童期に進むために必要なこと-『小学校就学

の危機』をめぐる親と保育者と小学校教員のホンネ

から−」がプログラムとして準備された。また、準備

委員会企画講演として,「全ての子供たちに個別最適

な学びを！」,「文部科学省による行政説明」,「特

別な支援の必要な児童生徒の対する読み書き指導」,

「単一事例研究のための統計的方法-降下量とメタ分

析の方法についてのチュートリアル-」が準備された。

大会２日目の準備委員会企画特別記念講演「国際バ

カロレア教育におけるインクルージョン−インクル

ージョンを発展させるための活力ある学校づくり−」

では,国際バカロレア機構インクルーシブ教育カリ

キュラムマネージャーのJayne Pletser博士より,国際

バカロレアにおけるインクルーシブ教育に関する取

組と,学校づくりに関する取組について講演が行わ

れた。講演では,国際バカロレアの理念について,児

童生徒及びコミュニティが学習への障壁を取り除く

ことを目的としていることが語られ,インクルージ

ョンについては,「学習への障壁を特定し取り除くこ

とで,すべての児童生徒の学習へのアクセスと積極

的関与を促進する,現在進行中のプロセス」と定義さ

れていることが紹介された。 

 

Ⅱ.大会期間中の主なスケジュール 
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大会初日の９月21日（土）は口頭発表26件,自主シ

ンポジウム36件,ポスター発表が185件 ,準備委員会

企画講演２件,準備委員会企画シンポジウム１件 ,学

会企画研究委員会ワークショップ１件が設定された。

２日目の９月22日（日）は自主シンポジウム63件 ,

ポスター243件, 準備委員会特別記念講演１件 ,準備

委員会企画講演２件 , 学会企画会受賞者講演２件 ,

準備委員会企画シンポジウム１件が設定された。３

日目の９月23日（月）は ,自主シンポジウム48件 ,ポ

スター発表が172件,準備委員会企画公開コンサート  

１件 ,公開シンポジウム１件 ,準備委員会企画シンポ

ジウム２件 ,学会企画編集委員会ワークショップ１

件,学会企画シンポジウム１件が設定された。以上の

３日間の日程をまとめると表１の通りとなる（いず

れも大会プログラムより集計・整理を行った）。 

 

 

表１ 日本特殊教育学会第 57 回大会の３日間の主な日程 

主な時間

帯 
９月 21 日（土） ９月 21 日（日） ９月 23 日（月） 

9:00  準備委員会企画シンポジウム１

件 

自主シンポジウム 16 件  

ポスター発表 64 件  

学会企画実践研究助成事業ワークショップ

１件 

口頭発表１セッション５件  

自主シンポジウム 18 件  

ポスター発表１セッション 88 件 10:00 

 準備委員会企画シンポジウム１件  

口頭発表１セッション５件  

自主シンポジウム 18 件  

ポスター発表１セッション 86 件 

11:00 特別記念講演１件  

自主シンポジウム 16 件  

ポスター発表 61 件  

12:00 準備委員会企画シンポジウム１件  

自主シンポジウム 12 件  

ポスター発表 61 件  

口頭発表 10 件 

 

13:00  学会企画編集委員会シンポジウム１件  

口頭発表１セッション５件  

自主シンポジウム 19 件  

 準備委員会企画講演１件  

自主シンポジウム 16 件  

ポスター発表 55 件  
14:00 準備委員会企画講演１件  

自主シンポジウム 12 件  

ポスター発表 61 件  

口頭発表５件  
15:00   

 学会企画受賞者講演２件  

準備委員会企画講演１件  

自主シンポジウム 16 件  

ポスター発表 63 件  

16:00 準備委員会企画講演１件  

学会企画研究委員会ワークショップ

１件 

自主シンポジウム 12 件  

ポスター発表 63 件  

口頭発表 11 件 

17:00  
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Ⅲ.特総研スタッフの活動概要 

 

本大会には,本研究所の研究員も多数参加し,シン

ポジウムにおける話題提供者や指定討論者,またポ

スター発表者として研究の成果普及や各分野におけ

る情報収集,関係者との関係づくりに努めた。  

 ３日間の当研究所の研究員の活動概要を以下の表

２に示した（いずれも大会プログラム集より集計・

整理を行った）。  

自主シンポジウムでは,６名が企画者となり,特別

支援教育に関わる様々な課題等について,問題提起

や協議の場を企画し,議論を促進した。また指定討論

者として,10 名が自主シンポジウムに登壇し,話題

提供を受けた協議の論点を整理したり,質問を投げ

かけたりすることにより,議論を促進した。 

ポスター発表では,のべ 77 名（重複して連名登録

している場合も１名とカウントした）が発表エント

リーを行い,前年度までに終了した障害種別研究班

及び横断的研究チーム等による研究の結果について,

成果普及や参加者とのディスカッションによる研究

のブラッシュアップ,今後の研究課題の発見,さらに

は ,参加者の興味や関心を探るための情報交換を行

った。  

 

表２ 本大会における当研究所研究員の活動概要 

 企画者 座長・司会 
話題提供者 

・発表者 
指定討論者 

準備委員会企画 

シンポジウム 
− − ― − 

口頭発表 − - − − 

自主シンポジウム ６名 5 名 12 名 10 名 

ポスター発表 − − 77 名 − 

 

Ⅳ.ポスター発表 P3-15・P3-16「多様性の 

  理解を組織的に進める校内研修モデル 

の開発Ⅰ・Ⅱ」の実施報告 

 

ここでは ,筆者が発表者として参加したポスター

発表の内容について報告する。本発表は平成 30〜令

和元年度地域実践研究「インクルーシブ教育システ

ムの理解啓発に関する研究」において,指定研究協力

地域の静岡県が取り組んだ研究の成果普及と研究の

さらなるブラッシュアップを目的に ,参加者と意見

交換を行ったものある。なお,発表Ⅰでは課題の分析

及び校内研修モデル開発に至るまでの検討の経緯 ,

Ⅱでは「校内研修モデル」の実践に関する成果と課

題について報告した。  

 

（１）研究の背景と課題 

研究所では,今後の 10 年を見据え,インクルーシブ

教育システムの理解啓発の在り方に関する研究を進

めている。本研究の指定研究協力地域である静岡県

においても,障害の有無に関わらず個々の教育的ニ

ーズに応じた適切な教育を行うことを重視した施策

を展開しており,ユニバーサルデザインの視点を取

り入れた生活づくりや授業づくりに関わるリーフレ

ットを作成し学校に周知している。また,指定研究地

域の静岡県から派遣された地域実践研究員が勤務す

る藤枝市においても,これまでユニバーサルデザイ

ンにつながる学校環境の整備等の取組（以下,「藤枝

UD」)を積極的に推進してきた。 

静岡県総合教育センターの調査（2016）によると,

これまでの県の取組に対して小学校教員の高い関心

は確認できたが,中学校及び高等学校の教員におい

ては,必要性は感じているものの十分に関心が高ま

っていないといった結果が明らかとなっており,今

後,教員に対する理解啓発の取組を一層広げていく

ことが課題となっている。また,地域実践研究員の勤

務校が実施した教員アンケートによると,「授業が落

ち着いたのが藤枝 UD の効果によるものなのか分か

らない」など,藤枝 UD の取組が直接教員の理解に結

び付いていない状況が明らかとなった。勤務校では,

これまでも特別支援教育に関わる校内研修会や藤枝

UD に関わる説明会を繰り返し実施してきているこ

とから,今後の教員の一層の理解啓発を促進するた

めには,校内研修の質的な転換を行うことが課題と

なっている。 

 地域実践研究員の勤務校では,研修会等を通して,

通常の学級に多様な困難さを有する生徒が在籍して

いる可能性があることについて教員の理解を図って

いた。また,藤枝 UD の取組の下,黒板周りの整理や
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使用するチョークの色の配慮等を全校的に取り組む

ことにより,特別な配慮の必要性について理解啓発

が進められてきたといえる。しかしながら,教員アン

ケートにおいて,これまでの取組について教員の理

解が十分ではない状況が明らかになった。このこと

から,基礎的環境整備として進められてきた藤枝 UD

等の取組が,教員の知識・技能,また,「形」としての

理解に留まっており,教員が生徒一人一人の困難さ

を実感するまでには至っていないと分析した。そこ

で,藤枝 UD と生徒の多様な困難さの双方を関連付け,

教員の取組や実践に意味付け,価値付けする研修を

行うことにより,教員の理解啓発が一層促進される

と考えた。 

 

（２）校内研修の在り方の検討 

特別支援教育に関わる知識や技能を得るだけの研

修ではなく,研修を通して得られた知識や理解を教

員自らの実践の中で,目の前の児童生徒の姿と重ね

合わせながらより深く理解することができる校内研

修の在り方について検討した。地域実践研究員の勤

務校の教員についてイメージし,教員の理解を効果

的に進めることのできる校内研修として,「特別支援

教育に関わるこれまでの学校の取組に対する理解の

状況確認」「児童生徒の困難さに対する理解」「児童

生徒の困難さをより意識した実態把握及び実践」「実

践を通して感じたり気付いたりしたことについての

協議」「協議後の更なる実践」を一体として進めるこ

とのできる校内研修の在り方について検討した。 

検討した校内研修については,勤務校のみならず,

県内及び市内の小・中学校等においても広く活用す

ることのできる汎用性の高い校内研修モデルとなる

よう,学校の状況を「これまで藤枝 UD 等に積極的に

取り組んできた学校」「藤枝 UD に取り組み始めた,

または,これから取り組む学校」「藤枝 UD を知らな

い,または,取り組んでいない学校」の３つに分類し,

学校の状況に応じて校内研修の内容を選択可能な構

成とした。さらに,効果的かつ効率的な研修を進める

ため各回の研修時間を１単位時間（45〜50 分間）に

設定し,以下のように、教員の実践を一体とした全４

回の研修とした。 

・１回目：これまでの学校の特別支援教育に関わる

取組や児童生徒の多様な困難さに関する講義と疑似

体験 

・２回目：１回目の研修での気付きを踏まえたその

後の自らの実践で得た新たな気付きを共有する協議 

・３回目/４回目：１・２回目を発展的に行うことで

教員の課題意識を高め学校の組織的な取組を促進 

 校内研修モデルの開発に当たっては,藤枝市教育

委員会の協力の下,研究協力校を指定し,事前の聞き

取り調査や定期的なアンケート調査を行い,「校内研

修モデル(案)」の改善・充実を図り,より実効性の高

いものとなるよう工夫した。 

 

（３）校内研修モデルの目的 

 校内研修モデルは,特別支援教育コーディネータ

ー等が校内研修を運営し,多様な児童生徒の理解を

促進し, これからの学校に必要とされる組織的な対

応力の充実を図ることを目的としている。また,教員

が単に「知識・技能」を習得するだけでなく,「特別

支援教育の視点」という共通の見方・考え方で,児童

生徒一人一人の姿と重ね合わせながら,教員間で協

働的に共有化を図ることによって児童生徒理解を深

めていくことをねらいとしている。さらに,研修を通

して児童生徒の実態を協働的に聞いたり,考えたり,

判断したりすることにより,多様な児童生徒一人一

人に適切に応じることのできる学校の組織的な対応

力につながるものになると考えた。 

このような教員の理解の在り方や組織的な対応は,

校内において,互いの特徴を認め合い,支え合う関係

を築くことにつながり,共生社会の担い手を育てる

ための基盤になると捉えられる。近年,通常の学級に

おける教育の充実に向けて,ユニバーサルデザイン

の考え方に基づく取組等が自治体や各学校において

推進されているが,本校内研修モデルの実施により,

これらの取組を振り返り,特別支援教育の目的や意

義を一体として捉えることにより,更なる促進が図

られる。 
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（４）校内研修モデルの概要 

図１ 校内研修モデルの概要 

 

【校内研修Ⅰ－①、Ⅱ－①】 

これまでの自治体や各学校の取組を想起すること

で,「なぜ藤枝 UD に取り組んでいるのか」「藤枝 UD

はなぜ必要なのか」振り返ったり,児童生徒の多様な

困難さへ自らの理解を問い直したりすることで,藤

枝 UD に対する意味付け,価値付けがより推進され

ると考えた。そこで,研修の内容に「子どもの視点に

立つ」機会を設定することを通して,これまでの特別

支援教育について自らの実践を問い直し,「困難さ」

の理解をより確かなものにすることをねらいとして

いる。 

【困難さへの理解を踏まえた実態把握及び実践】 

教員が多様な困難さを理解するためには,身に付

けた知識を実践の授業や日常の関わりの場面におい

て,実際の子どもの姿と重ね合わせながら実態把握

をすることが重要である。「今までの理解は正しかっ

たか」「体験した困難さはこの児童生徒にも当てはま

るか」と習得した知識と実際の子どもを重ねて困難

さに「気付く」ことが重要であり,その「気付き」に

より児童生徒理解が更に深まることをねらいとして

いる。 

【校内研修Ⅰ－②、Ⅱ－②】 

児童生徒の困難さは気付きやすいものから気付き

にくいものまで濃淡がある。そこで,一人の教員の小

さな「気付き」を,多くの教員の見方や考え方で確認

し合うことで,より確かな気付きにつなげたり,新た

な気付きにつなげたりすることが重要である。その

ためには,実際に指導している児童生徒の姿につい

て教員同士で同じ視点（特別支援教育の視点）で情

報共有を行う協議を設定することがより効果的であ

ると考えた。そして,全体で共有した情報をもとに,

日常の実態把握や児童生徒との関わりで生かすこと

をねらいとしている。 

 

（５）校内研修モデルの実践の成果と課題 

実践は地域実践研究員が行い,実践校は市内４小

中学校を選定して,各学校が可能な範囲で校内研修

の機会を設定した。また,校内研修モデルを受講した

教員から一定の間隔によるアンケートを３回実施し,

教員の特別支援教育の視点を意識した情報共有の状

況や児童生徒への関わりに対する意識の変化を調査

した。アンケートの自由記述には「困難さについて

今までも分かっていた」「意識していたつもりでも問

い直すことができた」等,これまでの実践を捉え直す

内容の記載が多くあったことから,校内研修モデル

が質的転換につながったと考えられる。 

本校内研修モデルには,子どもの視点に立つこと

を通して,教員自らの児童生徒理解の視点を特別支

援教育の視点という見方・考え方により捉え直し,

一人一人に応じた指導支援の充実や教育そのものの

改善充実につなげるという学びの過程が組み込まれ

ている。これは,児童生徒の姿を中心に捉えた主体的、

協働的な学びの循環であり,教員自らの「主体的・対

話的で深い学び」そのものであると考えられる。ま

た,教育現場においては特別支援教育に関する課題

のみならず,生徒指導,外国籍等日本語の力が不十分

な児童生徒への対応,不登校になっている児童生徒

への対応等の様々な課題が混在しており,多様な課

題に対応し解決していくことのできる学校の組織力

が求められている。本校内研修モデルを通じた教員

の学びによる児童生徒理解の充実は,特別支援教育
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の理解啓発に留まらず,チームとしての学校におけ

る課題解決力（学校力）を高めることが期待できる。 

 

（６）参加者との意見交換と今後の課題 

本発表では,小・中学校や特別支援学校の教員をは

じめ,大学教員や言語聴覚士等,色々な立場の方に参

加いただいた。また,発表時間中は人が途絶えること

がなく,数多くの参加者と意見交換をすることがで

きた。なかでも,小・中学校の教員については,特別

支援教育に係る校内研修をどのように進めていけば,

子どもの理解が深まり,指導・支援につながるかとい

う課題が挙げられ,校内研修モデルの内容や意義を

もとに意見交換を交わした。また,参加者からは校内

研修モデルの開発に至った背景や課題を実際に感じ

ているという声や,自校でも校内研修モデルに取り

組みたいとの声を多くいただいた。 

本研究について,平成 30 年度は校内研修モデルの

開発・提案に留まっており,効果の検証には至ってい

ない。今年度,研修の内容や構成が妥当なものか等,

市内または他地域での実践も踏まえ,校内研修モデ

ルの改善に取り組んでいるところである。 

写真１ 参加者との意見交換の様子 

 

Ⅴ.本大会への参加を通して 

 

本大会では ,インクルーシブ教育システムの充実

に向け , グローバル・ローカル双方の視点を軸に,

これからの特別支援教育の在り方について,様々な

立場の参加者が実践や研究の発信を通して,情報共

有が行われた。また,筆者自身ポスター発表の機会を

通して,小・中学校におけるインクルーシブ教育シス

テムに関する理解啓発の状況を知ることができ,本

研究所の役割や今後の課題について改めて考える機

会となった。  

最後に ,本大会のプログラムの企画や会場運営を

行っていただいた日本特殊教育学会並びに広島大学

を中心とした準備委員会の皆様方には ,心より感謝

申し上げます。  
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国立特別支援教育総合研究所の研究成果の活用に関する調査  

 
金子 健・山本 晃・吉川 知夫・平沼 源志・海津 亜希子・棟方 哲弥 

（研究企画部） 

要旨：当研究所の研究成果がより一層教育現場で活用されるよう，研究成果のアウトプットの方法，活用方

法の改善等を図るため，全国の特別支援教育センター及び都道府県・指定都市教育センターに対して「国立

特別支援教育総合研究所の研究成果の活用に関する調査」を実施した。  

 その結果，研究成果報告書の概要をまとめた研究成果報告書サマリー集については，すぐに利用できる場

所において利用しているとの回答が多かった。研究成果報告書の当研究所 Web ページからダウンロードして

の利用については活用しやすいとの回答の割合が９割弱であった。研究成果の具体的な活用方法については，

センター主催研修会での活用についての回答が多く，研修のための資料の作成のために，その根拠となるデ

ータとしての利用を含めて活用されていることや，研究成果の一部であるチェックリスト等が、より活用さ

れていることが分かった。一方，研究成果物の在り方に関する意見の中には，リーフレットの形式での研究

成果物や，Web ページ掲載で，かつ個人や各校等の研修で活用できるような研究成果物の充実等を求める意

見があった。  

 見出し語：研究成果，活用，特別支援教育センター，アンケート調査  

 

Ⅰ．はじめに 

当研究所研究企画部では，当研究所の研究成果が

より一層教育現場で活用されるよう，研究成果のア

ウトプットの方法，活用方法の改善等を図るため，

全国の特別支援教育センター及び都道府県・指定都

市教育センターに対して「国立特別支援教育総合研

究所の研究成果の活用に関する調査」を実施した。 

ここでは，その結果を報告する。 

Ⅱ．調査対象と調査方法 

調査対象は全国の特別支援教育センター及び都道

府県・指定都市教育センター82 機関のうち，事前に

アンケートへの協力を依頼し，協力するとの回答を

得た機関 51 機関（全 82 機関のうち 62.2%）であっ

た。この 51 機関に対して調査票をメール添付で送り，

メールでの返信により全機関より回答を得た。  

調査期間は 2020年１月 22日～２月 10日であった。 

以下，特別支援教育センター及び都道府県・指定

都市教育センターを「特別支援教育センター等」と

する。  

Ⅲ．調査内容 

調査内容は以下の通りであった。 

 

①研究成果報告書サマリー集（特別支援教育セ

ンター等へは毎年度５冊，冊子を送付してい

る）の活用状況について  

②研究成果報告書のダウンロードによる利用

について  

③研究成果の具体的な活用方法について 

④研究成果物の在り方に関する意見について 

 

 なお，研究成果報告書は，毎年度，終了した研

究課題毎に作成されている報告書であり，当研究

所の Web ページに PDF 形式で掲載しており，自

由にダウンロードして使用することができる。研

究成果報告書サマリー集は，毎年度，終了した研

究課題の研究成果報告書の概要を各課題４ペー

ジ～６ページにまとめて冊子にしたものであり，
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研究成果報告書と同様に，当研究所の Web ペー

ジに PDF 形式で掲載しており，自由にダウンロ

ードして使用することができる。 

Ⅳ．結果 

１．研究成果報告書サマリー集の活用状況について 

当研究所が毎年度発行している研究成果報告書サ

マリー集（写真１）（特別支援教育センター等へは毎

年度５冊送付）の活用状況について，選択肢を挙げ

て複数回答可で尋ねた。また，「その他」と回答した

場合は，その内容について自由記述で回答を求めた。

また，研究成果報告書サマリー集に関する要望等に

ついても自由記述で回答を求めた。  

写真１   研究成果報告書サマリー集（平成３０年度） 

 

その結果，図１のように，それぞれの選択肢に対

する回答機関数は「指導主事等の担当者に配付し利

用している」が20件，「すぐに活用できる場所に置い

ている」が42件，「その他」が４件で，「すぐに活用

できる場所に置いている」との回答が多かった。  

図１ 研究成果報告書サマリー集の活用状況 

 

「その他」の内容としては，「全員で回覧し、書棚

で保管している」という回答のように回覧している

との回答があった。要望としては，「見てわかる冊子

１冊に加えて，各担当者に配付できるデータを送付

してくださるとありがたい。」という回答のように，

データの送付についての要望があった。  

２．研究成果報告書のダウンロードによる利用につ

いて 

当研究所の研究成果報告書（写真２）は当研究所

の Web に掲載し，自由にダウンロードできるように

なっているが，この利用方法について，活用しやす

いか，活用しにくいかを尋ねた。「活用しにくい」と

回答した場合は，その内容について自由記述で，改

善すべき点等を含めて意見を求めた。  

写真２   研究成果報告書（平成３０年度） 

 

その結果，「活用しやすい」が 88.2％（45 機関），

「活用しにくい」が 11.8％（６機関）で，活用しや

すいと回答した機関が９割弱であった。「活用しにく

い」の内容としては「特総研のホームページからは

たどって検索しにくい。」など、ホームページの使い

易さについての指摘があった。  

 

３．研究成果の具体的な活用方法について  

当研究所の研究成果をどのように活用しているか，

選択肢として挙げた５通りの活用例のうちから１つ

を選んで，その具体的な内容について自由記述での

回答を求めた。  

その結果，選ばれた活用例としては，「センター主

催研修会」が 76.5％（38 機関），「各学校の校内研究・
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研修」が 13.7％（５機関），「都道府県市町村の施策

立案・体制づくり等」が 3.9％（１機関），「管下の

学校等への情報提供」が 13.7％（６機関），「センタ

ー等での保護者への情報提供，教育相談等での活用」

は０であった。  

その内容として，以下のような意見があった。  

 

１）センター主催研修会での活用について 

「講義資料作成のための根拠資料として文章やデ

ータを引用することがある。」 

「研究所の重点課題テーマを基に，講座の構築お

よび研修内容の参考にしている。」  

「最新のニーズや情報源として参考にしている。

特に国の取組や推進をしていること（インクル

ーシブ教育システムの構築に向けて，特別支援

教育の推進に関わる法や制度の改正 等）の最

新情報を得て，当センターでの研修会に反映し

ている。」 

「研究成果報告書の内容を引用してスライドを作

成したり，目的を明確にした上でチェックリス

ト等を紹介したりしている。」 

「研修の際，受講された先生方に特総研のホーム

ページを紹介し，それぞれで活用していただけ

るようにしている。」 

 

２）各学校の校内研究・研修での活用について 

「各市町，各学校で開催する研修等の内容の中で，

研究所の研究内容を踏まえた講義資料を作成

している。」 

「研究所の研究成果物を各学校の校内研究で活用

させてもらった。研究所で作成されるシートや

アンケート結果は，学校現場のニーズに応じて

いるものが多くあり，校内研究や校内研修に役

立っている。」  

「チェックリスト等の手順とその事例を紹介して

いる。」 

「各学校の校内研修の折に，研究成果について紹

介するようにしている。」  

 

３）都道府県市町村の施策立案・体制づくり等での

活用について 

「医療的ケア児への対応についての具体的事例や

情報収集。学校における合理的配慮の提供に対

する保護者のニーズへの対応の在り方の検討。

特別支援学校における教育課程の編成や評価の

在り方の検討に関する情報収集。」 

 

４）管下の学校等への情報提供での活用について 

「各障がい種ごとの研修などにおいて，最新の研

究成果として情報提供している。」 

「先行研究としてどのような支援・指導の研究に

取り組まれているのか等の情報提供が必要なの

で，利用させて頂いている。」 

「学校訪問における指導助言等で活用している。」 

４．研究成果物の在り方に関する意見について 

当研究所の研究成果物の在り方について，自由記

述で意見を求めた。その結果，17 機関から回答を得

た。 

その内容としては，以下のような意見があった。 

 

「今後も，Web ページからの情報活用の充実につ

いてお願いしたい。タブレット端末からも活用

しやすく，具体事例をそのまま，個人や各校等

の研修で活用できるようなものの充実が図られ

たら有り難い。」 

「リーフレットの形でまとめてあると，研究の概

要が分かりやすく，多忙な現場の先生方も活用

しやすいと思う。」 

「特別支援学校以外の各学校において，特別支援

教育の研究が今後さらに充実する必要があり，

多くの地域の学校現場とつながった研究と成果

物がさらに活用促進につながるのではないかと

考える。」 

「追試手順が明確な研究成果物は，各学校が自立

的に取り組みやすく，時間制限等のある研修支

援でも高い研修効果が期待できると考えている。

今後もこのような，各学校が取り組みやすい研

究成果を期待している。」 

Ⅴ．まとめ 
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 今回の調査では，当研究所の研究成果の活用状況

や研究成果物の在り方等に関して，特別支援教育セ

ンター及び都道府県・指定都市教育センターを対象

として調査を実施した。調査内容としては，研究成

果報告書サマリー集の活用状況，研究成果報告書の

ダウンロードによる利用，研究成果の具体的な活用

方法，研究成果物の在り方についてであった。 

 その結果，研究成果報告書サマリー集については，

すぐに利用できる場所において利用しているとの回

答が多かった。また，研究成果報告書のダウンロー

ドによる利用については，活用しやすいとの回答の

割合が９割弱であった。 

 研究成果の具体的な活用方法については，センタ

ー主催研修会での活用についての回答が多く，その

回答からは，研修のための資料の作成のために，そ

の根拠となるデータとしての利用を含めて活用され

ていることや，研究成果の一部であるチェックリス

ト等が活用されていることが分かった。また，各学

校の校内研究・研修での活用でも，研修のための資

料作成のために活用されていることや，研究成果と

しての調査結果やチェックリスト等が活用されてい

ることが分かった。  

 一方で，研究成果物の在り方に関する意見を含め

て，研究成果のアウトプットの方法，活用方法の改

善に関する多くの意見もいただいた。例えば，研究

成果物の在り方に関する意見の中には，リーフレッ

トの形式での研究成果物や，Web ページ掲載で，か

つ個人や各校等の研修で活用できるような研究成果

の充実を求める意見があった。また，特別支援学校

以外の学校での特別支援教育の充実を図るための研

究と研究成果普及を望む意見もあった。  

以上のような意見を踏まえて，当研究所の研究成

果について，より一層教育現場で活用されるよう，

研究成果や研究成果物の在り方，活用方法，普及方

法等に関して改善を図っていきたい。  

謝辞 

本調査にご協力を頂きました特別支援教育センタ

ー及び都道府県・指定都市教育センターの関係者の

皆様に心より感謝申し上げます。  
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特総研が実施する指導者研究協議会の取組報告 

 

宇野宏之祐・榎本容子・坂井直樹・坂本征之・神山努・牧野泰美  

（研修事業部・研修企画担当） 

 

 

要旨：国立特別支援教育総合研究所（以下，「特総研」という）では，研修事業の一貫として，「インクル

ーシブ教育システムの充実に関わる指導者研究協議会（以下，「研究協議会」）」を開催している。研究協議

会は，課題に応じた三つの協議会で構成されている。令和元年度は，「高等学校における通級による指導に

関わる指導者研究協議会」については１泊２日の宿泊研修を年間２回実施する連続型研修として，「特別支

援教育における ICT 活用に関わる指導者研究協議会」と「交流及び共同学習推進指導者研究協議会」につ

いては１泊２日の宿泊研修として年間１回実施した。特別支援教育に関するナショナルセンターとして，

各地域の特別支援教育の一層の充実に資するよう，学習指導要領等の改訂など初等中等教育の動向や刻々

と変化する社会状況等を踏まえながら，研究協議会の一層の改善・充実を図っていくことが必要である。

本稿では，各研究協議会の概要（令和元年度の取組）と今後の展望について述べる。 

見出し語：宿泊研修，指導的立場，ナショナルセンター 

 

Ⅰ. はじめに 

 

特総研は，特別支援教育に関するナショナルセン

ターとして，各都道府県等における特別支援教育政

策や教育実践等の推進に寄与する指導者の養成を図

る役割を果たすことが求められている機関である。

特総研が行う研修事業のうち来所型の研修には，各

都道府県等における障害種ごとの教育の中核となる

教職員を対象とした「特別支援教育専門研修」と，

特別支援教育政策上の課題や教育現場の喫緊の課題

に対応し，指導的立場に立つ教職員を対象として実

施する「インクルーシブ教育システムの充実に関わ

る指導者研究協議会」の二つがある。  

研究協議会については，「高等学校における通級に

よる指導に関わる指導者研究協議会（年間２回）」「特

別支援教育における ICT 活用に関わる指導者研究協

議会（年間１回）」「交流及び共同学習推進指導者研

究協議会（年間１回）」の三つを宿泊型の研修として

年間事業計画に位置付け，各都道府県等に対して受

講者の推薦を依頼しており，表１に示したとおり，

例年，定員を上回る受講がある。  

 このような中，特別支援学校幼稚部教育要領  小学

部・中学部学習指導要領が平成 29 年４月に告示され，

特別支援学校高等部学習指導要領が平成 31 年２月

に告示された。また，平成 31 年４月 17 日に文部科

学大臣から「新しい時代の初等中等教育の在り方に

ついて」が中央教育審議会に諮問されたことを受け，

「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識

者会議」が同年９月 25 日に設置された。本会議にお

いても，特別支援教育を担う今後の教員の専門性や

養成の在り方が検討課題の一つに上げられている。

このような時代背景の中，特別支援教育の充実を推

進する指導者の養成は，国としても喫緊の課題であ

ると言える。 

以上を踏まえ，特総研では，現在，各研究協議会

はもとより，これまでの研修事業全体の振り返りを

行うとともに，今後の研修事業の在り方について検

討を行っているところである。  

 

表１ 近年の研究協議会の受講人数 

 

年 
 

度 

高 等 学 校 に お
け る 通 級 に よ
る 指 導 に 関 わ
る 指 導 者 研 究
協議会 
（定員 100 名） 

特別支援教育に
おける I C T 活用
に関わる指導者
研究協議会 
 
（定員 70 名） 

交 流 及 び 共 同
学 習 推 進 指 導
者研究協議会 
 
 
（定員 70 名） 

H28 * 73 74 

H29 103 80 73 

H30 109 82 77 

R１ 112 77 69 

*平成28年度は文部科学省と共催し研修会として開催 
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 以下に，令和元年度に実施した各研究協議会の取

組の概要，並びにその成果と課題について報告する

とともに，次年度以降に向けた展望について述べる。 

 

Ⅱ. 高等学校における通級による指導に 

関わる指導者研究協議会 

 

１．高等学校における通級による指導に関わる指導

者研究協議会について 

 

 平成28年３月に，高等学校における特別支援教育

の推進に関する調査研究協力者会議がとりまとめた

「高等学校における通級による指導の制度化及び充

実方策について（報告）」において，高等学校におけ

る通級による指導の制度化について提言がなされた。

このことを踏まえ，国においては平成28年12月に関

係法令の改正を行い，平成30年度から高等学校にお

ける通級による指導が制度化された。 

 こうした国の動向を踏まえ，特総研では，平成28

年度，制度の周知徹底を目的とした研修会を文部科

学省との共催として開催するとともに，平成29年度

からは，各地域における円滑な導入に向け，連続型

の指導者研究協議会を実施してきた。本研究協議会

の目的は，「高等学校における通級による指導に関し，

指導的立場にある者による研究協議等を通じ，担当

者の専門性の向上及び高等学校における通級による

指導の理解促進を図る」ことである。 

 

２．令和元年度の取組状況 

本研究協議会は，令和元年５月７日（火）～８日

（水）及び11月21日（木）～22日（金）の期間に，年

間２回の連続型の研究協議会として，特総研を会場

に実施した。本研究協議会の概要を図１に示す。 

 

１）内容 

本研究協議会では，全受講者に対して行政説明を

行い，制度の概要や現状，後期中等教育段階におけ

る特別支援教育の充実の必要性等について確認した

上で，指導主事コースと教員コースの２コースを設

定し研究協議を行った。また，教育委員会及び学校

から先進的な取組や特色ある取組等について紹介す

ることにより，各自治体の取組のヒントとなるよう

工夫した。まだ取組事例が少ない中，こうした他の

地域の取組に関わる情報に直接触れることは，受講

者にとっても貴重な機会となった。研究協議におい

ては，それぞれの地域の現在の取組状況や課題等に

ついて共有し，協議の柱に基づき課題解決に向けた

協議を行った。取組状況は地域や学校によって異な

るものの，研究協議を通じて，課題解決に向けた糸

口を見出す機会となった。 

第１回研究協議会の協議で共有した課題等に対し

ては，第２回において，その後の取組状況や新たな

課題等を確認し，解決に向けた協議と次年度以降の

取組予定について確認した。連続型の研究協議会と

してのメリットを生かし，今後，地域や学校現場で

活用できるよう，課題解決の方策をより汎用性の高

いものへと深化させていくことを意図して実施した。 

 

図１ 令和元年度の概要 

 

２）成果と課題 

 本研究協議会の成果としては，受講者が得た通級

による指導に関わる最新情報や全国的な状況，施策
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の方向性等の情報，研究協議等による課題解決の視

点等を通じて，各地域における高等学校における通

級による指導の円滑な導入につながってきたことが

挙げられる。また，受講者同士のつながりを基盤と

して，地域間や学校間のネットワークが広がり，情

報交換できる体制がつくられてきていることが挙げ

られる。 

 課題としては，これまで先進的に取り組んできた

地域や学校からは，課題解決に向けた方策に関する

より具体的な協議を求める声が挙がる一方，指導的

立場としてではなく，基礎的な事項について学びた

いという受講者が増えるなど，受講者の二層化が進

んできていることなどが挙げられる。 

「2019 年度 高等学校における通級による指導

の実施予定状況（2019 年３月現在）」（文部科学省）

によると，実施予定を含め，現在，47 都道府県の自

治体において，高等学校における通級による指導が

導入されている。今後に向けては，本研究協議会で

得られた情報等を基に各地域や学校の実情に応じた

施策や実践が展開できるよう，特総研の役割である

指導的立場に立つ者を対象とした研究協議会として，

内容の充実を図るとともに，基礎的な事項の習得に

ついては，各自治体の主体的な取組として研修を進

めるなどの役割分担を行うことが必要であると考え

ている。 

 

３．令和２年度に向けて 

 令和２年度の本研究協議会については，年間１回

（２泊３日）の研究協議会として設定した。初日は，

行政説明や，文部科学省が作成した「改訂第３版 障

害に応じた通級による指導の手引き●解説とQ&A

●」「初めての通級による指導を担当する教員のため

のガイド（仮称）（以下「ガイド」）」を活用した理解

啓発の在り方に関する内容を中心とし，各地域にお

ける通級による指導の充実を図る。２日目以降につ

いては，各地域や学校における取組紹介や課題解決

に向けた班別協議等を設定する。ガイドの周知や活

用に関する内容と研究協議を連続した日程の中で実

施することにより，より高い効果を期待したいと考

えている。 

  

 

Ⅲ. 特別支援教育における ICT 活用に 

関わる指導者研究協議会 

 

１．特別支援教育における ICT 活用に関わる指導者

研究協議会について 

今回の学習指導要領の改訂に際しては，生産年齢

人口の減少，グローバル化，技術革新等による「予

測困難な社会」において必要となる資質・能力につ

いて議論された。また，平成 30 年６月，「Society5.0

に向けた人材育成～社会が変わる，学びが変わる～」

で示されたように，今後，AI 等の先端技術の進歩な

どからもたらされる社会の変化を踏まえ，初等中等

教育全体を通じて，持続可能な社会を実現していく

ための担い手を育てていくことが求められている。

教育現場における ICT の効果的な活用は，その一助

となるものと考えられる。特別支援教育においても，

障害のある子供の能力を最大限伸張することができ

るよう，効果的に ICT を活用し教育の充実を図るこ

とが喫緊の課題となっている。  

本研究協議会は，このような背景の中，障害のあ

る幼児児童生徒に適切な指導・支援を行う上で必要

となる ICT 活用について，指導者としての専門的知

識を深めることを目的として開催するものである。  

 

２．令和元年度の取組状況 

本研究協議会は，令和元年７月 22 日（月）～23

日（火）の期間に，１泊２日の研究協議会として，

特総研を会場に実施した。本研究協議会の概要を図

２に示す。 

 

１）内容 

本研究協議会では，以下の４点に基づき，各自治

体や学校における課題の解決を図った。まず，①現

代社会が抱える課題に対して，国がどのような政策

を掲げているのかについて，また，国の動きを踏ま

え特総研が実施している研究について，オリエンテ

ーションを通じて図２を示しながら受講者へ伝え，

本研究協議会の意義について確認した。また，②テ

ーマごとに班を編制し，協議を通じて各自治体や学

校の課題に対する具体的な解決に向けた方略案の作
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成を行った。その際には，特色ある実践の紹介や所

内見学等で得られた知見も参考にするよう留意した。

また，受講者に対しては，方略案作成前に，現在行

っている ICT を活用する理由，すなわち，ICT を活

用しながら子供たちにどのように育って欲しいと捉

えているのか，地域や学校がどうあるべきなのかに

ついて，改めて確認を行った上で作業に取り組むこ

ととした。③研究協議会の最後に「振り返り」の時

間を設定し，ポスターセッション形式で情報の共有

や意見交換を行うことにより，検討した方略案の更

なる見直しを図る機会とした。最後に，④本研究所

が行う研究協議会終了一年後のアンケートの際に，

受講者が考えた方略案についても併せて評価・見直

しを行うよう受講者に確認した。  

 

 

図２ 令和元年度の概要 

 

なお，平成 30 年度に実施した本研究協議会から得

られた成果である「子供の実態把握から始め，その

上で ICT の必要性を考えることが大事である」こと

について各班で共有するとともに，演習「校内・地

域における ICT 活用に関する研修を考える：仮想事

例検討の研修モデル」や，特色ある取組を行ってい

る学校や自治体による実践発表を設定することによ

り，受講者がより具体的な視点をもちながら課題解

決を図れるよう工夫した。  

 

２）成果と課題 

本研究協議会は平成 28 年度より継続して開催し

ている研究協議会であるが，社会の変化や ICT 機器

の進歩に応じて，内容を改善しながら今日に至って

いる。受講者からは，「最新の ICT 教育の現状や課

題だけではなく，他県の先進的な取組を知ることが

できた」「様々な教育支援機器の種類や使い方なども

知ることができ，それらを実際に学校での指導場面

でどのように生かすのかについて考えるきっかけと

なった」といった肯定的な評価を得ることができて

いる。一方，地域によって ICT 機器の整備状況に違

いがある等の課題も挙げられている。 

 

３．令和２年度に向けて 

「予測困難な社会」に生きる子供たちに身に付け

させるべき力が，「資質・能力」として新しい学習指

導要領に示され，小学校におけるプログラミング教

育の必修化，ICT を活用した学び合いの授業による

学習活動の実施，遠隔授業の実施，児童生徒の障害

の状態に応じた教育環境の整備など，国においては，

ICT 活用に関わる様々な提案等がなされており，今

後，教師は，これまで以上に ICT 活用に関する資質

能力を身に付ける必要がある。こうしたことを踏ま

え，令和２年度の本研究協議会については，喫緊の

課題とされている特別支援学校等におけるプログラ

ミング教育や，病気療養児等を対象とした遠隔教育

の在り方等についても内容に加えるなどして，充実

を図ることで，より高い効果を期待したいと考えて

いる。 

 

Ⅳ．交流及び共同学習推進指導者 

研究協議会 

 

１．交流及び共同学習推進指導者研究協議会につい

て 

協議会名 2019年度特別支援教育におけるICT活用に関わる指導者研究協議会

主 題 新学習指導要領を踏まえ、現状を把握・分析し、これから何ができるか

社会の動向：生産年齢人口減少、グローバル化、技術革新（Society5.0）

新しい学習指導要領の改訂の趣旨及びICT活用関連事項

文部科学省行政説明：国の方向性とICTに関する国の取組

振り返り：これから自分たちは何ができるのか
（個人レポートに対する自分なりの回答記入・全体での共有・研究員による価値付け）

演習：学校・地域で広く伝えるため
の方略の獲得

本協議会の目的達成

施設見学：課題解決のための
アイデアの獲得

現状把握・
共有

共通課題
設定

原因の仮説

班別協議１ 特色実践研究紹介

班別協議２

国の動向を受けてNISEが取り

組んでいること。検討している
こと。
タブレット活用、遠隔教育など

文科・NISEの話を聞いた上で、レポート

を見直す時間をとる。その上で、自分
が準備した課題について考えたことを
班全体で共有する。
その後班で協議する内容を決める。

子供・学校の現状からど
のように考え、対策を講
じ、どのような効果があっ
たか経緯を紹介する

協議会で得た知見により、学校・地域における実践

課
題
提
示

１年後実践の評価・見直し

子供の状況

対応策の検討

現状の取組

取組の効果

課
題
整
理
・
課
題
共
有
・
検
討
・
情
報
収
集

課
題
解
決
の
方
略

実
践
・
評
価

協議会テーマ：新学習指導要領実施に向けた特別支援教育におけるICT活用の取組について

協 議

レポート内容と文科
説明とのつながり

共有後共通の協議
テーマを設定

テーマに関する原因
が何故起きているか
整理する

教材教具（ICT）活

用の考え方（目的
ではなく手段）

調査研究の経過
（フォーマット紹介等）

事例紹介（文科の
トピックに適合する
もの）

基本的な
考え方

研究紹介

事例紹介
仮説をもとに、課題解
決の方略を話し合う

班別協議１で話し合った内容に、演習、施設見学等で得られた知見を加え、協議した方
略のブラッシュアップを図り、班としてのまとめと、個人テーマの結論を整理共有する
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中央教育審議会初等中等教育分科会報告（2012）

において，「特別支援学校と幼・小・中・高等学校等

との間」，「特別支援学級と通常の学級との間」でそ

れぞれ行われる交流及び共同学習については，「障害

のある児童生徒等にとっても，障害のない児童生徒

等にとっても，共生社会の形成に向けて，経験を広

め，社会性を養い，豊かな人間性を育てる上で，大

きな意義を有するとともに，多様性を尊重する心を

育むことができる」と指摘されている。  

こうした中，本研究協議会は，交流及び共同学習

を推進する立場にある教職員による研究協議等を通

じ，各地域における交流及び共同学習と障害の理解

推進を図ることを目的として開催するものである。 

 

２．令和元年度の取組状況 

本研究協議会は，令和元年11月14日（木）～15日

（金）の期間に，１泊２日の研究協議会として，特総

研を会場に実施した。本研究協議会の概要を図３に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本研究協議会は，特総研において10年以上にわた

り実施してきた協議会である。この間，本研究協議

会は，交流及び共同学習の制度の理解を促し，取組

を推進する役割を果たしてきた。一方，協議の中に

おいて，教員加配の必要性などの話題が毎年繰り返

される状況が見られていたことから，議論の質的展

開を図るための工夫が必要とされていた。そこで，

令和元年度の本研究協議会については，以下に示し

た改善策を講じることとした。 

 

１）シンポジウム 

先に述べた課題解決に向けて設定したのが，「交流

及び共同学習の意義を今一度考える～共生社会の形

成に向けて～」と題し，交流及び共同学習の意義を

共生社会の担い手の育成という視点から考えるシン

ポジウムである。本シンポジウムでは，まず，①特

別支援学校の立場，②小学校の立場，③学校づくり

の側面（特総研地域実践研究：交流及び共同学習の

推進に関する研究［平成28年度-平成29年度］，多様

な教育的ニーズに対応できる学校づくりに関する研

究［平成30年度-令和元年度］）から見た立場，④教

師の役割の側面（特総研地域実践研究：インクルー

シブ教育システムの理解啓発に関する研究［平成30

年度-令和元年度］）から見た立場という，それぞれ

の立場から話題提供を行うこととした。その後，話

題提供者が一堂に会し，テーマに沿ったディスカッ

ションを行った。  

 

２）分科会別研究協議 

その後の研究協議では，シンポジウムを踏まえ，

課題別に，「交流及び共同学習を推進する上での学習

活動の工夫（第１分科会）」，「居住地における児童生

徒の交流及び共同学習の推進（第２分科会）」，「交流

及び共同学習を推進する上での行政的取組（第３分

科会）」の三つの分科会に分かれ研究協議を行うこと

とし，それぞれ，受講者が所属する学校や自治体に

おける交流及び共同学習の成果と課題，共生社会の

形成に向けた交流及び共同学習の意義を踏まえた取

組について協議を行った。受講者からは，「何のため

に交流及び共同学習を行っているのかという視点か

分科会別研究協議

第１分科会

交流及び共同学習
を推進する上での
学習活動の工夫

第２分科会
居住地における

児童生徒の交流及
び共同学習の推進

第３分科会

交流及び共同学習
を推進する上での
行政的取組

協議会名 2019年度交流及び共同学習推進指導者研究協議会

主 題
共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの充実を
目指し交流及び共同学習について協議する。

シンポジウム： 交流及び共同学習の意義を今一度考える
～共生社会の形成に向けて～

文部科学省行政説明： 交流及び共同学習に関する国の施策や方向性と取組

協議会で得た知見に基づく、学校や地域における実践

１年後の実践の評価と見直し

課
題
解
決
の
方
略
の
協
議

実
践
と
評
価

ま
と
め

①特別支援学校の
立場から

＊シンポジストの発表内容と受講者自らがレポートにまとめた課題を結び付けて考える。

交流及び共同学習の成果と課題

＊シンポジウムを踏まえて、交流及び共同学習の成果と課題、共生社会の形成に向けた交流
及び共同学習の意義について協議する。

交流及び共同学習の意義を今一度考える

情
報
収
集
・
課
題
の
整
理
と
検
討

協議された課題等について全体での共有を図る

文部科学省講評

「交流籍」を活用

した居住地における
交流及び共同学習
について

②小学校の
立場から

共生社会を実現する

人材を育てる学校づく
り－交流及び共同学習
の充実を通して－

③学校づくりの
側面から（特総研）

共生社会の担い手

を育むためのそれぞ
れの学びの場の連携

④教師の役割の
側面から（特総研）

共生社会の担い手

を育む上で重要とな
る教師の役割－通常
の学級の実践から－

図３ 令和元年度の概要 
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ら，自分の実践を振り返る機会になった」「地域で生

きていく子供たちの将来を見据え，子供の心に種を

まく活動をどのように仕組むかを考えていきたい」

という感想が出されていることから，交流及び共同

学習の意義を踏まえた今後の取組について考える良

い機会となったことが分かる。  

 

３．令和２年度に向けて 

文部科学省（2019）の「交流及び共同学習ガイド」

では，交流及び共同学習の意義について，「学校卒業

後においても，障害のある子供にとっては，様々な

人々と共に助け合って生きていく力となり，積極的

な社会参加につながるとともに，障害のない子供に

とっては，障害のある人に自然に言葉をかけて手助

けをしたり，積極的に支援を行ったりする行動や，

人々の多様な在り方を理解し，障害のある人と共に

支え合う意識の醸成につながる」と示されている。

今後は，本研究協議会の受講者一人一人が，学校教

育段階における交流及び共同学習の取組が学校卒業

後の共生社会の形成においても重要となることにつ

いて，改めて確認するとともに，共生社会の担い手

の育成に資する効果的な交流及び共同学習の取組の

在り方について具体的に検討し，本研究協議会の成

果を地域に還元していくことが求められる。  

令和２年度の本研究協議会については，引き続き

共生社会の担い手の育成という視点に焦点を当てた

シンポジウムを継続するほか，効果的な分科会設定

の工夫などについて検討することで，より高い効果

を期待したいと考えている。 

 

Ⅴ おわりに 

 

 ここまで，特総研が，今年度実施した三つの研究

協議会の概要等について述べてきた。 

平成19年の特別支援教育の制度化以降，各地域に

おいては，これまでも特別支援教育の充実に向けた

積極的な取組が行われてきたが，今後の我が国のあ

り様を考えた時，「予測困難な社会」への対応など，

これまでの取組を基盤とした更なる充実・発展が必

要となる。社会の大きな変化の中，国としても，特

別支援教育の充実はその重点事項の一つとなるもの

であり，ナショナルセンターとしての特総研の役割

は誠に大きいものと捉えている。各自治体や学校が

これまでの取組を振り返り，共生社会の形成に向け

て，それぞれの役割や機能を効果的に発揮していく

こと，そして，そうした各地域の取組を特総研が支

えていくことが，今後の特別支援教育の一層の充実

に繋がるものと考えている。  

今後，国等の動向はもとより，ナショナルセンタ

ーである本研究所の役割を踏まえ，研究協議会の充

実を図っていきたい。教員等の派遣元である各自治

体等においても，地域の課題解決に資するよう，今

後も，指導的立場にある教員等の派遣と，研究協議

会受講後における地域への一層の成果還元をお願い

したい。  

 

引用文献 

中央教育審議会初等中等教育分科会（2012）．共生社

会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構

築のための特別支援教育の推進（報告）  

文部科学省（2019）．交流及び共同学習ガイド  

 

参考文献 

中央教育審議会（2016）.幼稚園，小学校，中学校，

高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改

善及び必要な方策等について（答申）  

高等学校における特別支援教育の推進に関する調査

研究者会議（2016）.高等学校における通級による

指導の制度化及び充実方策について（報告） 

文部科学省（2017）.特別支援学校幼稚部教育要領  小

学部・中学部学習指導要領（平成29年４月告示）  

文部科学省 Society 5.0 に向けた人材育成に係る大

臣懇談会 新たな時代を豊かに生きる力の育成に

関する省内タスクフォース（2018）.Society5.0 に

向けた人材育成～社会が変わる，学びが変わる～  

文部科学省（2019）.特別支援学校高等部学習指導要

領（平成31年２月告示） 

文部科学省（2019）.2019年度高等学校等における通

級による指導の実施予定状況に関する調査結果 
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特別支援教育教材ポータルサイトの活用 

－活用の実際と教材・教具に対する基本的な考え方― 
 

横倉 久・杉浦 徹・青木 高光・土井 幸輝・ 

北川 貴章・伊藤 由美・滑川 典宏 

（＊情報・支援部） 

 

 

要旨：障害のある児童生徒に対する教材・教具の重要性は，平成29，31年度に告示された特別支援学校学習

指導要領等においても言及されている。情報・支援部事業の１つである特別支援教育支援教材ポータルサイ

トは，平成26年度から文部科学省が始めた「支援機器等教材普及事業」の一つとして開始された。本稿では，

特別支援教育支援教材ポータルサイトを用いた教材・教材の検索方法とその活用の考え方を紹介する。近年

のICT，SNSの発展は目覚ましく，日々，これまではなかったような新しい機能を搭載した機器が開発されて

いる。しかし，一方で，新しい技術と機器が生まれたからといって，これまで活用されてきた教材・教具が

即不要になることも想像しにくい。教材・教具の選択は，児童生徒の実態をふまえ，指導のねらい，目的に

鑑み，十分に検討した上で導入し，その結果を吟味し，児童生徒の実態に生じた変化に対応して，また次の

指導を講じる必要がある。  

 

見出し語：特別支援教育教材ポータルサイト，教材・教具，ICT  

 

Ⅰ．はじめに 

 

いわゆる教材・教具が教育活動において重要な役

割を果たすことは言うまでもないだろう。特に障害

のある児童生徒が対象である場合，教材・教具が学

習の目標や教師の意図や思いを反映する度合いは通

常の教育よりもはるかに大きく，その教育の成否を

大きく左右すると言えるのではないだろうか。  

このような教材・教具の重要性は，文部科学省

（2013）「障害のある児童生徒の教材の充実について

（報告）」においても次のように指摘されている。「障

害のある児童生徒の将来の自立と社会参加に向けた

学びの充実を図るためには，障害の状態や特性を踏

まえた教材を効果的に活用し，適切な指導を行うこ

とが必要」であり，また，あわせて「各学校におけ

る必要な教材の整備，新たな教材の開発，既存の教

材を含めた教材の情報収集に加え，教員がこれらの

教材を活用して適切な指導を行うための体制整備の

充実が求められる」と述べられている。すなわち，

児童生徒を取り巻く機器等の環境整備や，実際の指

導に関わる教師の高い専門性向上も含めた充実が重

要であると考えられる。  

平成 29 年，平成 31 年に告示された学習指導要領

においても教材・教具に関する言及は多い。特別支

援学校学習指導要領第１章総則第３節３の（３）の

イの（イ）において，指導内容や指導体制の工夫改

善による個に応じた指導の充実の必要性が重視され

ている。すなわち「教材・教具の工夫や開発，コン

ピュータ等の情報手段活用」（同解説第 2 章第 3 節）

等によって，多様な子供達の教育的ニーズへの対応

が求められていることがわかる。   

これまでは特別支援教育におけるタブレット端末

等の活用は，主に特別支援学校，特別支援学級にお

いて行われてきたが，インクルーシブ教育システム

の構築が進む中で，また ICT の教育現場への浸透も

相まって，通常の学級での実践等，学ぶ場所，障害

種別を越えた活用が徐々に始まっていると思われる

（魔法のプロジェクト，2019：パナソニック教育財

団，2016，2017：一般社団法人日本教育情報化振興

会，2017）。 
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Ⅱ．進化する技術と溢れる情報 

 

教材・教具は視点を変えれば道具である。道具は

その時代の技術の革新の影響を大きく受けると言え

る。技術革新の中でも，とりわけ ICT，ソーシャル

ネットワークサービス（SNS）等の技術革新は近年，

質量ともにわれわれの想像をはるかに超える展開を

見せている。通信手段を例にして考えるとよくわか

るだろう。昭和の通信手段は黒電話であった。しか

し，それはプッシュフォンに変わり，ポケベル，携

帯電話，そして現在はスマートフォン。わずか数十

年の間に大きく変化した。そしてそれは徐々に学校

教育の現場に影響を与えている。タブレット端末を

活用したコミュニケーション支援や遠隔教育等，デ

ジタル化の側面を急速に強くしている。  

このような日進月歩の技術革新の影響を受け，障

害のある児童生徒の教育に有効な教材・教具に関わ

る情報は溢れる一方である。それ故，様々な場所で

教材・教具に関心のある教師や保護者の方から「良

い教材を教えてくれませんか」とか「良いアプリ（ソ

フト）は何ですか」と言った質問をいただく。その

ような質問に「それは○○ですね」と即答すること

は難しい。なぜなら，有効な教材・教具は児童生徒

の実態によって個々に異なるからである。それ故，

単純に「良い」というものはなく，また特定の機器

を使えば，誰にとっても有効というようなことは，

決してないからである。  

しかし，一から一人で教材・教具を探すのは，コン

パスなしにジャングルで宝探しをするようなもので，

とても時間と労力を要するのも事実である。そのよ

うな際に，教材・教具の選定のヒントとなるものの

一つが「支援教材ポータル」ではないだろうか。  

 

Ⅲ．支援教材ポータルとは 

 

１．「支援機器等普及事業としての支援教材ポータ

ル」 

平成 26 年度から文部科学省が始めた「支援機器等教

材普及事業」の一つが「特別支援教育教材ポータル

サイト（支援教材ポータル）である。教材や支援機

器等の情報を教師や保護者等へ広く提供することを

目標とし，平成 27 年３月に国立特別支援教育総合研

究所のホームページにウェブサイトが開設された。

令和元年７月現在で，教材・支援機器 760 件，実践

事例 192 件が検索可能である。  

 

２．支援教材ポータルでの検索 

 支援教材ポータルサイトを検索するには大きく二

つの入り口がある。  

 

１)「教材・支援機器を探す」 

教材・教具を様々な条件で検索することができる。

検索条件として「対象の障害」「特性・ニーズ」「主

な対象年代」「教科名等」「支援機器の分類」「動作環

境（OS ）」から探すことができる。それぞれからさ

らに細かい条件を設定して教材・支援機器を検索す

ることが可能である。  

 

２）「実践事例を探す」 

教材・教具等を活用した実践事例を検索することが

できる。「教材・支援機器を探す」と同様に「対象の

障害」「特性・ニーズ」「主な対象年代」「教科名等」

から検索でき，加えて「幼児児童生徒の在籍状況」

からも検索でき，「通常の学級」「通級による指導」

「特別支援学級」「特別支援学校」等，学びの場の観

点からもそこで活用された教材・教具を探すことが

できる。  

 

３）検索の具体的方法 

次に具体的な検索例を見てみることにしよう。  

 ここでは，肢体不自由のある児童生徒のコミュニ

ケーションを支援する教材・教具を探してみよう。  

 まず最初の画面である（図１）。 

 

矢印の部分「教材・支援機器を探す」をクリック

する。すると図２のような画面が出てくる（図２）。

ここで「対象の障害」をクリックすると，「視覚障害」

から「特定されない」までの条件が示される（図３）。

ここで「肢体不自由」をクリックすると左側バナー

の中段に特性・ニーズを選ぶ項目があり，「見る」「聞 

65 



 事業報告 
国立特別支援教育総合研究所ジャーナル 第９号 20２０年3月 

 

 

 

 

 

 

 

く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」  

等，具体的な学習活動を入れて，検索することが

でき，具体的な教材・支援機器の画像が出てくる

（図４）。さらに詳しい情報については「詳細を表

示」をクリックすると実際に使われた活動場面の

様子の写真や詳しい経過や使用方法等が紹介され

ていたり，類似の実践事例についても併せて検索

したりすることができる。  

 

 

４）教材・教具を探す多様な視点の必要性 

 ここまでで，特定の目的，すなわち障害種別や実

際の困難さを視点に教材・支援機器を探す方法を紹

介した。しかし，同時に，これらの検索によって，

より広い視点で教材・教具に関する情報を得ること

が可能になる。例えば，図４をみると，検索の結果，

他の対象年齢では，どのような活用がなされている

か，また，ここでヒットした教材・教具の活用方法

を知ることができるアイコンがあることがわかるだ

ろう。  

 単に障害種別ではなく，どのような困難さがある

かという視点で教材・教具を検討することで，他の

障害種別で活用されている教材・教具が意外にも解

決策をもたらしてくれることはよくある。特定の視

点から検索を始めながらも，よい意味での試行錯誤

をこの支援教材ポータル上で行うことで，児童生徒

の困難さをより多様な視点で捉える力を養うことが

できるのではないだろうか。  

図１ 支援ポータルサイト画面 

図２  目的別検索 

図４ 検索結果とさらなる情報 

図３ 障害種別からの検索 
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Ⅳ．教材・教具に関する流行と不易 

 

 本稿では，数多くある教材・教具に関する情報を

整理し，より実際的な視点で目の前の児童生徒に必

要なものを見つけ出す方法の一つとして，支援教材

ポータルとその活用方法の一端を紹介した。  

 先に述べたように，近年の ICT，SNS の発展は目

覚ましく，日々，これまではなかったような新しい

機能を搭載した機器が開発されている。それが教育

現場に徐々に導入されており，その間隙は日々少な

くなっているように感じられる。支援に関わる教師

や保護者の中には，もっと最新の知識，情報をと思

われる方も少なくないだろう。  

しかし，一方で，新しい技術と機器が生まれたか

らといって，これまで活用されてきた教材・教具が

即不要になることも想像しにくい。  

PC やタブレット端末に読み上げ機能が標準装備

されても，視覚障害のある児童生徒にとって点字は

やはり有効な情報手段であり続けるだろう。  

タブレット端末上のシンボルを選択して，音声出

力によってコミュニケーションが図れたとしても，

自閉症のある児童生徒との意思疎通では紙に手書き

で書いた絵や文字の方が，学習活動や場面によって

は有効な働きをすることはよくあることだ。  

視線入力装置を使って，PC 上の文字を選択して文

章を書くことができても，肢体不自由のある児童生

徒がコンビニで買い物をするには，「店員さん，コー

ラとってきてください」と VOCA で伝えた方が早い

ことは想像できる。  

加えて，高い技術，新しい技術が必ずしも良好な

教育効果をもたらすとは限らない。  

最新の技術であるが故に，ついつい我々はそれら

の性能のみに目を奪われることがあり，機器主導の

支援を展開し，実際の効果は今ひとつ，という落と

し穴に陥ることはよくあるのではないだろうか。  

どこまでいっても教材・教具の選択は，児童生徒の

実態からスタートしなければならない。指導のねら

い，目的に鑑み，十分に検討した上で導入すべきで

ある。そしてその結果を吟味し，児童生徒の実態に

生じた変化に対応して，また次の指導を講じる必要

がある。そのようなサイクルの中で，児童生徒の学

習や生活が豊かになる方策が少しずつ蓄積されてく

るのではないだろうか。また，同時に，その中で，

教師の教材・教具に関する専門性が磨かれるのでは

ないだろうか。  

長年，自作の教材・教具を主に用いて，重い障害

がある人に対して基礎概念や文字，数の導入の指導

方法の研究に取り組んだ水口（2006）は教材・教具

を「言葉である」と述べている。児童生徒が話し言

葉の活用が難しい場合，教師が提示する教材・教具

そのものがメッセージとして，使い方や使う楽しさ

を伝え，そして児童生徒の教材教具の活用の様子か

ら，理解の度合いや感情の変化を教師が読み取るこ

とで相互的なコミュニケーションが生み出されるの

ではないだろうか。このことはどのように教材・教

具にまつわる技術が高くなろうとも不変の原則なの

ではないだろうか。  

児童生徒の持つ課題やそのねらいにぴったりジャ

ストフィットする教材・教具を選択することは，ゴ

ルフでホールインワンを出すように難しい。最初は

遠いところから，少しずつ，より合ったものに近づ

けていくことが大切である。そのような過程の一つ

として，支援教材ポータルを活用していただけたら

よいのではないだろうか。それをきっかけとして，

大学，教育委員会や教育センター等が作成している

同様のポータルサイト等も参考にすることで，支援

者としての知識と情報にアクセスする勘所が身につ

くのではないだろうか。  

  

引用文献 

 

水口浚（2006）「障害児（者）に学ぶ」障害児基礎教

育研究会編 水口浚・吉瀬正則・松村緑治・立松英

子著「一人ひとりの子どもに学ぶ 教材教具の開発

と工夫」p.6-14.学苑社 

文部科学省（2013）「障害のある児童生徒の教材の充

実について（報告）」  

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 特別支

援教育教材ポータルサイト  

http://kyozai.nise.go.jp/ 

 

67 



 事業報告 
国立特別支援教育総合研究所ジャーナル 第９号 20２０年3月 

 本稿は季刊特別支援教育研究 No.75「特別支援教

育支援教材ポータルサイトの紹介」に加筆修正した

ものである。  
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発達障害教育推進センターにおける取組の報告 

－発達障害教育実践セミナー及び横須賀市児童生徒ふれあいフェスタ 
（世界自閉症啓発デーin よこすか）を中心として－ 

 

廣島慎一*・井上秀和*・竹村洋子*・玉木宗久*・ 

藤田昌資*・西村崇宏*・笹森洋樹* 

（*発達障害教育推進センター） 

 

 

要旨：発達障害教育推進センターでは，「発達障害教育実践セミナー」及び「横須賀市児童生徒ふれあいフ

ェスタ（世界自閉症啓発デーin よこすか）」を展開し，発達障害教育に関する実践的な指導力の向上と理解

推進を図っている。「2019 年度（令和元年度）発達障害教育実践セミナー」は，７月 17 日（水），18（木）

に本研究所研修棟において，家庭と教育と福祉の連携を推進する「トライアングル」プロジェクトの報告を

踏まえ，「発達障害者支援における家庭と教育と福祉の連携を推進するための教員研修の在り方」をテーマと

して開催した。参加対象は「都道府県・指定都市・中核市の教育委員会及び教育センターの研修担当の指導

主事」とした。また，「横須賀市児童生徒ふれあいフェスタ（世界自閉症啓発デーin よこすか）」を，11 月

29 日（金）に横須賀市文化会館中ホールで開催した。横須賀市，横須賀市教育委員会等と連携し，地域の保

護者や教員など多くの方々に，広く発達障害に関する理解啓発を図ることを目的として実施した。 

見出し語：発達障害教育実践セミナー，行政説明，基調講演，パネルディスカッション，ワークショップ 

 

Ⅰ．はじめに 

 

発達障害教育推進センターは，発達障害に関する

最新情報や国の動向等についてインターネット等を

通じて幅広く国民に情報提供することに加え，発達

障害教育に関する理解推進と実践的な指導力の向上

を図ることをミッションとしている。そして，それ

らのミッションを果たすための事業として，発達障

害教育実践セミナーと「横須賀市児童生徒ふれあい

フェスタ（世界自閉症啓発デー inよこすか）」を昨年

度に引き続き実施した。 

本稿では，これら二つの事業について，今年度の

取組を紹介する。 

 

Ⅱ．発達障害教育実践セミナー 

 

発達障害教育実践セミナーは，発達障害のある子

どものライフステージに応じた一貫した支援体制の

構築を推進することを目的としており，今年度が３

回目の開催である。今年度は，家庭と教育と福祉の

連携を推進する「トライアングル」プロジェクト報

告を踏まえ，「発達障害者支援における家庭と教育と

福祉の連携を推進するための教員研修の在り方」を

メインテーマとした。広く教育関係者に参加を呼び

かけた過去２回のセミナーとは異なり，今回は，各

地方自治体における研修の充実に寄与すべく，参加

対象を教育委員会，及び教育センターの研修担当指

導主事等に限定したセミナーとした。 

以下に今年度の取組の概要を述べる。  

 

１．開催場所とプログラム 

開催日時：7月17日（水），18日（木） 

開催場所：国立特別支援教育総合研究所 

テーマ：「発達障害者支援における家庭と教育と福

祉の連携を推進するための教員研修の在

り方」 

69  



 

 

 

事業報告 
国立特別支援教育総合研究所ジャーナル 第9号 2020年3月 

参加対象：都道府県・指定都市・中核市の教育委

員会及び教育センターの研修担当の指

導主事等 

日程：（１日目） 

11:00～13:00  受付 

13:00～13:30 開会（趣旨説明） 

13:30～14:50 行政説明 

（文部科学省・厚生労働省） 

15:00～16:30 基調講演 

 

（２日目） 

9:00～12:00 パネルディスカッション 

13:00～15:30 実践紹介 

 

２．内容 

 

１）趣旨説明 

演題：「通級による指導の担当者の専門性向上に資

する研修の在り方」 

講師：笹森洋樹（国立特別支援教育総合研究所） 

概要：本セミナーでは，家庭と教育と福祉の連携

「トライアングル」プロジェクト報告（平成 30 年３

月），障害者活躍推進プラン（平成 31 年４月）等を

踏まえ，発達障害に関する専門的知識を深め，各地

域における発達障害教育の実践的な指導力の向上を

推進するための研修の充実を図ることを目的とする

ことが説明された。その中でも，特に今年度は，通

級による指導の担当者の専門性向上に資する研修の

在り方に焦点を当てることも併せて述べられた。ま

た，研修の在り方について協議を行う際のポイント

として「指導・支援」の専門性と「連携・協働」の

専門性といった２つの視点からの検討が挙げられた。 

参加者からは，「セミナーの内容が体系的に学べる

ものであり良かった」などの感想が寄せられた。  

 

写真１ 趣旨説明「通級による指導の担当者の専門性向上

に資する研修の在り方」：会場の様子 

 

２）行政説明 

テーマ：「これからの家庭と教育と福祉の連携  

～子どもを真ん中に据えて～」 

講師：田中裕一氏 

（文部科学省 特別支援教育調査官）  

テーマ：「発達障害者支援施策について」 

講師：加藤永歳氏 

 （厚生労働省 発達障害対策専門官）  

概要：文部科学省，及び厚生労働省のそれぞれの

立場からお話をいただき，発達障害に関わる教育や

福祉の動向について最新の情報を提供していただい

た。 

参加者からは，「厚生労働省の説明を聞く機会が少

なかったが，とても参考になった。丁寧な説明で非

常に分かりやすかった。」「文部科学省，厚生労働省，

それぞれの立場から最新の情報を交えてお話を聞く

ことができ，非常に有意義だった」，「特別支援教育

の現状と課題について理解を深めることができたと

同時に，自覚や責任感，使命感がわき立つのを感じ

た。」等の感想が寄せられた。  
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 写真２ 行政説明「これからの家庭と教育と福祉の連携」 

：会場の様子 

 

写真３ 行政説明「発達障害者支援施策について」 

：会場の様子 

 

３）基調講演 

テーマ：「発達障害児・者の支援に関する現状と課

題」 

講師：本田秀夫氏（信州大学医学部附属病院  

子どものこころ診療部部長）  

概要：基調講演では，信州大学教授の本田  秀夫氏

より「発達障害児・者の支援に関する現状と課題」

をテーマにお話をいただいた。発達障害児・者の支

援において大切な視点，教育と家庭，福祉・医療と

の連携の在り方等，示唆に富んだお話をいただいた。 

参加者からは，「教育，福祉どの立場の方にとって

も大変学び多い内容で，是非，今後もご示唆いただ

きたく思いました」，「発達障害児・者の状況を詳し

く聞くことができ，教育としてどのような体制作り

が必要かを再考するきっかけとなった」といった感

想をいただいた。 

 

写真４ 

 

 

 

 

 

 

各 

 

 

 

 

写真５ 

写真４，５ 基調講演「発達障害児・者の支援に関する現

状と課題」：会場の様子 

 

４）パネルディスカッション 

テーマ：「教育と家庭・福祉・医療との連携の在り

方と教員に求められる専門性」  

パネリスト：山岡修氏（日本発達障害ネットワー

ク JDD ネット）  

パネリスト：西村浩二氏（広島県発達障害者支援

センター）  

パネリスト：西牧謙吾氏（国立障害者リハビリテ

ーションセンター）  

指定討論者：田中裕一氏（文部科学省 特別支援

教育調査官）  

コーディネーター：笹森洋樹（国立特別支援教育

総合研究所）  

概要：まず３名のパネリストから，家庭，福祉，

医療のそれぞれのお立場で，教育との連携の在り方
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や教員に求められる専門性について情報提供をいた

だいた。その後，文部科学省特別支援教育調査官の

田中  裕一氏を指定討論者としたパネルディスカッ

ションを行った。ここでの論点は，「立場の違う者が

『連携する』『協働する』とはどのようなことを期待

されているのか」，「本人や保護者との共通理解，合

意形成はどのように図れば良いのか」，「『連携・協働』

の視点から教職員が研修すべきことは何か」の三つ

であった。参加者からは，「それぞれの視点から協議

が深められていて興味深かった」，「どう連携すれば

良いのかといったことに対して細やかな示唆をいた

だいた」，「連携を図る上でのコミュニケーションの

大切さを再確認した」等の感想をいただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真７ 

写真６，７ パネルディスカッション「教育と家庭・福祉・

医療との連携の在り方と教員に求められる専門性」 

：会場の様子 

 

５）実践紹介 

テーマ：「効果的な教員研修の在り方」  

話題提供：井上秀和（国立特別支援教育総合研究所）   

話題提供：若山洋氏（宮城県総合教育センター）  

話題提供：若槻洋貴氏（山梨県教育庁）  

コーディネーター：廣島慎一（国立特別支援教育

総合研究所）  

概要：前半は，本研究所から参加者に事前に実施

したアンケート調査（「通級による指導の担当者の専

門性について」）の結果について，その後，宮城県総

合教育センターの若山洋氏，山梨県教育庁の若槻洋

貴氏からそれぞれの自治体における発達障害教育の

専門性を高めていくための効果的な研修について，

話題を提供していただいた。後半は，「通級担当者の

専門性を向上するため，今後取り組みたい（工夫し

たいこと）こと」をテーマとして，参加者に協議を

深めていただいた。また，その際の協議の視点とし

ては「指導・支援」，「連携・協働」の２軸とした。 

 参加者からは，「実践事例が参考になりました」，

「研修の充実を図るための具体的なヒントをたくさ

んいただいた」，「具体的な，そしてとてもすばらし

い実践をお聞きし，明日からまたがんばろうと思い

ました」といった感想をいただいた。アンケートの

結果では，約60名の参加者から，行政説明，基調講

演，パネルディスカッション，実践紹介のいずれの

内容おいても87％以上の参加者が「とても参考にな

った」と回答しており，また「やや参考になった」

を含めると，ほぼ100％の参加者から，本セミナーに

対して高い評価が得られた。 

また，昼食・休憩等の時間帯に，当研究所で実施

している研究紹介パネルを展示した。  

  写真８ 実践紹介：宮城県：会場の様子 
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 写真９ 実践紹介：山梨県：会場の様子 

 

Ⅱ．横須賀市児童生徒ふれあいフェスタ 

（世界自閉症啓発デーin よこすか） 

 

「横須賀市児童生徒ふれあいフェスタ（世界自閉

症啓発デー in よこすか）」は，横須賀市教育委員会

と国立特別支援教育総合研究所との共同で開催した。

本イベントは，横須賀市が，障害者福祉への関心や

理解を深め，誰もが参加できる社会をめざすことを

目的として，実施している「障害者週間キャンペー

ン YOKOSUKA」の一環として開催された。このイ

ベントを通して，保護者，教員，福祉関係者をはじ

め，たくさんの市民の方々の，発達障害に関する理

解につなげていきたいと考えている。今年度は，発

達障害のある人々が地域で生き生きと働く姿を通し

て，家庭・教育・福祉の連携によるライフステージ

に応じた切れ目ない支援について考えるパネルディ

スカッションの部と，教材・教具展示，心理的疑似

体験，ミニ研修講義，横須賀市内の学校による取組

の紹介，よこすか就労援助センターによる展示，国

立特別支援教育総合研究所による研究の紹介等のワ

ークショップの部を実施した。その取組の概要を以

下に述べる。  

 

１．開催場所とプログラム 

開催日時：11 月 29 日（金） 

開催場所：横須賀市文化会館中ホール 

テーマ：「幅広く発達障害に関する理解啓発を図る

こと」 

参加対象：地域の方々，保護者，教員，福祉関係

者など 

日程：（１日目） 

10:00～ 10:30 受付 

10:30～ 10:40 開会 

10:40～ 12:00 パネルディスカッションの部 

12:30～ 13:00 ワークショップの部 

 

２．内容 

１）パネルディスカッションの部 

テーマ：「発達障害のある人々が地域で生き生きと

働く姿を通して，家庭・教育・福祉の連

携によるライフステージに応じた切れ目

ない支援について考える」 

登壇者：横須賀市在住の保護者  

広瀬宏之氏（横須賀市療育相談センター） 

後藤由紀夫氏（よこすか就労援助センタ

ー） 

笹森洋樹（国立特別支援教育総合研究所） 

概要：午前中に行われたパネルディスカッション

の部では，家庭，医療（福祉），労働（福祉），教育

の立場の４名の登壇者から，それぞれの立場での思

いや意見が語られ，ライフステージに応じた切れ目

ない支援についての経験に基づく具体的な話が展開

された。参加者からも，「保護者の方の貴重な子育て

26 年間を聞かせていただいてありがとうございま

した。勇気をもらいました。（５歳の自閉症の子を持

つ母より）」「将来の自立（就労）に向けて家庭で役

割を担うこと，成功体験が重要ということを大切に

していきたいと思いました。」といった感想が得られ

た。また，本イベントは 11 月 30 日（土）付の神奈

川新聞に取り上げられました。 

 

写真 10 パネルディスカッションの部：会場の様子 
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２）ワークショップの部 

概要：午後からのワークショップの部では，心理

的疑似体験のコーナー，DVD 視聴によるミニ研修の

コーナー，教材・教具展示のコーナー，研究紹介の

コーナー，横須賀市内の学校の取組紹介のコーナー

が行われた。参加者が積極的に各コーナーにいる研

究員と質疑応答や意見交換する姿が見られ，活気の

ある時間となった。参加者からも，「ワークショップ

のコーナーを２～３日続けて行って欲しい。」，「実際

に体験することができて良かった。」，「展示している

教材が非常に参考になった。」といった意見をいただ

いた。 

１日を通しての参加者は，約 100 名であった。学

校関係者，福祉関係者，保護者，それ以外の方々に

御参加いただいた。特に印象に残った内容を問うア

ンケートの結果としては，午前中に実施したパネル

ディスカッションの部と答えた方が約 60％で，教材

教具と答えた方が約 30％であり，多くの参加者にと

って，この２つの内容に興味を持たれたことが分か

った。また，「このような機会があれば，また参加し

たいと思いますか。」という問いには，「思う」「少し

思う」と答えた方が 100％となり，今回の取組の必

要性を強く感じた。  

 

写真 11 ワークショップの部：会場の様子 

 

Ⅲ．おわりに 

 

発達障害教育実践セミナーと横須賀市児童生徒ふ

れあいフェスタ（世界自閉症啓発デー in よこすか）

について今年度の取組を紹介した。  

発達障害教育実践セミナーでは，昨年度とは違っ

て参加対象を「都道府県・指定都市・中核市の教育

委員会及び教育センターの研修担当の指導主事」に

絞り，各地域における発達障害教育の実践的な指導

力の向上を推進するための研修の充実を図ることを

主な目的とした。参加者からも今後の取組のヒント

をもらえたといった声も多く，本研修が各地域での

それぞれの実践につながっていくことを改めて実感

した。また，横須賀市児童生徒ふれあいフェスタ（世

界自閉症啓発デーin よこすか）においても，多くの

方々の参加を得ることができた。教育関係者だけで

なく，保護者，福祉関係者などの参加もあり，各関

係者の興味・関心の高さを伺うことができた。 

今後も，教育関係者だけでなく，保護者や福祉関

係機関との連携を大切にし，支援が必要な子ども達

やその保護者・関係者が，地域で切れ目なくつなが

っていくことのできる社会となるよう本センターで

の事業を展開していきたいと考えている。 

 

引用・参考文献 

国立特別支援教育総合研究所（2019）．令和元年度発

達障害教育実践セミナー実施要項．  

国立特別支援教育総合研究所（2019）．令和元年度横

須賀市児童生徒ふれあいフェスタ（世界自閉症啓

発デーin よこすか）実施要項．  

国立特別支援教育総合研究所発達障害教育推進セン

ター（2019）．2019 年度（令和元年度）発達障害

教育実践セミナー．http://icedd.nise.go.jp/?page_id

=1583 
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インクルーシブ教育システム推進センター 事業報告  
 

星 祐子  

（インクルーシブ教育システム推進センター） 

 

要旨：平成28年度に開設したインクルーシブ教育システム推進センターは, インクルーシブ教育システムの

構築に向けて , 地域が直面する課題解決に資する「地域実践研究事業」, 障害者の権利に関する条約の批准

を踏まえた国際的動向の把握と諸外国の最新情報の調査と発信, 海外との研究交流を進める「諸外国の最新

情報の収集･発信と国際交流事業」 , インクルDB（インクルーシブ教育システム構築支援データベース）の

活用を推進する「情報発信・相談支援事業」の３事業を推進してきた。本稿は , その事業について概説する。 

見出し語：インクルーシブ教育システム，地域実践研究事業，諸外国の最新情報の収集・発信, 国際交流，

インクルDB（インクルーシブ教育システム構築支援データベース） 

 

Ⅰ．はじめに 

 

平成 28 年４月に , インクルーシブ教育システム

構築に向けた地域や教育現場における取組を支援す

ることを目的として , インクルーシブ教育システム

推進センター（以下, センター）を開設した。  

センターでは , 地域が直面する課題に対応した研

究（地域実践研究）の推進 , 国際的動向の把握や諸

外国の最新情報の収集及び海外との研究交流 , イン

クルーシブ教育システム構築事業を支援するデータ

ベースの整備･情報提供と支援を行っている。 

 

Ⅱ．地域実践研究事業 

 

１．地域実践研究の特徴 

地域実践研究は , 地域や学校が直面する課題を研

究テーマに設定し , その解決を目指して , 研究所の

研究員と各教育委員会より派遣された地域実践研究

員が協働して研究に取り組む新しい仕組みの研究で

ある。  

 

２．地域実践研究のテーマについて 

地域実践研究のメインテーマは , インクルーシブ

教育システム構築に向けた体制整備に関する研究及

び特別支援教育に関する実際的研究とした。そして,  

地域における現状と課題 , ニーズの把握等から , メ

インテーマ毎にサブテーマとして４課題, 計８課題

を以下の通り , 設定し , 各２年間における研究とし

た。 

 

①メインテーマ１：インクルーシブ教育システム構

築に向けた体制整備に関する研究  

・地域におけるインクルーシブ教育システム構築に

関する研究（平成28・29年度）  

・インクルーシブ教育システム構築に向けた研修に

関する研究 （平成28・29年度） 

・教育相談・就学先決に関する研究（平成30・31年

度） 

・インクルーシブ教育システムの理解啓発に関する

研究（平成30・令和元年度）  

②メインテーマ２：インクルーシブ教育システム構

築に向けた特別支援教育に関する実際的研究  

・交流及び共同学習の推進に関する研究（平成28・

29年度）  

・教材教具の活用と評価に関する研究（平成28・29

年度）  

・多様な教育的ニーズに対応できる学校づくりに関

する研究（平成30・令和元年度） 

・学校における合理的配慮及び基礎的環境整備に関

する研究（平成 30・令和元年度） 

 

３．地域実践研究の体制について 

各地域から１年間の派遣による地域実践研究につ

いては , 各地域から派遣された「長期派遣型」（１年
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間, 研究所に滞在して研究を推進）及び「短期派遣

型」（主に各地域で研究活動に従事し , 研究所への来

所は , 年３回程度）の地域実践研究員と本研究所の

研究員が協同して研究を推進してきた。  

令和元年度は, 長期派遣型については４地域から  

５名 , 短期派遣型については , 10地域から12名 , 計

17名の地域実践研究員を派遣いただき , ４課題毎に

所内の研究員と地域実践研究員からなる研究チーム

を構成し , 研究活動を実施した。地域実践研究には, 

都道府県・指定都市に加え , 平成30年度からは市区

町村からも参画いただき , 地域とのより緊密な連携

の下 , 地域や学校が直面する課題の解決に向け協働

していくこととした。  

研究の推進に当たっては , 年３回の研究推進プロ

グラムを実施して, アドバイザーの筑波大学安藤隆

男教授, 島根大学原広治教授にも出席いただき, 助

言をいただいた。４課題合同での報告や課題毎の協

議等を通して, 研究実施計画作成, 進捗状況の把握, 

研究のまとめ等を推進した。

 

写真１ 研究推進プログラムの様子 

 

４．地域実践研究の内容について 

４課題の概略と参画地域は以下の通りである。  

１）教育相談・就学先決に関する研究 

各地の就学に係る教育相談 , 就学先決定に関し , 

本人・保護者への情報提供 , 園・学校間の連携 , 合

意形成 , 就学先決定後の見直し等に関する現状及び

課題を明らかにすること , 各自治体の工夫・取組か

ら, 課題解決の方策や就学先決定に係る各プロセス

についての留意事項 , 参考となる知見について整理

し, 提供する。  

平成30年度参画地域：長期派遣型（長野県） 

令和元年度参画地域：長期派遣型（長野県）短期

派遣型（柏市, 富士見市 , 坂城町）  

 

２）インクルーシブ教育システムの理解啓発に関す

る研究 

 共生社会の形成のためのインクルーシブ教育シス

テムの構築には , 全ての教師 , 子ども , 保護者 , 地

域の理解が重要である。参画地域における訪問調査

等を通して, 今後10年を見越して学校や教師がめざ

したい姿を検討し ,そのための研修等の取組につい

て提言する。  

 平成30年度参画地域：長期派遣型（青森県 , 埼玉

県, 静岡県）, 短期派遣型（釜石市, 宮城県, 鹿沼市, 

兵庫県 , 島根県）  

 令和元年度参画地域：長期派遣型（青森県 , 埼玉

県）, 短期派遣型（釜石市 , 鹿沼市, 藤枝市, 田原市, 

兵庫県）  

 

３）多様な教育的ニーズに対応できる学校づくりに

関する研究 

 特別支援教育や児童・生徒指導の充実等 , 学校は

子どもの多様な教育的ニーズに応えることが求めら

れる。本研究は , 地域における学校づくりの取組の

現状や課題を明らかにし , 教育現場で活用できる学

校づくりモデルやそのプロセスを支援するツールを

提案する。  

 平成30年度参画地域：長期派遣型（静岡県） , 短

期派遣型（横須賀市, 奈良県）  

 令和元年度参画地域：長期派遣型（静岡県） , 短

期派遣型（横須賀市）  

 

４）合理的配慮及び基礎的環境整備に関する研究 

小・中学校に在籍する児童生徒への合理的配慮の

提供に向けて, その体制作りのために教育現場には

どのようなニーズがあるのか, また合理的配慮・基

礎的環境整備の考え方等を普及していくための方策

等を学校現場の状況を踏まえて検討する。  

平成30年度参画地域：長期派遣型（川山県） , 短 

期派遣型（富士見市）  

 令和元年度参画地域：長期派遣型（静岡県） , 短
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期派遣型（御嵩町）  

 

５．研究成果の普及と活用について 

地域実践研究の研究成果については, 研究に参画

いただいた指定研究協力地域において地域実践研究

フォーラム等を開催し, 得られた知見や成果を提供

した。各地域において, 特別支援学校, 幼稚園, 認

定こども園, 保育所, 小学校, 中学校, 高等学校 

の教員, 県教育委員会及び市町村教育委員会の職員

などおよそ40名から500名の参加があり, 活発な質

疑応答が行われた。地域実践研究フォーラム終了後

の参加者アンケートからは, 本研究所及び地域実践

研究事業に対する期待や要望が多く寄せられた。 

 

 

写真２ 静岡県における地域実践研究フォーラムの様子 

 

また, 平成28・29年度に終了した４課題, 及び平

成30年度に取り組んだ４課題については, その成果

をそれぞれ冊子「地域実践研究事業報告書 地域にお

けるインクルーシブ教育システムの推進」にまとめ

た。各地域における取組の参考としていただきたい。 

 

Ⅲ．諸外国の最新情報の収集･発信と 

国際交流事業 

 

１．国際的動向の把握 

障害者の権利に条約の批准を踏まえた国際的動向

の把握を行った。国別調査では, 国別調査班（アメ

リカ班, イギリス班, オーストラリア班, 韓国班, 

スウェーデン班, フィンランド班）を編成して, 各

国の教育事情に造詣の深い特任研究員の協力を得な

がら, 諸外国のインクルーシブ教育システムや特別

支援教育に関する情報の収集と整理を行った。 

これらの国別調査については, 小冊子「諸外国に 

おけるインクルーシブ教育システムに関する動向」

としてまとめるとともに, 特総研ジャーナルに掲載

し, 情報の提供を行った。  

 

２．海外の研究機関との研究交流の推進 

研究交流の促進を目指した海外の研究機関への研

究職員の派遣, NISE 特別支援教育国際シンポジウ

ムの開催, 海外からの視察・見学の受入れ等に取り

組んだ。 

１）海外の研究機関への研究職員の派遣 

韓国国立特殊教育院（KNISE）とは, 1995 年に研

究交流及び強力に係る覚書を締結し, 2001 年から

2012 年まで開催した日韓セミナーを始めとして, 

両機関における国際シンポジウム・セミナーに, そ

れぞれの機関の研究職員を派遣する等, 交流を進め

てきたが, 2019 年７月に覚書を再締結し, 交流をよ

り深めていくことを確認した。 

 

 

写真３ 署名式（覚書の再締結） 

 

韓国は, 2008 年に障害者の権利に関する条約に批

准し, 韓国内の特殊教育（日本における特別支援教

育）や統合教育（日本におけるインクルーシブ教育

システム）の充実に向けた様々な取組をしている。

韓国との交流を通して, 今後のわが国のインクルー

シブ教育システム推進に関する示唆を得ていきたい

と考えている。 
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また, フランス国立特別支援教育高等研究所

（INS-HEA）とは, 2015 年に研究協力及び交流に係

る協定を締結しているが, 2019 年９月に所長の表敬

訪問があり, フランスのインクルーシブ教育システ

ムの現状や課題を伺うとともに, 意見交換を行った。      

 

２）NISE 特別支援教育国際シンポジウムの開催 

2020 年１月 25 日（土）に, 東京都千代田区の一

橋講堂にて「第５回 NISE 特別支援教育国際シンポ

ジウム」を開催した。幼稚園, 小学校, 中学校, 高等

学校 , 特別支援学校等の教員 , 大学教員 , 教育・福

祉・行政機関の関係者, 保護者等 , 350 名程の方にご

参加いただいた。  

今年度は , テーマ「子どもの学習のつまずきに速

やかに対応する取組 ─フィンランドの教育実践か

ら今後を展望する─」の下, 津田塾大学准教授渡邊

あや氏から , 日本と比較しながらフィンランドの教

育制度と現状等について話題提供をいただいた。ま

た , 本研究所研究員から , 令和元年度に実施したフ

ィンランド実地調査結果を報告した。講演では , フ

ィンランド政府でナショナル・カリキュラムの取り

まとめをされたピリヨ  コイブラ氏から , 2014 年に

改訂され , 2016 年より実施されているナショナル・

カリキュラムを踏まえて , フィンランドにおいて学

習につまずいている子どもや障害のある子どもへの

指導・支援をどのように行っているのか , その実際

について紹介いただいた。 

ディスカッションでは , 栃木県鹿沼市立みなみ小

学校堀川知子教諭から一人ひとりのニーズに合わせ

た朝学習の実践について紹介いただいた。その後 , 

講演や話題提供 , 日本における教育実践の報告を踏

まえ , 小・中学校等において , 支援を必要とする

様々な子ども達に対する教育の実践の充実に向けた

工夫や課題等についてフロアを交えて議論を深めた。 

また , シンポジウムに先立ち , 本研究所の研究員

より , 諸外国におけるインクルーシブ教育システム

の動向について , フィンランド , 韓国 , アメリカ , 

イギリス , オーストラリア , スウェーデンの調査内

容等を掲載した小冊子を中心に報告を行った。 

参加者からは, 「とても視野が広がった。同時に , 

我々の日々の実践とつながることが多く , 力づけら

れた」 , 「支援員がしっかり教育され , 手厚く配置

されているフィンランドをうらやましく思いまし

た」, 「『フィンランドはとても柔軟』という話があ

ったが , 私の勤める支援学校の『ユニット学習』（小

集団での学習）にその柔軟さが生かせるかなと感じ

た」等 , 数多くの感想が寄せられた。 

本シンポジウムを通して , 障害の有無にかかわら

ず, 学習のつまずきに気づいた時点で , 柔軟な対応

ができるような体制をつくっていくこと , 子ども一

人一人の可能性を引き出し, 学びの充実感が感じら

れる授業づくり , それを支える教職員集団の大切さ

等を学ぶ機会となった。  

 

 

 

写真４ 国際シンポジウムの様子 

 

３）海外からの視察の受け入れ 

JICAによる海外からの研修を始めとして , フラン

ス国立特別支援教育高等研究所 , 中国江蘇省教育庁

関係者など海外の教育機関・研究機関等から, 24カ
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国124名の研修・訪問視察の受け入れを行った。 

 

Ⅲ．情報発信・相談支援事業について 

 

１．インクルーシブ教育システム構築支援データベ

ース（インクルＤＢ）による情報提供 

障害者差別解消法の趣旨を踏まえ , 合理的配慮の

提供に至る合意形成のプロセスを含む実践事例掲載

数を460件とした。今年度においては, 文部科学省の

委託事業「発達障害の可能性のある児童生徒の多様

な特性に応じた合理的配慮研究事業」の実践事例 , 

及び「心のバリアフリー学習推進会議」報告で今後

の取組方策として提言された「交流及び共同学習」

の実践事例を掲載した。  

また, 幼稚園, 小・中学校, 高等学校等の関係者へ

の周知を図るため , インクルDBのチラシを広く配

布すると共に , インクルーシブ教育システム普及セ

ミナー, 研究所公開等において , インクルDBコーナ

ーを設け , インクルDBの情報提供を行った。  

 

 

写真５ 静岡で開催されたインクルーシブ教育システ

ム普及セミナーにおけるインクルDB紹介コーナー 

 

２．相談支援について 

インクルDB内に相談コーナーを設け ,  各都道府

県・市町村・学校の相談に応じた。  

 

Ⅳ．インクルーシブ教育システム推進に向

けて 

インクルーシブ教育システムについての理解・啓

発を図ることを目的として , インクルーシブ教育シ

ステム普及セミナーを静岡県（中部地区）で開催し

た。 

第一部は , 研究所より研究所及びセンターの事業

紹介 , インクルーシブ教育システムに関するミニ講

座等を行い , 第二部は , 静岡県における特別支援教

育の概要についての説明後 , 多様性の理解を組織的

に進める校内体制 , 障害のある人のキャリア発達と

生涯学習支援 , 中学校・高等学校における通級によ

る指導 , 小学校 , 高等学校における特別支援学校分

校の共生・共育地域の取組の４分科会に分かれ , 地

域の取組についての報告 , 協議が行われた。  

県内外の特別支援学校のみならず , 幼稚園, 小・

中・高等学校の教職員や教育委員会, 福祉・労働な

ど関係する機関の職員にも多く参加いただき , イン

クルーシブ教育システムの推進に熱い期待が寄せら

れていた。  

 

 

 写真６ 静岡県における普及セミナー 

 

次年度以降も, 我が国のインクルーシブ教育シス

テム構築の推進に寄与すべく, 研究及び事業を展開

し, 情報の発信に努めていきたい。 
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特別支援教育の動向 

特別支援教育の動向 
 

文部科学省 初等中等教育局 特別支援教育課 

 

 

Ⅰ.特別支援教育の現状 

 

障害のある子供については，その能力や可能性を最

大限に伸ばし，自立や社会参加に必要な力を培うため，

一人一人の教育的ニーズに応じ，多様な学びの場にお

いて適切な指導を行うとともに，必要な支援を行う必

要がある。現在，特別支援学校，特別支援学級，通級

による指導においては，特別の教育課程や少人数の学

級編制の下，特別な配慮により作成された教科書，専

門的な知識・経験のある教職員，障害に配慮した施設・

設備等を活用して指導が行われている。特別支援教育

は，発達障害も含めて，特別な支援を必要とする子供

が在籍する全ての学校において実施されるものであり，

通常の学級に在籍する障害のある児童生徒に対しても，

合理的配慮の提供を行いながら，必要な支援を行う必

要がある。 

義務教育段階の児童生徒については，2019 年５月１

日時点で，特別支援学校と特別支援学級の在籍者と通

級による指導を受けている子供の数は約 45.2 万人とな

っており，増加傾向にある。 

現在，文部科学省では，「新しい時代の特別支援教育

の在り方に関する有識者会議」を開催しており，医療

や福祉との連携の推進，障碍者の権利に係る国際的動

向等も踏まえつつ，特別支援教育の現状と課題を整理

し，一人一人のニーズに対応した新しい時代の特別支

援教育の在り方や，その充実のための方策等について

検討を行っている。 

 

Ⅱ.特別支援教育に係る近年の施策 

 

１.高等学校における通級による指導の開始 

高等学校では，従来，障害のある生徒に対する指

導や支援は，通常の授業の範囲内での配慮や学校設

定教科・科目等により実施されており，特別の教育

課程を編成して，通級による指導を実施することは

可能とはなっていなかった。 

中学校で通級による指導を受ける生徒数は年々増

加しているが，障害のある生徒の高等学校段階での

進路は，主として高等学校の通常学級と特別支援学

校高等部に限られていたこと，障害者の権利条約で

提唱された「インクルーシブ教育システム」の理念

を踏まえ，高等学校においても適切に特別支援教育

が実施されるよう，多様な学びの場が求められてい

る。 

これらを踏まえ，高等学校においても通級による

指導が実施できるよう，2016年に関係法令を改正し，

2018年度から開始することとなった。 

制度の概要は以下の通りである。 

・高等学校で障害に応じた特別の指導を行う必要が

ある者（言語障害，自閉症，情緒障害，弱視，難

聴，学習障害（LD），注意欠陥多動性障害（ADHD），

肢体不自由，病弱・身体虚弱）を教育する場合，

特別の教育課程によることができる。 

・障害に応じた特別の指導を高等学校の教育課程に

加え，又は選択教科・科目の一部に替えることが

できる 

・障害に応じた特別の指導に係る修得単位数を，年

間７単位を超えない範囲で卒業認定単位に含める

ことができる。 

2018 年度には，45 の都道府県で開始されており，

2019 年度からは全ての都道府県において実施される

こととなっている。 

 

２.学習指導要領等の改訂 
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2017 年４月に新しい特別支援学校幼稚部教育要領

と特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を，2019

年２月に新しい特別支援学校高等部学習指導要領を

公示した。 

2020 年度から特別支援学校小学部で新学習指導要

領が全面実施される。 

改訂の基本的な考え方としては，社会に開かれた

教育課程の実現，育成を目指す資質・能力，主体的・

対話的で深い学びの視点を踏まえた指導改善，各学

校におけるカリキュラム・マネジメントの確立など，

初等中等教育全体の改善・充実の方向性を重視した

こと，障害のある子供たちの学びの場の柔軟な選択

を踏まえ，幼稚園，小・中・高等学校の教育課程の

連続性を重視したこと，障害の重度・重複化，多様

化への対応と卒業後の自立と社会参加に向けた充実

を盛り込んだことが挙げられる。 

主な改善事項としては，以下の通りである。 

○学びの連続性を重視した対応 

・重複障害者等に関する教育課程の取扱いについ

て，子供たちの学びの連続性を確保する観点か

ら，基本的な考え方を規定。 

・知的障害者である子供のための各教科等の目標

や内容について，育成を目指す資質・能力の三

つの柱に基づき整理。 

○一人一人に応じた指導の充実 

・視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者及び病

弱者である子供に対する教育を行う特別支援学

校において，子供の障害の状態や特性等を十分

考慮し，育成を目指す資質・能力を育むため，

障害の特性等に応じた指導上の配慮を充実。 

・発達障害を含む多様な障害に応じた指導を充実

するため，自立活動の内容として，「障害の特性

の理解と生活環境の調整に関すること」などを

規定。 

○自立と社会参加に向けた教育の充実 

・卒業後の視点を大切にしたカリキュラム・マネ

ジメントを計画的・組織的に行うことを規定。 

・幼稚部，小学部，中学部段階からのキャリア教

育の充実を図ることを規定。 

・生涯学習への意欲を高めることや生涯を通じて

スポーツや文化芸術活動に親しみ，豊かな生活

を営むことができるよう配慮することを規定。 

・障害のない子供との交流及び共同学習を充実。 

・知的障害者である子供のための各教科の内容を

充実。 

 

３.教育と福祉の連携 

発達障害をはじめとする障害のある子供たちへの

支援に当たっては，行政分野を超えた切れ目ない連

携が不可欠であり，一層の推進が求められていると

ころである。特に教育と福祉の連携については，教

育委員会や福祉部局の主導のもと，支援が必要な子

供やその保護者が，乳幼児期から学齢期，社会参加

に至るまで，地域で切れ目ない支援が受けられる支

援体制の整備が求められている。 

文部科学省と厚生労働省では，両省連携による，

家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジ

ェクトを 2017 年 12 月に発足させ，翌年３月に，教

育と福祉の連携を推進するための方策及び保護者支

援を推進するための方策について取りまとめた。報

告書には，具体的な今後の対応策として，各地方自

治体において，教育委員会や福祉部局が主導し，学

校と障害福祉サービス事業者との関係構築の場を設

置することで教育と福祉の連携を加速させることや，

相談窓口の整理を行うなど保護者支援の取組を充実

させることなどを掲げている。両省では，同年５月

に連名の通知を各地方自治体に対して発出し，報告

書の趣旨を広く周知するとともに，自治体の好事例

等も併せて示し，教育と福祉の一層の連携の推進に

向けた積極的な取組を促している。 

また，文部科学省では，同年８月に，学校教育法

施行規則の改正を行い，「個別の教育支援計画」の作

成に当たっては，児童生徒等又はその保護者の意向

を踏まえつつ，医療，福祉，保健，労働等の関係機

関等と当該児童生徒等の支援に関する必要な情報の

共有を図らなければならないこととした。 
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４.遠隔教育 

平成 27年４月，多様なメディアを高度に利用して，

当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる授業

（同時双方向型）が，授業の形態の一つとして，学

校教育法施行規則に位置付けられた。これにより，

高等学校等に在籍する生徒は，遠隔教育によって授

業を受け，これにより一定の単位を修得することが

可能となった。 

しかし，当該制度を利用するにあたっては，高等

学校等においては，配信側の教員について，受信側

の高等学校等の身分を有し，かつ当該教科の免許保

有者であることを必要としていた。また，受信側に

ついても，原則として当該高等学校等の教員を配置

することとされていた。 

こうした現状であったところ，令和元年６月，文

部科学省において「新時代の学びを支える先端技術

活用推進方策（最終まとめ）」が取りまとめられ，遠

隔教育の要件を緩和することとされた。これを受け，

令和元年 11 月，文部科学省は通知を発出し，高等学

校段階の病気療養中の生徒に対し，受信側の教員の

配置に関する要件が緩和されることとなった。 

具体的には，病室等において，疾病による療養の

ため又は障害のため相当の期間学校を欠席すると認

められる生徒等に対し，同時双方向型の授業配信を

行う場合には，受信側の病室等に当該高等学校等の

教員を配置することは必ずしも要しないこととなっ

た。 

この場合の留意事項は，以下の通りである。 

・当該高等学校等と保護者が連携・協力し，当該

生徒の状態等を踏まえ，体調の管理や緊急時に

適切な対応を行うことができる体制を整えるよ

うにすること。 

・配信側の教員は受信側の病室等で当該対応を行

う者と連携・協力し，当該生徒の日々の様子及

び体調の変化を確認すること。 

 

５.教師の専門性の向上 

特別支援教育担当教師の養成は，主として大学の

特別支援教育関係の課程等において行われている。

2017 年の関係法令の改正により，2019 年４月以降に

入学する者については，１単位以上「特別の支援を

必要とする幼児，児童及び生徒に対する理解」を修

得することを定めた。2019 年 4 月から，中央教育審

議会の審査に基づき，文部科学大臣の認定を受けた

大学において新しい教職課程が始まっている。 

また，独立行政法人国立特別支援教育総合研究所

においては，特別支援教育関係の研修や講義配信を

行っている。各都道府県教育委員会においては，初

任者研修や中堅教諭等資質向上研修において特別支

援教育に関する内容を盛り込んでいる。 

 

６.交流及び共同学習 

交流及び共同学習は，障害のある子供，障害のな

い子供の双方にとって，豊かな人間性を育むととも

に，お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会となるな

ど，「心のバリアフリー」の実現に向けて大きな意義

を有するものである。 

2017 年２月に政府として決定した「ユニバーサル

デザイン 2020 行動計画」を踏まえ，文部科学省にお

いて，厚生労働省と協力し，「心のバリアフリー学習

推進会議」を開催し，学校における「心のバリアフ

リー」の教育を展開するための方策について検討を

行い，2018 年２月に「学校における交流及び共同学

習の推進について」を取りまとめた。 

この取りまとめでは， 

・十分な事前学習と事後学習を実施し，年間を通じ

て継続的な取組として計画的に進めることが重要

であること 

・校長のリーダーシップの下，学校全体で組織的に

取り組む必要があること 

・教育委員会が中心となり，福祉部局，関係団体等

のネットワークを形成することが重要であること 

等を盛り込んでいる。 

文部科学省では，この取りまとめを各教育委員会

等に周知し，推進を求めるとともに，心のバリアフ
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リーに関する事業を充実し，取組を全国に普及させ

ることに取り組んでいる。 

さらに，「学校における交流及び共同学習の推進に

ついて」を受け，2019 年３月，「交流及び共同学習ガ

イド」を改訂し，交流及び共同学習に関する取組事

例等をホームページに掲載し，周知を図っている。 

 

７.医療的ケア 

2018 年５月に文部科学省が実施した調査結果によ

ると，公立の特別支援学校や小・中学校に在籍する

医療的ケアが必要な幼児児童生徒の数は増加傾向に

ある。このような状況を踏まえ，文部科学省では，

学校への医療的ケアのための看護師配置に係る予算

を拡充するなどして，教育委員会や学校等における

取組を支援している。 

 表 1 公立の特別支援学校や小・中学校に在籍する 

医療的ケアが必要な幼児児童生徒数の推移 

また，近年，医療技術の進歩等を背景として，気

管切開や人工呼吸器を使用する子供が増加傾向にあ

り，学校においてはこれらの幼児児童生徒の受入れ

体制の構築が喫緊の課題となっている。このことか

ら，文部科学省では，酸素療法や人工呼吸器の管理

などの医療的ケアに学校が対応する際の体制の在り

方等に関する調査研究を 2017 年から実施している。 

さらに，医療機関でない学校においては，教職員

と看護師の「共働」もしくは「協働」によって医療

的ケアが行われることが望ましく，その特殊性から

教職員のみならず，看護師に対する研修も重要であ

ることから，文部科学省では，教育委員会による看

護師に対する研修機会の提供を確保・充実するため，

厚生労働省や日本看護協会の協力の下，学校で医療

的ケアを行う看護師等を対象とした研修会を開催し

た。

学校の種類 2018 年 2017 年 2016 年 

特別支援学校 8,567 人 8,218 人 8,116 人 

小・中学校 974 人 858 人 766 人 
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① 世界自閉症啓発デー2019 

 自閉症啓発デー2019・シンポジウムが，４月６日

（土）に全社協・灘尾ホール（東京）で開催されま

した。今回のテーマは『 輝く人・照らす人 』で，

シンポジウムには 327 名の参加がありました。今年

度は３つのテーマが企画されました。「地域を照らす

人」では，各市の支援体制や事業者の積極的な取組

について意見交換が行われました。「ＴＶの中で輝く

人・照らす人」では，テレビというマスメディアを

使った自閉症への理解啓発の可能性について意見交

換が行われました。「暮らしの中で輝く人・照らす人」

では，自閉症のある方が家族と共に成長を喜び合う

取組の様子が紹介されました。 

会場には自閉症のある方の作品や応援メッセージ

が展示され，昼食休憩中には東京タワー啓発イベン

トのビデオ上映もありました。今年はセサミストリ

ートのキャラクターも参加し，青いハートの点灯に

参加する様子が映し出されました。シンポジウムの

最後は全国からの当事者メッセージが流れ，温かい

雰囲気の中で閉会しました。 

○世界自閉症啓発デー公式サイト→ 

http://www.worldautismawarenessday.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ シンポジウムの様子 

 

② 2019年度第１回高等学校における通級による指

導に関わる指導者研究協議会 

 ５月７日（火），８日（水）の２日間にわたり，「高

等学校における通級による指導に関わる指導者研究

協議会」を開催しました。本協議会には，指導的立

場にある教職員 111 名が全国から集まりました。受

講者それぞれから，各地の高等学校における通級に

よる指導に関する課題が持ち寄られ，解決を目指し

た協議が行われました。 

本協議会のプログラムは，「班別協議」を中心に構

成されております。14 の班に分かれた受講者は，各

地の通級による指導の充実を目指した議論を積極的

に交わしました。「そもそも高校に通級は必要か？」

「自立活動を単位認定する必要性は何か？」といっ

た制度の本質に迫る話題から，「必要とする生徒に支

援を提供するための工夫とは何か？」といった実際

的な話題まで，様々な話題が上がっていました。 

そんな中，各班の議論に耳を傾けていると，各班

の協議に共通項があることに気が付きました。「チー

ム・ティーチングをどのように進めるか？」「通級指

導担当教員以外が関与する機会をどのように設ける

か？」「中高の引継ぎをどのように行うか？」「地域

の理解啓発をどのように進めるか？」「本人・保護者

の理解をどのように得るか？」など，様々な『連携』

の在り方が話題に取り上げられていたのです。 

通級による指導では，特別の教育課程が編成され，

生徒に対して個別の指導が行われます。一方，個に

応じた指導の充実を目指すには，担当する教員一人

だけが携わればよいというものではありません。校

内外の様々な人同士の連携が必須と言えます。新し

い学習指導要領にも，通級による指導の充実に向け

て「教師間の連携」「学校間及び担当教師間の連携」

「関係機関との連携」などと示されており，連携の

大切さを訴えるキーワードは，数多く挙げられてい

ます。 

 

③ 発達障害教育実践セミナー 

 ７月 17 日（水），18 日（木）に本研究所研修棟に

て「令和元年度発達障害教育実践セミナー」を開催

しました。本セミナーは今年度で３回目になります。 
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今年度は，家庭と教育と福祉の連携を推進する「ト

ライアングル」プロジェクト報告を踏まえ，「発達障

害者支援における家庭と教育と福祉の連携を推進す

るための教員研修の在り方」をメインテーマとしま

した。今回は，各地方自治体における研修の充実に

寄与すべく，参加対象を教育委員会及び教育センタ

ーの研修担当の指導主事等に限定したセミナーとし

ました。 

当日は全国から指導主事等 48 名の皆様に参加い

ただきました。１日目は行政説明と基調講演，２日

目はパネルディスカッションと実践紹介，研究協議

を実施しました。 

行政説明では，文部科学省の田中裕一特別支援教

育調査官と厚生労働省の加藤永歳発達障害対策専門

官から国の最新情報をお話しいただきました。 

基調講演では，信州大学の本田秀夫教授より「発

達障害児・者の支援に関する現状と課題」をテーマ

に，今の社会が抱える問題や家庭や福祉との連携の

在り方等，たくさんの示唆をいただくことができま

した。 

２日目のパネルディスカッションでは「教育と家

庭・福祉・医療との連携の在り方と教員に求められ

る専門性」をテーマとしました。家庭（日本発達障

害ネットワーク JDD ネット山岡修氏），福祉（広島県

発達障害者支援センター西村浩二氏），医療（国立障

害者リハビリテーションセンター西牧謙吾氏）の３

名のパネリストからの提言をもとに，連携の在り方

に関して活発な議論が行われました。 

 

④令和元年度度特別支援教育における ICT活用に関

わる指導者研究協議会 

 ７月 22 日（月），23 日（火）の２日間，特別支援

教育における ICT 活用に関わる指導者研究協議会を

本研究所において開催しました。本研究協議会は，

インクルーシブ教育システムの充実を目指し，障害

のある幼児児童生徒に適切な指導・支援を行う上で

必要な ICT 活用について，指導的立場にある教職員

による研究協議等を通じ，各地域の特別支援教育に

おける ICT 活用の推進を図ることを目的としていま

す。今年度は，全国から特別支援学校，小・中学校

等教員や指導主事等 77 名が参加しました。 

１日目は，文部科学省による行政説明「新学習指

導要領を踏まえた ICT 活用」を踏まえ，本研究所の

教材・教具班が有する ICT 活用に関する知見につい

ての情報提供を行いました。 

２日目は，ICT 活用の推進に向けた先進的な取組

として，鳥取県教育委員会事務局特別支援教育課の

勝田浩司指導主事，広島県尾道特別支援学校の中野

紘之教諭より，各自治体における取組について発表

していただきました。また，仮想事例を用いた校内・

地域における ICT 活用に関する研修の在り方を考え

る演習や，研究所の施設見学を通した支援機器・教

材の体験を行いました。 

今年度の新たな取組として，班別協議において，

参加者の学校・地域における取組が，どのような児

童生徒像，学校像を目指しているのかについて事前

レポートに基づき確認し合うことから協議を始める

こととしました。そして，各自の抱えている課題解

決の方略を班内で話し合いながら，今後の課題解決

のための計画を作成しました。最後には，各自の計

画をまとめた紙面に基づき，ポスターセッション形

式により受講者全体での振り返りを行いました。 

 

⑤令和元年度特別支援学校寄宿舎指導実践協議会 

 令和元年７月 30 日（火）に本研究所において，特

別支援学校寄宿舎指導実践協議会を，全国特別支援

学校長会（以下，全特長）との共催により開催しま

した。寄宿舎指導員の全国レベルでの研修会，情報

交換の場は非常に少なく，各都道府県教育委員会等

から推薦された 63 名の寄宿舎指導員等が熱心に参

加しました。 

午前中には，文部科学省による行政説明が行われ，

新学習指導要領の解説を含めた特別支援教育の動向

について説明がありました。続いて，全特長会長で

東京都立大塚ろう学校の朝日滋也統括校長より「生

涯学習の充実と寄宿舎指導の在り方」と題した基調

講演が行われ，生涯学習の視点をもった寄宿舎指導

の在り方について各自が考えを深めました。 

午後からは，視覚障害教育，聴覚障害教育，知的

障害教育（２班），肢体不自由教育・病弱教育の各障

害種に分かれて部会別協議を行いました。寄宿舎生

の多様化（障害の重度・重複化，年齢幅），入舎生数
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の減少，避難訓練の実施方法，舎生の携帯電話やス

マートフォンの使用など，寄宿舎指導員が日頃抱え

ている課題やその工夫などについて，協議しました。 

 

⑥令和元年度特別支援学校「体育・スポーツ」実践

指導者協議会 

 国の施策として，障害児・者の生涯学習や体育・

スポーツ活動のさらなる充実が課題になっています。 

本研究所では昨年度に引き続き，特別支援学校教員

の体育・スポーツに関する指導力向上を目指した標

記，協議会を全国特別支援学校長会との共催で，８

月 20 日（火），21 日（水）の日程で開催しました。 

１日目は，スポーツ庁による障害者スポーツに関

する行政説明や全国特別支援学校長会が実施した特

別支援学校の体育・スポーツの指導に関する調査報

告，参加者からの実践報告，そしてパラリンピック

サポートセンターより，国際パラリンピック委員会

公認教材「I’mPOSSIBLE」の活用について情報提供

がありました。 

２日目は，「ボッチャ」を通じた実践交流を通じて，

コーチングの在り方を研修し，午後は事前レポート

に基づいて参加者の所属する自治体・学校の取組状

況に関する情報交換をグループに分かれて行いまし

た。 

 

⑦令和元年度交流及び共同学習推進指導者研究協

議会 

 11 月 14 日（木），15 日（金）の２日間にわたり，

「交流及び共同学習推進指導者研究協議会」を本研

究所にて開催しました。本協議会は，インクルーシ

ブ教育システムの充実を目指し，各都道府県等にお

いて障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童

生徒との交流及び共同学習を推進する立場にある教

職員による研究協議等を通じ，各地域における交流

及び共同学習と障害の理解推進に資することを目的

として，毎年開催しているものです。本年度は，全

国から特別支援学校，小・中学校等の教員や指導主

事等 69 名が受講しました。 

１日目は，文部科学省による行政説明に続いて，

「交流及び共同学習の意義を今一度考える～共生社

会の形成に向けて～」というテーマでシンポジウム

を行いました。シンポジウムでは，静岡県立藤枝特

別支援学校の小川陽子教諭が「交流籍を活用した居

住地における交流及び共同学習について」，沖縄県南

城市立馬天小学校の玉榮恒雄校長が「共生社会を実

現する人材を育てる学校づくり～交流及び共同学習

の充実を通して～」の話題提供を行いました。続い

て，本研究所から，齊藤由美子総括研究員が，学校

づくりの側面から，久保山茂樹上席総括研究員が，

教師の役割の側面からの話題提供を行いました。そ

の後，話題提供者が一堂に会し，テーマに沿った協

議を行いました。２日目は，３分科会７班に分かれ，

１日目の行政説明やシンポジウムの内容を踏まえな

がら，各受講者のレポートに基づく研究協議を行い

ました。第１分科会では「交流及び共同学習を推進

する上での学習活動の工夫」，第２分科会では「居住

地における幼児児童生徒の交流及び共同学習の推

進」，第３分科会では「交流及び共同学習を推進する

上での行政的取組」をテーマに活発な意見交換が行

われました。最後に，各班で話し合われた内容を全

体で共有した後，文部科学省初等中等教育局の青木

隆一視学官，中村大介特別支援教育調査官から講評

をいただきました。 

 

⑧令和元年度研究所（NISE）公開 

 11 月 16 日（土），「『令和初の研究所公開』～来て，

見て，体験，特総研 久里浜からひらけ 共生のと

びら～」というテーマで令和元年度研究所公開を開

催し，400 名以上の方々にご参加いただきました。 

 今年度は，シーズアスリート所属ゴールボール選

手の信沢用秀氏をお招きして，「目標への挑戦と，仲

間との協力について」と題した講演会とゴールボー

ル体験会を催しました。 

さらに，神奈川県立平塚盲学校の生徒と教員によ

る「あん摩マッサージ」体験など，幅広い内容の催

しを行いました。  

 また，開催に当たり，横須賀市立横須賀総合高等

学校の生徒８名にもボランティアとしてご参加いた

だいたり，横須賀市内の放課後等デイサービス事業

所の利用者の方にイベントサポートスタッフとして

仕事体験をしていただいたり，多くの関係者の方々

のご協力のおかげで，盛況のうちに終えることがで
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きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 教材展示及び手作り体験の様子 

 

⑨「令和元年度横須賀市児童生徒ふれあいフェスタ 

パネルディスカッションとワークショップの部」の

開催 

◇期日：令和元年 11 月 29 日（金） 

◇場所：横須賀市文化会館・中ホール 

◇内容：広く発達障害に関する理解啓発を図るため

に２つの内容を行いました。 

（１）パネルディスカッション：保護者，医療，福

祉の関係者にご登壇いただき，発達障害のある人々

が地域で生き生きと働く姿を通して，家庭・教育・

福祉の連携によるライフステージに応じた切れ目な

い支援について考えました。 

（２）ワークショップ：心理的疑似体験，教材・教

具展示や映画・図書の紹介，ミニ講義，研究紹介の

コーナーを開設しました。横須賀市の学校における

取組の紹介や就労支援に関する展示も行いました。 

横須賀市内の学校関係者，保護者や家族，福祉関係

者，一般市民の方など，多くの皆様にご参加いただ

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 会場内の様子 

⑩令和元年度インクルーシブ教育システム普及セ

ミナー（中部地区）  

本普及セミナーは，本研究所のインクルーシブ教

育システム推進センターの活動内容や，各地で実施

されているインクルーシブ教育システム構築に向け

ての取組を，より多くの方に知っていただくことを

目的としております。 

今年度は，中部地区を対象に，静岡県教育委員会

との共催で，令和元年12月14日（土）に開催しまし

た。幼・小・中・高等学校・特別支援学校の教員，

教育委員会，医療，福祉機関の関係者，保護者，学

生等，約170名の方々にご参加いただきました。 

 セミナープログラムは２部構成で，第１部は研究

所の取組から，インクルーシブ教育システムのミニ

講座，地域実践研究，国際動向について報告しまし

た。つづく，第２部では，静岡県教育委員会の伊賀

匡特別支援教育課長から県の取組の報告がされた後

で，４つの分科会が開かれました。各分科会のテー

マは以下のもので，それぞれのテーマに沿った学校

や施設の充実した取組が報告され，参加者との間で

協議が行われました。 

 

⑪令和元年度国立特別支援教育総合研究所セミナ

ー中止 

令和２年２月 21 日（金），22 日（土）の２日間に

わたり開催を予定していた，令和元年度国立特別支

援教育総合研究所セミナーは，新型コロナウイルス

の感染予防・拡散防止の観点から，やむを得ず中止

となりました。 

当初は予定通り開催する方針で準備を進めており

ましたが，政府にて開催されました「新型コロナウ

イルス感染症対策本部」の会合での協議内容，事前

に寄せられたセミナー欠席者数の増加，他機関の開

催状況を基にセミナー実施の可否について検討を実

施いたしました。その結果，本セミナーの参加者を

はじめとする全ての関係者の健康と安全を第一に考

慮し，２月 19 日（水）に中止の決定に至りました。

検討の過程では，参加申込者の半数以上が学校現場

に携わる教職員であったことから，参加申込者に限

らず，所属の学校・関係機関の幼児児童生徒や職員

の健康と安全に配慮することも議論されました。 
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今回のセミナー中止にあたりましては，全ての参

加申込者並びに関係者の皆様に深くお詫び申し上げ

るとともに，ご理解とご協力をいただきましたこと

を心より感謝申し上げます。なお，当日に配付する

予定となっていた資料は，希望する参加申込者に発

送を行い，可能な限りの情報発信・普及に努めまし

た。Web サイトにも一部の資料を掲載しております

ので，是非ご覧いただけますと幸いです。 
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